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序論 　研究動向と問題の所在

研究対象である顧問官 Rat は本来 「助言 」 を意味する ド イ ツ語である 。 13、 4 世紀以来ド

イ ツの王侯は臨時に領内の封建領主や聖職者を招集して 、彼 らの助言を求めた 。顧問官の

起源はそのよ う な 「 宮廷外顧問官 Rat von Haus aus」 に求め られ る
(1)

。 その宮廷外顧問官が、

領邦が行政機構を整備してい く過程で次第に君主によ る領邦統治の内部に組み込まれ 、臨

時に意見を求める 「 助言者 」 か ら宮廷に常駐する官吏へ とその役割を変化させた 。 しか し 、

彼ら顧問官は君主の宮廷官吏である と同時に自身の領地では封建領主 と し て振る舞った 。

それゆえ顧問官は君主の官吏である と同時に諸身分である とい う二面性を持つ 。

顧問官 とい う存在に特に注目が集ま る よ う にな ったのは 、第 2 次世界大戦以降 「国家的

理性の下での中央行政 」 を重視する観点に立つ古典的絶対主義論に対する批判が高ま り 、

諸身分 、領主 、市参事会 といった 「 中間的諸権力 」 に よ る絶対主義的国家の 「被制約性 」

が強調される よ う にな った こ と と関係する
(2)

。 その流れの中で 、 1970 年代以降 「中間的諸

権力 」 と し て 「 自律的社会階層 」 を形成した と され る顧問官が研究対象 と して取 り上げ ら

れる こ と と な った 。領内で君主の行動を掣肘する 「 中間的諸権力 」 と し ての顧問官に注目

が集まるの と並行して 、領邦の 「近代化 」 の過程で 16 世紀以降に新たに台頭し 、旧来の貴

族勢力を排除していった と評価 され る市民出身の学識顧問官も研究対象 と して取 り上げ ら

れる よ う になった 。

顧問官 、学識顧問官 Gelehrte Räte について研究動向をま とめ る こ と で従来の問題点を明

ら かに してい きたい 。中世末期の ヨー ロ ッパ全体を対象 と し た研究に J・ ヴ ェ ルジ ェの も

のがあ る
(3)

。 こ の研究は 、中世末期における学識者の教養の基礎 とその内容 、蔵書などを

分析し 、学識者が １つの自立的階層をなし ていた こ と が指摘される 。 Ｎ ・ ハ マーシ ュ タ イ

ンの研究
(4)

では大学の出現 とその社会への作用について 、大学や宮廷を通じてそれまで交

わる こ と のなかった貴族層 と市民層が新たな社会階層を形成してい く と い う 「 社会的流動

化 」 の観点か ら検証 され る 。 し か し 、 具体的な学識あ る顧問官の活動については全 く と

言っていいほど触れ られていない 。学識者についてはＰ ・ モ ー ラ フ も研究 してい る
(5)

。 彼

はこの研究で 、 14 世紀中頃までは学識者イ コール聖職者であったが 、中世後期には法律家

養成機関 と し ての大学の整備が進み 、俗人学識者の官吏への任命数は安定して増加した こ

と を指摘 してい る
(6)

。 彼は学識者たちがどの大学で学び 、学位を得たかを詳細に検討して

お り 、 彼 らがいかに政治的グループを形成 し ていたかを論証 してい る 。 Ｈ ・ ノ ー フ ラ ッ

チャーはハプスブル ク家の顧問官についてその出自や婚姻関係などを実証的に研究してい

るが 、一部の影響力ある顧問官のみを重視し 、諸身分の動向には触れていない
(7)

。

15、 6 世紀は学識者が各領邦の官吏 ・顧問官に登用され 、活躍する時期であ るために学

識者に関する研究は少な く ない 。 し か し 、従来の研究では新たに登場した学識顧問官に関

心が集中してお り 、台頭する学識者 と排除されてゆ く貴族 といった図式的な理解がその根

底に横たわっている 。 ま た 、従来の研究は古典的絶対主義論への批判 とい う観点か ら 、顧

問官が大学や宮廷内で １つの 「 社会階層 」 を形成していた こ との確認を目的 と し てお り 、

個々の顧問官の領邦政策における具体的な職務 、活動に言及する こ とはほ とん どない 。 そ

のため領邦内での顧問官の政治的な位置付けは明らかになっていないのが実情である 。

すでに述べたよ う に 、 こ れ までに挙げた顧問官に関する従来の研究は 2 つの系統に大別
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され る 。①新興勢力 と し ての市民出身の学識顧問官の台頭から領邦の近代化を探る研究 、

②各領邦の君主の行動を掣肘する 「 中間的諸権力 」 の 1 つ と し ての顧問官に注目する研究

である 。

①の研究は新興勢力に注目するあま り 、 旧来の貴族勢力への目配 りが足 りず 、台頭する

市民層 と排除される貴族 といった単純な図式の う えで議論を展開している 。 ま た 、学識顧

問官全般を研究対象 とす るため 、扱 う時間的 、空間的広が りが必然的に大き く な り 、 各領

邦の政治的状況等には踏み込めない 。 よ って 、各領邦で顧問官が実際にどの よ う な役割を

果たしたのかを明らかにできていない 。②では研究範囲が一領邦に限定され 、帝国全体 と

の関連が見えず 、顧問官がその出自 、学歴 、姻戚関係を も とに 宮廷内でひ とつの 「社会階

層 」 を形成していた こ と を強調する こ と に と ど ま ってい るため 、個々の顧問官の領邦内外

における具体的な活動に関する言及はほ とんど見 られない 。 こ の よ う な問題のため 、従来

の研究では領邦内での顧問官の政治的な役割は必ずし も明 らかになっていない と言え る 。

そ こで本論では顧問官が領内の 「助言者 」 か ら 「 官吏 」 へ と変化する過程を追 う こ と で

領邦がいかにして国家 と し ての体裁を整えていったのかを研究する 。従来の研究では市民

出身の学識顧問官の台頭が領邦近代化の指標 と されて きたが 、実際には外部から招聘 され

た 「 助言者 」 と し ての領内の貴族勢力が領邦統治に組み込まれ 、 君主に仕えて宮廷に常駐

し 、 彼らが領邦統治を担 う 「 官吏 」 である と 君主に認識されたのちに学識顧問官の台頭は

起き る と筆者は考える 。つ ま り領邦の近代化について明らかにするためには 、統治の担い

手が貴族から市民へ と変化してい く以前に 、領内貴族を 「 官吏 」 と し て領邦統治の中に取

り 込んでいった過程を研究する こ とが 必要であ る 。領邦の近代化をはかる指標 と し て学識

顧問官の台頭に注目するのは分か りやす くはあ るが 、 その よ う な市民出身の学識者の台頭

が起き る前提条件がいかにして整ったのかを見落 と して し ま う と い う問題をはらんでいる。

上に述べた問題点の究明のため 、以下の方法で顧問官について検討を加え る 。 まず 、第

1 章では各領邦で発布された法令に規定された顧問官について検討する 。上述 した学識顧

問官に注目する①の研究では 、顧問官の出自 ・学歴 といったデータが重視され 、法令分析

は行われない 。古典的絶対主義への批判から出発する②の研究は主に君主を掣肘する諸身

分の代表 と し ての顧問官に注目するがゆえに 、君主の側が顧問官をど う規定 したかについ

ては関心が払われない 。法令の規定に注目する こ と で 、今 まで必ずし も明 らかでなかった

君主が顧問官に期待した役割 とその変化について考察する 。

第 2 章では顧問官の人的構成 とその変化を見る 。 その際 、従来の研究ではほ とんど等閑

視されていた顧問官によ る地方統治 、具体的には顧問官によ るアム ト マ ン 、 あ るいは城伯

Pfleger 兼任の状況について も考察する 。 それによ り 、 中央統治に関して発布された法令の

分析からは得られない 、各領邦の統治における顧問官の役割 、 あ るいは彼らが諸身分 と し

ての性格 と官吏 と しての性格のどち ら を よ り強 く有 していたのかについて検討する 。

第 3 章では領邦統治における官房の位置付けについて検討し 、各顧問官の領邦内政にお

け る活動を見てい く 。 『 官房令 』 、 『 宮廷令 』 と い った法令は 、いったん発布される と 、

次に同様の法令が出るまで数十年のあいだが空 く こ と も あ り 、 法令分析からだけでは中央

統治のあ り方や 、顧問官の役割の変化を追跡し きれない 。 そのため 、各領邦における統治

機構の有様や顧問官の活動を見てい く こ と でその実態に迫ってい く 。

第 4 章では 、 よ り 大 き な流れの中で顧問官の活動を考察するために 、領邦単位ではな く 、
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ヘッセンを中心 とす るシ ュマルカルデン同盟結成前後 、それにアルベル ト家のハプスブル

ク家への接近 とシ ュマルカルデン戦争の勃発の流れの中で 、顧問官たちがどの よ う な活動

を展開し 、彼 らの存在がどのよ う な意味を持ったのかについて考察する 。

すでに述べたが 、学識顧問官全般に触れる①の研究は扱 う時代 と領邦が広範囲にわた り 、

各領邦の実態にまで踏み込めず 、単純な図式的理解に と ど ま ってい る 。 ま た特定領邦の顧

問官に注目する②の研究は一領邦に限られ 、各領邦の発展がもっぱ らその領邦内部でのみ

語られ 、帝国全体 とのつなが りが見えない 。 それ らの問題を克服するために 、本論では複

数領邦にまたがった研究を行 う 。 その際①の研究 と同 じ轍を踏まぬため 、扱 う時代 と領邦

を絞る 。時代については激動の時代である と同時に 、領邦が国家 と して整備 されてい く宗

教改革の時期を取 り上げる 。領邦については 、顧問官の具体的な職掌や位置付けの変遷を

検討するためにアルベル ト家ザ クセン 、 シ ュマルカルデン同盟の盟主であるヘ ッセンを中

心にして考察する 。両領邦は 16 世紀前半から半ばの神聖ローマ帝国内の進路に大きな影響

を与えた 。

アルベル ト家ザ クセンは宗教改革期の神聖ローマ帝国を代表する有力な領邦であ り 、 カ

ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の あいだで揺れ動 くその宗教的態度は両陣営に多大な影響を与

えた 。ヘ ッセン も また 、 プ ロテ ス タ ン ト の盟主 と し て神聖ローマ帝国内の政治動向を語る

う え で外せない 。 アルベル ト家ザ クセン 、ヘ ッセンの顧問官の特徴を よ り明確にするため 、

比較対象と して教皇派の領邦バイエルン 、皇帝家ハプスブル ク家 も取 り上げる 。

従来の顧問官に関する研究 、特に研究の範囲を一領邦に限る研究においては 、領邦を帝

国全体の流れから引き離 し 、領邦内部における制度 、組織の整備にばか り注目して きた 。

しか し 、 あ る領邦の統治機構がいかに発展したかを考察するには 、外的要因も考慮に入れ

る こ と は不可欠だ と思われる 。 ま た 、市民出身の学識者の台頭に領邦近代化を見る従来の

研究は 、法令や制度の整備 、それに顧問官に占める学識者の数 といった ものを指標にして

き た 。 し か し 、領邦を帝国全体の中に位置付け 、そ こにおける顧問官たちの活動を見るな

らば 、領邦がいかに発展し 、 そ こで顧問官がどの よ う に変化してい くのか 、 と い う過程を

よ り動的に と らえ る こ と が出来るであろ う 。
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第 1 章  法令にあらわれる顧問官

第 1 節　アルベル ト家ザ クセンの法令に規定された顧問官

1. 　 ゲオルク治世 （ 在位 1500-39 年）

　

これ まで も多 くの研究者が君主の宗教的信条を関心の中心にすえて宗教改革期のアルベ

ル ト家ザ クセンを対象 と した研究をお こなって きた 。特にゲオル クは熱心なカ ト リ ッ ク信

者であ り 、 ル ター との ラ イバル関係やゲオル クの宗教政策にその注目が集まってお り
(8)

、

彼の領邦統治や顧問官については研究が不足している 。 本論で扱 う宗教改革時代のアルベ

ル ト家に関する研究動向を概観してお く 。

長年にわたってザ ク セ ンの地域史研究を牽引 して き た Ｋ ・ ブ ラ シ ュ ケは 「 1500 年以降

（ 中略 ） 官僚化し 、学識あ る法律家を担い手 とす る中央行政の自立性が 、相対的に さ らに進展

し た 」 と 述べて顧問官の官僚化は進んでいた と評価 してい る
(9)

。 アルベル ト家の統治機構

に関しては 1547 年にモー リ ッ ツ （ 在位 1541-53 年） が 選定侯位を得て以降の時代が主た る

研究対象 となっている 。 モー リ ッ ツ治世を対象 と したアルベル ト家の顧問官 、 あ るいは統

治機構について言及している研究を整理し 、 その中か ら課題を明確にしておきたい 。 アル

ベル ト家の教会財産処理に関して研究したＨ ・ Ｍ ・ キ ューンは顧問官の顔ぶれ等について

は言及し 、 カ ト リ ッ ク の顧問官がモー リ ッ ツ を皇帝に近づけ 、プ ロテ ス タ ン ト の顧問官が

シ ュマルカルデン同盟 との関係を取 り持った と評価してい る ものの 、各顧問官の役割につ

いては具体的な検討に欠ける
(10)

。 Ｒ ・ ケ チ ュ ケはモー リ ッ ツの時代に発布された法令 、特

に 1547 年の 『 官房令 Kanzleiordnung』 の 内容か ら 、官房 Kanzlei は この時期にはすでに中

央官庁 と し ての権限を備えてお り 、 そ こに従属する顧問官の官僚化も進んでいた と評価す

る
(11)

。 Ｗ ・ オーンゾルゲ もケチ ュケ と同様の見解を と ってい る
(12)

。 Ｌ ・ リ ーバーヴ ィル ト

は 16 世紀になる と顧問官は政治的立場や家柄よ り も学位によって任命された と述べ 、その

典型例と してＭ ・ フ ォ ン ・ オ ッセ Melchior von Osse に言及しているが
(13)

、 彼の理解も 16 世

紀になる と右肩上が りに学識者の登用数が増えていき 、貴族が領邦の重要ポス ト か ら遠ざ

け られた とす る見解を取ってお り図式的に過ぎる 。 ま た近年Ｕ ・ シルマーがアルベル ト家

の財政について包括的な研究を行っているが 、顧問官に関しては君主の債権者 、荘園領主

と し て他の貴族 と一括して言及されてお り 、彼 らの政策への関与にはほ とんど触れていな

い
(14)

。 いずれの研究も顧問官の官僚化を指摘しているが 、 こ の よ う な理解は封建制の克服

か ら絶対主義へ といた る過程を直線的な もの と考え る図式的な理解である と言わざ る を得

ないだろ う 。

多 くの研究者の顧問官に対する理解が台頭する学識者 と排除 される貴族 といった図式に

即している とい う問題点を踏まえて 、 アルベル ト家における顧問官の位置付けについて明

ら かにする 。特に第 1 章では君主によ って発布された法令に規定された顧問官像を分析し 、

君主が顧問官に期待する役割が 「 助言者」 と し て も ものか ら 「 君主の官吏」 へ と変化 した

様子を跡付けてい く 。

ゲオル クの時代には 、領内では武力衝突にいたるほどの目立った争いもな く 、 比較的平

和な時期であった 。先代アルブレ ヒ ト の時代には年間 1 万グルデン以下の収入しか もた ら

さ なかった鉱山からは 、莫大な収入が得られる よ う にな り 、財政面でも う るおった
(15)

。

さ ら に 、 アルベル ト家に莫大な財政負担を強いていたフ リー ス ラ ン ト におけ る反乱も 、
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フ リー ス ラ ン ト をハプスブル ク家に譲渡する こ と で新たな支出をする必要がな く な った
(16)

。

フ リー ス ラ ン ト における反乱の鎮圧に要した費用はおよそ 60 万グルデンに ものぼったが 、

ゲオル クは この支出を領邦議会において承認された消費税 とアム ト収入の抵当化によって

賄 う こ と に成功した
(17)

。 こ の よ う にゲオル ク時代のアルベル ト家では 、 フ リ ー ス ラ ン ト 反

乱鎮圧のに要した膨大な戦費を領内の貴族への借金で賄えるほど諸身分の勢力は強かった 。

しか し 、 その中で もゲオル ク と諸身分は同じ く カ ト リ ッ ク を信奉し 、互いの関係は比較的

良好な状態を保っていた 。

こ の よ う な政治状況を背景に持つアルベル ト家ザ クセンにおいて 、ゲオル クが顧問官に

期待した役割 とは何であったのか 。 それを考察するためにゲオルクの時代に発布された法

令 、訓令から中央統治機構と顧問官の位置付けについて検討してい く 。

ゲオルクは 1489 年から 、皇帝マ クシ ミ リ ア ン 1 世 と と も に各地を転戦していた父アルブ

レ ヒ ト に代わってアルベル ト家を統治していたが 、 1500 年父の死去によって正式に同家の

当主の座についた 。 その後ゲオル クは領邦統治の基礎 とな る 『 官房令 Kanzleiordnung』 を

発布している
(18)

。 内容には官房に属する官吏の勤務時間 と官房に属さない者の官房内への

立ち入 り を禁ずる こ と を定めた規定が含まれている 。

こ のゲオル クの 『 官房令 』 の内容 と 、 そ こか ら う かがわれる領邦統治における官房の位

置付けについては 、すでに言及した研究者たちは考察の対象に入れていない 。ザ クセン選

定侯領の裁判制度を中心にザ クセンの統治機構を研究したＨ ・ リ ュ ッ ク も その例外ではな

く 、 彼はエルネス ト家の 『 官房令 』 のみを検討し 、 ゲオル ク時代の 『官房令 』 を考察はし

ていない
(19)

。 ゲオル ク時代の統治機構に関する研究が不足している要因 と し ては 、ゲオル

ク に関する研究が彼の信仰やルター との対立に集中してい る こ と 、 それにザ クセンの統治

機構については 「選定侯領 」 の括 りで議論 され る こ と が多 く 、 選定侯位を獲得していない

段階のアルベル ト家は考察の対象にされに くい こ とが挙げられる 。

ゲオル クの 『 官房令 』 には「 決定され 、決議 され るべ きすべての事柄は官房長によ って概

要が示され 、 1 冊の帳簿にま とめ られ るべ きであ る 。 ま た官房長は前も って回答 されていない

も の 、 ま たは以前に発給されたその他の些細なすべての書簡を協議に持ち込ませ 、決裁するべ

きであ る 」 と し て官房長が官房内での協議において中心的な役割を務める こ と が規定 され

ている
(20)

。 し か し 、協議が具体的にどの よ う な手順で行われるのか 、 その場に臨席するの

が誰であるのかが規定されておらず 、中央統治における顧問官の職務については何一つ定

められていない 。ゲオル クの 『 官房令 』 の内容か ら 、 ゲオル クの治世当初には官房は中央

統治機構 と し て整備されておらず 、顧問官は官房内での協議には参加していた と思われる

ものの 、それ以外の職務については何ら規定されていなかった こ とが分かる 。

では顧問官の職務についてよ り多 く言及している史料は彼らの職務をどの よ う に規定し

ているだろ う か 。 そ こでゲオル クが 1523 年 6 月末ニュルンベルク帝国議会への出席の際に、

不在時の領内統治を任せた顧問官に出した 『 訓令 』 について検討してい く 。

『 訓令 』 は冒頭で「 第一に 、余の 2 人の息子ザクセン公 ヨハン と フ リー ド リ ヒ と 彼 らの も と

に余の顧問官たち 、騎士ツ ェーザル ・ プ フルー ク殿 、 ジーグムン ト ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツ と

余の官房長ジモン ・ ピ ス ト リ ス博士 、その全員は余の不在時に余の代わ りに余の ラン ト 、 臣民

が忠実な熱心さにおいて命令を守る よ う に管理し 、すべての事柄を余の代わ りに行な うべ きで

あ る 」 と 規定 してい る
(21)

。 こ こ か ら 、 ゲオル クは自身の留守を預け る各顧問官に特定の職
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務を割 り当てていないのが分かる 。 ま た 、 ゲオル クの 2 人の息子 ヨハン と フ リ ー ド リ ヒ を

中心にして官房長 、顧問官全員がゲオルクの代理 と し て任命されている こ と か ら 、 ゲオル

ク時代の各顧問官には法令の上では何らの役割分担も設定されておらず 、官房長を除けば

特に上下関係は設定されていない と考え られる 。

なお 、官房長以外に 『訓令 』 で名指し されている両名については 、プフルークはゲオル

ク よ り 13 歳年長であ り 、 マルテ ィ ッ ツ も プ フルー ク と同年代であった可能性が考え られ

る
(22)

こ と か ら 、年長者に対する配慮であった と考え られ る 。 ま た 、 Ｃ ・ プ フルー クに敬称

「 Herr」 が 用い られてお り 、 少な く と も プ フルー クがゲオル クの 「 官吏 」 と し てではな く 、

「 助言者 」 と し て扱われている こ とは当該時期の顧問官の立場を考える う えで注目に値す

るだろ う 。

それ以外に も 『 訓令 』 には「 （ 顧問官たちはまた ） 炊事場 、酒蔵で物を粗末にする過度の

浪費を避けるため 、余の宮廷事務に際して 、 よ き熱意を持ち 、 よ き秩序において振舞 う 」 と も

規定されている
(23)

。 こ れ を見るかぎ り では顧問官たちはゲオル ク不在時の領内の財政を も

管理していた よ う に思え るが 、実際にはそ うではな く 、金銭の出納にはゲオル クの許可が

必要であった
(24)

。

ゲオル クの不在時に不測の事態が起きた場合 、彼 らはゲオル クに指示を仰がねばな らな

かった 。上述の 「 すべての事柄を余の代わ りに行な うべ きであ る 」 と の規定に もかかわ らず、

『 訓令 』 において顧問官たちに期待されたのは領邦統治における実際の職務を担 う と い う

役割ではなかった こ とが う かがわれる 。後に詳し く考察するが 、 これは自身の不在時にす

る たびに訓令を残し 、各顧問官の職掌にいたる まで詳細に規定していたモー リ ッ ツ と大 き

く 異な る点であ る 。 これはモー リ ッ ツが帝国議会出席やシュマルカルデン戦争で頻繁に領

内を留守にしたのに対して 、 ゲオル クは対外的な戦争を行な う こ と も な く 、 その治世中領

内に留まって政務を執る こ とが多かった こ と を反映している と考え られ る 。

ゲオル クの時代にはフ リー ス ラ ン ト での内乱はあった ものの 、鉱山が もた らす収入が飛

躍的に増大した こ と も あ って 、 フ リ ー ス ラ ン ト に関係する莫大な出費も領内の諸身分の助

力で乗 り切 る こ と がで きた 。 ゲオル クはカ ト リ ッ ク を信奉してお り 、 修道院財産の没収を

行なわず 、 アルベル ト家における教会裁判権縮小などの教会改革を行な う際に もつねに教

皇庁の意向に配慮するなど していた こ とが 、大部分がカ ト リ ッ ク の信仰に留まっていた諸

身分の良好な関係を保つのに大きな意味を持った と思われる
(25)

。 こ の よ う な関係を背景に

ゲオル クは領邦政策について 、諸身分の勢力が強大であったに も関わ らず 、かな り の程度

自身で決定する こ とが可能であった 。

ただ し 、 ゲオル クは諸身分への配慮を必要 と し なかったわけではない 。例えば 、 顧問官

は 1535 年以降の修道院巡察に参加してお り 、彼 らは大幅な裁量権を与え られていたが 、そ

れを行使する と諸身分の反発にあい 、 ゲオル クが これ を取 り消す事態が しば しば起 こ っ

た
(26)

。 諸身分 と比較的良好な関係を築いていた とはいえ 、ゲオル クは彼ら と対立した際に

は譲歩を余儀な く されたのである 。

『 官房令 』 の内容か ら 、顧問官に期待されていたのは官房内の協議における助言者 と し

ての役割だった こ と 、 留守を預かる顧問官への 『訓令 』 か ら 、顧問官には何らの職務分担

も な されてお らず 、特定の顧問官が重用されている様子も見て取れない こ と を明 らかに し

た 。顧問官は助言者であったため 、職務について規定する必要はな く 、彼 らのあいだには
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事実上上下関係はなかった と考え られ るのである 。

2. 　 モー リ ッ ツ治世 （ 在位 1541-1553 年）

アルベル ト家ザ クセンの中央統治機構が本格的に整備されるのはモー リ ッ ツの時代であ

るが 、 ゲオル クの後を継ぎわずか 2 年ほどに終わったハ イン リ ヒ 時代について も触れてお

く 。 ゲオルクの死後 、弟のハイン リ ヒ が即位し 、 1539 年アルベル ト家ザ クセン全域に宗教

改革が導入された 。ハ イ ン リ ヒ は当初諸身分 と顧問官の同意なしに独自路線の政策を行お

う と し て い た 。 そ れに対 し 、 顧問官 と し て ゲオル ク に仕え ていた Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツ Gerog von Karlowitz はヘ ッセン方伯フ ィ リ ッ プ Philipp von Hessen 宛に 、ハ イ ン リ

ヒ に よ る政策の不手際を批判する書簡を書き送った 。 さ らに彼はハイン リ ヒ に諸身分 と共

同で政治にあた る よ う 働 きかけ る こ と を フ ィ リ ッ プに約束した
(27)

。 し か し彼の試みは失敗

に終わ り 、 カル ロヴ ィ ッ ツはハ イン リ ヒ に よ って解任された 。友人であるカルロヴ ィ ッ ツ

の解任に衝撃を受けた Ｓ ・ ピ ス ト リ ス Simon Pistoris はアルベル ト家の官房長官の職を辞し

た
(28)

。

ハイン リ ヒ は 1539 年 5 月 25 日 、エルネス ト家の Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ Johann Friedrich と 宗

教改革をめぐって協議を し 、 ヴ ィ ッ テ ンベル クの神学者によって作成された巡察指令書を

も と に第 1 回巡察を行 う 。 こ の巡察は指令書を作成したエルネス ト家主導で進められたた

めに 、巡察使はゲオル ク時代 とは異な り 、教会財産の状態や聖職者の行状について記録す

るのみの存在であ り 、 自身で何らかの命令を発する権限を持たなかった
(29)

。 アルベル ト家

で福音主義にも とづいた巡察が行われるのは初めてであったため 、円滑な巡察遂行のため

にはエルネス ト家の協力が必要だったのであ り
(30)　 、 そ こではアルベル ト家の者たちは脇役

にまわ る こ と を余儀な く された 。 こ の第 1 回巡察はわずか 6 週間のあいだに行われたため、

十分な成果を得る こ とは出来ず 、その不足を補 う ために都市だけでな く村落 も視野に入れ

た第 2 回巡察が行われた
(31)

。

2 度の巡察では聖職者の行状の記録 と並んで 、教会 ・ 修道院財産の世俗化 とそれに伴 う

管理の方法が大きな課題 とな っていた 。ハ イ ン リ ヒ に よ って宗教改革が導入された こ と で 、

教会財産の管理 ・運営に関して 、教会 、修道院に土地 ・財産を寄進していた領内の諸身分

に諮らざ る を得な く な った 。 その大部分がカ ト リ ッ ク に と ど ま っていた諸身分は 、ハ イ ン

リ ヒ の宗教改革導入 、特に彼がエルネス ト家 と共同で改革を進めた こ と に反発した
(32)

。 第

2 回巡察中の 40 年春には領邦議会の代表者 40 名からな る委員会が開催され 、修道院財産

は諸身分から選ばれた 6 名の管財人の手に供託され る こ と 、 修道院の土地は領主に賃貸さ

れる こ と （ 売却は不可） 、 そ の運用か ら得 られた利益の 3 分の 2 は教会 、学校 、大学の改

善に 、残 りは領邦のために使用される こ と が決定された 。委員会において 、委員たちはま

ずハイン リ ヒ が教会財産で私腹を肥やさないかを確認する必要があった 。彼 らは教会財産

の管理を諸身分が独占する こ と をハ イ ン リ ヒ と モー リ ッ ツに承認させよ う と し た 。 その結

果息子モー リ ッ ツは これを拒否した ものの 、当主ハイン リ ヒ は諸身分に譲歩せざるを得な

かった
(33)

。

　 39 年の領邦議会で教会財産を教会 と学校の改善に使 う こ と をいったんハイン リ ヒ に承認
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させたに もかかわ らず 、 40 年 8 月に開催された委員会において 、諸身分はハイン リ ヒ が教

会財産を使って私腹を肥やすのでは 、 と のおそれを抱いた こ と か ら もわか る
(34)

よ う に 、両

者のあいだには相当の緊張関係があった 。ゲオル ク時代に君主 と諸身分のあいだにあった

良好な関係はもはや期待でき る状態ではなかった 。

　 そ の上、 こ の時代には諸身分を無視 して統治を行え る よ う な統治機構は完成 していな

かった 。 そのため 、ハ イ ン リ ヒ は諸身分に対してつねにい く らかの譲歩をする必要があっ

た 。第 2 回巡察の委員からエルネス ト家の神学者 Ｊ ・ ヨ ナ ス Justus Jonas が排除され 、 アル

ベル ト家の諸身分が巡察を担った こ と
(35)

も 、 そ の あ らわれであ る 。 ま た教会財産没収を

行った こ と に よ り 、 ゲオル ク時代には表面化していなかった諸身分 との対立関係が明白 と

なり 、 ハ イ ン リ ヒ の治世の大半は諸身分 との衝突に費やされ、 領内の政治状況は停滞した。

顧問官の活動については 、中にはＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツの よ う にハ イ ン リ ヒ に積

極的に働きかけた者 もいたが 、彼は結局解任された 。 ま た 、 ゲオル ク時代の官房長 Ｓ ・ ピ

ス ト リ ス も アルベル ト家を去った 。顧問官はハイン リ ヒ の在任期間の短さか ら 、 その政策

の中では大きな役割を担 う こ と はなかった 。 ま た 、ハ イ ン リ ヒ の代には官房に関する新た

な法令も発布されてはいない 。領内に宗教改革が導入されたハイ ン リ ヒ 統治下の 2 年ほど

はアルベル ト家の政治上 、混乱期 、あ るいは停滞期 と と ら え られ る 。

こ こ まで見て来た よ う に 、 ゲオル ク 、ハ イ ン リ ヒ の時代には領邦統治において大きな影

響力を行使していたのは諸身分であ り 、 顧問官に期待されていた役割は大きな ものではな

く 、 彼 らの影響力も限定された ものであった こ とが明 らか と な った 。 さ らに中央統治機構

と し て重要な意義を持つ官房について も 、 ゲオル クが発布した 『 官房令 』 の内容は不十分

な ものであ り 、 ハ イ ン リ ヒ の代に もその法令が効力を持った こ と か ら 、 こ の 2 代の時期に

は官房は中央統治機構と してその機能を十分に果たしていなかった と考え られ る 。 　 　

アルベル ト家の中央統治機構は 、モー リ ッ ツの治世に大きな発展を見せ 、特に 1547 年か

ら翌年にかけての一連の法令が以後のアルベル ト家における中央統治の基礎をな した 、 と

評価されている
(36)

。 し か し 、従来の研究では法令の内容は分析されている ものの 、法令成

立への諸身分の影響や法令内に名前の見える顧問官についての分析はほ とんどな されてい

ない 。そ こでそれ ら法令の分析を通じて 、当時のアルベル ト家の統治機構がどの よ う な も

のであったか 、 ま た 、統治機構における諸身分 、顧問官の役割について検討してい きたい 。

その際にモー リ ッ ツの政策に関する最 も網羅的な史料集である 『 ザ クセン公 、選定侯モー

リ ッ ツの政治文書集 』 を使用する
(37)

。 こ の史料集は 、ザ クセンの教会史家Ｈ ・ ユ ン グハン

スが 「 歴史家 、教会史家の行 うル ター死後の時代の研究がますます増大して行われる こ とにお

いて 、 この大変な労力のかかった編纂物の利益が明瞭に現れるであろ う 」
(38)

と述べている こ と

か ら もわか る よ う に 、 こ の時期のザ クセンの研究をする う えで欠かすこ との出来ない史料

と し て評価する こ とが出来る 。  

1547 年のエルネス ト家への侵攻によって 、 その領土の多 く を手に入れたアルベル ト家は

新たに統治機構の編成をす る必要に迫 られた 。 そ こ でモー リ ッ ツ は 8 月 5 日に 『 官房令

Kanzleiordnung』 を 発布 した 。 こ の 47 年 『官房令 』 の諸規定で も特に重要なのは 、 アルベ

ル ト 家の領土全体を 5 つの ク ラ イ ス に分割 し
(39)

、 さ ら に各 ク ラ イ ス を 統轄す る事務局

secretaries を官房内に設置する こ と を規定した条項である
(40)

。 こ れに よ って領内の徴税 、徴

兵は恒常的にク ラ イ ス単位で行われる こ と と な り 、 官房が ク ラ イ ス を統括する 、すなわち
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領内全域を統括する機関 と し て定め られた 。 この条項は 、それまで領内を一元的に統治す

る シ ス テ ム の なか っ た アルベル ト 家に と っ て軍事 ・ 徴税の面で画期的な意味を持っ た 。

1501 年ゲオルクに よ って発布された 『 官房令 』 が官吏の職務規定に終始しているの と比較

し て も 、 その こ とは明 らかであ る
(41)

。 そ し て 、 『 官房令 』 はモー リ ッ ツの後を継いだアウ

グス ト August (在位 1553-86 年) によって も 53 年 、 56 年 、 77 年と都合 3 度発布されるが 、そ

れらが 47 年 『官房令 』 の影響を色濃 く残 してい る事実を考えて も
(42))

、 モー リ ッ ツの 『 官

房令 』 がアルベル ト家の中央統治に と って重要な意義を持っていた こ とが う かがわれる 。

モー リ ッ ツは 『 官房令 』 の 2 日後にいわゆ る 『 旧訓令 Alte Instruction』 を 発布 した
(43)

。

カール 5 世 Karl V. が ミ ュールベルクの会戦での勝利を受けて開催し たア ウ ク スブル ク帝国

議会出席のため 、 モー リ ッ ツは近 く領内を留守にする こ と にな り 、 代理 Statthalter に弟の

ア ウ グ ス ト を任命した 。 さ ら に 、 『 旧訓令 』 にはア ウグ ス ト を補佐する顧問官 と し て 8 名

が任命されている
(44)

。 彼 らはモー リ ッ ツ不在時の留守を預 り 、家政を担当した 。彼 らは エ

ルネス ト家に対する勝利によって 新たにアルベル ト家に併合された トルガ ウで行動すべき

であ り 、 同地に滞在していたモー リ ッ ツの妻アグネス Agnes が不足を感じない よ う気にか

け るべきであ る と定め られている 。詳 し く は後に検討するが 、新たに併合された場所に顧

問官を配置した こ とは 、彼 らが単な る留守居役ではな く 、戦後処理の役割を担っていた こ

と を示唆している 。

『 旧訓令 』 にはモー リ ッ ツ不在時に留守を預かる顧問官が任命されているだけでな く 、

内政に関する事項も含まれてお り 、 『 官房令 』 に よ って分割 された 5 つのク ラ イ スに長官

Oberhauptleute が任命される こ と が規定されている
(45)

。 長官は街道 と交通の安全に配慮を し 、

も し必要な ものが不足してい るな ら 、 モー リ ッ ツか 、顧問官に緊急の処置を求める こ と が

でき る 。 ま た 、 こ の よ う な場合モー リ ッ ツは臣民 と領内貴族に長官への服従を命令する と

述べられている 。 これ らの規定から 、各 ク ラ イ スに任命された長官自身の権限は大きな も

のではな く 、 各 ク ラ イ スの住民はモー リ ッ ツに服従し 、 モー リ ッ ツの命令のも とでのみ長

官の意に従った こ とが分かる 。官房の具体的運営については 、官房長官のも とには少な く

と も 3 人の顧問官が存在すべきであ り 、 顧問官は 『官房令 』 に従って集合し 、突発的な官

房の事件 vorfallende Kanzleisachen について協議する と規定されている 。

さ ら に 『 旧訓令 』 では領邦統治に関わる重要職務をそれぞれ顧問官に割 り当てている 。

国庫 Silberkammer をつか さ ど る顧問官は Ｅ ・ フ ォ ン ・ ミ ルテ ィ ッ ツ Ernst von Miltitz、 大学

担当はＧ ・ コ ムマーシュ タ ッ ト Georg Kommerstadt、 アルベル ト家の財源 と して重要であっ

た鉱山は ミ ル テ ィ ッ ツ 、 コ ム マーシ ュ タ ッ ト 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ゲ ル ス ド ル フ Heinrich von

Gersdorf、 Ｗ ・ フ ォ ン ・ コ ラー Wolf von Koller の 4 名の管轄下におかれた 。国庫 、鉱山 、大

学 とい った領邦政策におけ る重要部門を まか されてい る こ と か ら 、 ミ ル テ ィ ッ ツ と コ ム

マーシュ タ ッ ト がモー リ ッ ツの信任を得ていた こ と が分かる 。特に ミルテ ィ ッ ツは 、国庫

の管理 とアルベル ト家の重要な収入源である鉱山の管理を兼任してい る こ と か ら 、内政に

おける信任の厚さが うかがわれる
(46))

。 ゲオル クの時代 と異な り 、法令によって顧問官に具

体的な職務が与えられ 、中央統治機構はかな り整備 された 。

その後モー リ ッ ツは 9 月 1 日にアウ ク スブル クに到着したが 、帝国議会においてカール

5 世が帝国内での導入を宣言したア ウ ク スブル ク仮信条協定 Augsburger Interim について議

論が紛糾した 。モー リ ッ ツは領内の顧問官 と この問題について協議を行な う ために休暇を
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願い出 、 12 月末に トルガ ウヘ帰還した
(47)

。 そ し て 48 年 1 月 21 日にいわゆる 『 新訓令 Neue

Instruction』 を 発布す る
(48)

。 『 新訓令 』 において 『 旧訓令 』 に加え られた大 きな変更は 、

モー リ ッ ツ の不在時に彼の妻アグネ ス と 領邦政府 Regierung を ト ル ガ ウ か ら ヴ ァ イ セ ン

フ ェルスへ と移動 させた こ と であった 。 この移転にあわせて 、 『 旧訓令 』 において留守を

預かる者 と し て任命された顧問官の顔ぶれも大幅に入れ替わってお り
(49)

、 こ の移転が単な

る政府の移転に留ま らず 、政策を担 う者たちに も変化があった こ と がわか る 。新たに任命

された顧問官の大部分はヴ ァ イセン フ ェルスの属するチュー リ ンゲン ・ ク ラ イ スか 、 ヴ ァ

イ セ ン フ ェルスの近 くに居住する者たちであった 。顧問官が変更された理由 と し ては 、顧

問官たちが トルガ ウに駐在していたため自身の所領から長期間遠ざけ られていた こ と に対

するモー リ ッ ツの配慮であ る と 『 新訓令 』 には述べられてお り 、 ケチ ュ ケ も これを 「 慈悲

深いいたわ り 」 で あ る と解釈しているが
(50)

、 疑問である 。 これについては後に詳述する 。

『 新訓令 』 にはまず官房長官 と と も に 4 名以上の顧問官が突発的な事について協議し 、

モー リ ッ ツがその場にいるの と同 じ よ う に決定するべきであ り 、信仰 、 アグネスの生活 、

レーエン文書等については 『旧訓令 』 に従 う よ う に定め られている 。 『 新訓令 』 に よ って

『 旧訓令 』 に追加 された事項の大部分は軍事に関する ものに占められている 。襲撃を予想

させ る よ う な情報がはいった場合にはアウグ ス ト の名の も とに軍事に関する委員が召喚さ

れ 、危機を回避するために協議が行なわれ 、その協議の後に各ク ラ イ スか ら騎兵 、歩兵が

召集される こ と が規定されている
(51)

。

　 『 官房令 』 と 新旧 『 訓令 』 の発布を通じて 、モー リ ッ ツの一連の改革は成し遂げられ 、

中央統治機構が整備され 、そ こにおける顧問官の役割もゲオル ク 、ハ イ ン リ ヒ の時代 と比

較して増大した こ とが明らか となった 。

こ こ ま で新旧 『 訓令 』 の内容について検討 して き たが 、 その発布には如何な る背景が

あったのかを検討し 、 それぞれの 『訓令 』 で指名された顧問官にどの よ う な役割が期待さ

れたのかを明らかにしたい 。 『 旧訓令 』 、 『 新訓令 』発布の背景には 47 年のエルネス ト家

への侵攻 とその戦後処理がある 。 モー リ ッ ツは戦後 、戦費の負担や新たにアルベル ト家に

併合 された旧エルネ ス ト 家の領地について 、 47 年 7 月に諸身分 と幾度 も議論を重ねてい

る
(52)

。 こ の協議内容に言及する こ と に よ って 、従来は指摘されて こなかった両 『訓令 』 の

発布された背景 と 、 『 訓令 』への諸身分の影響を明らかにする こ とが出来る。

まず 『 旧訓令 』 であ るが 、上述した よ う に街道 と交通の安全を司る長官を任命する規定

が含まれてい るが 、 これは 47 年 7 月 14 日に諸都市がモー リ ッ ツに提出した要求の第 4 項

に「 街道の平和のためにつねに武装したアム ト の兵 Amtleute が任命 され るべ きであ り ます 。

（ 中略 ） その他に街道の保護 と安全のためにのみ存在する幾人かの巡回騎兵 Streifenreiter を任

命して くだ さい 。 」 と あ る こ と に よ っている と思われる
(53)

。

　 『 旧訓令 』 には宮廷裁判所の役人に関する規定も含まれている 。 エルネス ト家併合後の

裁判制度について諸身分はモー リ ッ ツに以下のよ う な要求を している 。

「 ラ ン ト のいた る と こ ろで同 じ法が保たれ 、貧 しい者 と富め る者は同じ待遇を受けねばな らな

い 。殿下には裁判所をその よ う に整備していただ きたい 」
(54)

。 「 われらは殿下に以下の こ と を

お願いする 。すなわち 、裁判所を古い 、賞賛に値する規則にしたがって設置する こ と を 」
(55)

。

これ ら を聞 き入れて 、モー リ ッ ツは七月半ばの騎士 と諸都市への回答において 、 1 人の

宮廷裁判官 と 8 人の陪席裁判官 Beisitzer、 2 人の代訴人 Prokurator と 1 人の貧困者のための
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代訴人 Prokurator pauperum の任命を約束してい る
(56)

。 ま た同 じ く 47 年 7 月半ばの協議にお

いて 、諸身分は 「 法学博士 と医学博士に対する報酬の規則が発布され るべ き 」
(57)

であ る と主

張しているが 、 『 旧訓令 』 には宮廷裁判所役人の給与に関する規定も含まれている 。以上

の こ とか ら 『 旧訓令 』 は諸身分の要求に沿った内容を有してい る こ と が分かる 。 エルネス

ト 家 と の戦争を通じて多 くの損害を被 り 、不満の高まっていた諸身分に対する譲歩が見ら

れるのである
(58)

。

『 新訓令 』 は上述した よ う に主に軍事に関する事柄を規定してい る 。 では 、 『 新訓令 』

発布にはどの よ う な背景があったのだろ う か 。 それを 『 旧訓令 』 の時 と同 じ く 、 47 年 7 月

半ばのモー リ ッ ツ と諸身分の協議内容から 見てい く 。 協議の中で諸身分はモー リ ッ ツに対

し 、彼 らの関知な しにはいかなる同盟に も関与せず 、戦争の準備も しない こ と 、緊急の場

合には諸身分が領邦防衛のために寄与する こ と を主張した
(59)

。 モー リ ッ ツは 、戦争が突発

的に生じた場合 、諸身分を招集する時間がないので、 それについて迅速な決定を行な う委

員を任命する 、 と諸身分に答えた
(60)

。 諸身分はこの回答に満足せず 、自分たちはつねに招

集に応じ 、助言を与え る と申 し出ている
(61)

。 『 新訓令 』 にはすでに述べたよ う に 、顧問官

の中から軍事に関する委員を任命する規定が含まれている 。つ ま り 『 旧訓令 』 と は異な り 、

『 新訓令 』 には諸身分に対する譲歩が見られないのであ る 。 こ の事実は 、 この時点でエル

ネス ト家 との戦争の戦後処理がすでに一段落ついていた こ と を あ らわ してい る 。つ ま り 、

モー リ ッ ツの時代には 、君主は諸身分の影響下から脱 し 、 あ る程度自由に政策決定を行い

う る段階に入った と考え られ る 。

第 2 節 　 フ ィ リ ッ プ治世(在位 1517-1567 年)のヘッセンの法令に規定された顧問官

ヘッセン方伯フ ィ リ ッ プ （ 在位 1509-67 年 、 1509-18 年は母アンナを後見役 と し 、親政開始

は 1518 年から ） は シ ュマルカルデン同盟の盟主 と し て 、 カール 5 世の最大のラ イバル と も

目される存在であった
(62)

。 ま た 、母によ る後見時代も含めて 60 年に及ぶフ ィ リ ッ プの治世

は激動の宗教改革期と重なる 。 フ ィ リ ッ プの治世が特に注目されるのは 、彼が 1531 年にエ

ルネス ト家ザ クセン と と も に盟主 となって結成したプ ロテ ス タ ン ト諸侯によ るシ ュマルカ

ルデン同盟 と 、 カ ト リ ッ ク のハプスブル ク家 とのやがて武力衝突へ といた る緊張関係が 、

当該時期の神聖ローマ帝国を理解するための重要な要素になってい る ためであり 、 フ ィ

リ ッ プの動向は当時の神聖ローマ帝国の行 く末を考える上でも重要な意義を持っている 。

こ こ で フ ィ リ ッ プ統治時代のヘッセンの研究動向を整理し 、 その中か ら課題を明確にし

ておきたい 。 フ ィ リ ッ プ個人の業績に関する研究は多 くのヘ ッセンの研究者によって特に

1960 年以前にな されてきた
(63)

。 し か し 、石引正志氏の指摘にある とお り 、 それ らの研究は

フ ィ リ ッ プ個人の偉大さ を称揚する傾向が顕著であ り
(64)、 フ ィ リ ッ プ を神聖ローマ帝国史、

あ るいは宗教改革史全体に位置付けよ う と い う 態度は希薄である 。 ま た 、 それ らの研究 と

並行してあ らわ された研究は 、お もにヘ ッセンに残 された豊富な財政史料を利用し 、領邦

を経済的な観点から と ら えた ものが多 く
(65)

、 ヘ ッ センの統治機構やそ こで顧問官が果たし

た役割について考察した研究は見られない 。 Ｋ ・ ク リ ューガーはヘ ッセンの財政に関する

研究で中央統治機構についての概要を述べてお り
(66)

、 中央統治機構における官吏の職務に
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ついて言及はし てい る も のの、 それを担った人物の個人名やその具体的活動については述

べていない 。 また 、 Ａ ・ コー ラーに よ る と 、 フ ィ リ ッ プは父ヴ ィルヘルム 2 世 （ 在位 1485-

1509 年） と 母 ア ンナの顧問官を引き継ぎ 、君主が代替わ り を し て もヘ ッセンの政策には一

貫性が認められたため 、 フ ィ リ ッ プは 1520 年代にはほ とんど自身で政治的判断を行 う必要

がなかった とい う
(67)

。 その中で も特に重要な顧問官 と し て 、 フ ィ リ ッ プのルター支持に多

大な影響を与えた Ｂ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ イ ト ル フ スハ ウゼン Balthasarvon Weitolfshausen と 内政、

外交で活躍した官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ Johann Feige の名をあげてい る
(68)

。 ま た 、ヘ ッセ ンに

おける法律家 、学識者についても 1524 年に常設 となった宮廷裁判所の存在が法律家、 学識

者の台頭を促し 、中央行政 と家政の分離を促した と述べ
(69)

、 1970 年代以降の研究動向も取

り 入れた論述を してい るのだが 、 2 人の顧問官の存在に言及するだけで 、顧問官一般の職

務については触れていない 。 ま た 、Ｍ ・ ルーダース ドルフはヘ ッセン とザ クセンの同盟関

係について考察し 、ヘ ッセン 、ザ クセン同盟関係の複雑な歴史に関する研究はな く 、両者

の関係を帝国の歴史 とか らめた研究も存在しないが これ らの視点は重要である と述べてい

る
(70)

。 し か し 、 こ の論文はいまだ問題提起の域を出ておらず 、ヘ ッセンやザ クセンの具体

的な交流のあ り方や交流の担い手であったはずの顧問官については何も述べられていない。

以上で述べてきた よ う に 、従来フ ィ リ ッ プの領邦統治における顧問官の具体的な職務 と

その位置付けの変遷についてはほ とん ど研究がな されて こ なか った 。 そ こ で本節では 、

フ ィ リ ッ プの時代に発布された法令 とそ こにあ らわれた顧問官について検討する こ と でそ

こ か ら浮かび上がって く る顧問官の役割 とその変遷を考察してい く 。 従来の研究は顧問官

に言及している場合でも フ ィ リ ッ プの発布した法令については考察していない 。 しか し 、

フ ィ リ ッ プの領邦統治 と顧問官の役割を明らかにするためにはそれらの考察が不可欠であ

る 。 その際 、 フ ィ リ ッ プの父ヴ ィルヘルム 2 世時代に発布された法令について も検討し 、

宗教改革時代を通じて君主が領邦統治において顧問官に期待した役割がどのよ う に変化し

たのかを考察する 。

当該時期にヘッセンで発布された法令の分析に入る前に 、当主就任時に未成年であった

フ ィ リ ッ プの後見を巡る母アンナ と諸身分の紛争について概観してお く 。一連の経緯はそ

の後のヘ ッセンにおける君主 と諸身分の力関係や 、のちに宗教改革を導入するヘ ッセン と 、

当時カ ト リ ッ ク の君主であったアルベル ト家 との宗派を超えた親密な関係を理解する助け

と も な るため 、詳 し く述べる 。

ヴ ィルヘルム 2 世の死亡後 、息子フ ィ リ ッ プの後見 と し てアンナが影響力を拡大するの

を阻むため 、諸身分はエルネス ト家ザ クセンの支援を受けアンナ と対立した
(71)

。 こ の抗争

において当初は諸身分が優位に立った 。 1509 年 7 月の領邦議会においてヴ ィルヘルム 2 世

の遺言が公開されたのち 、諸身分か らな る委員会の助言を受けて 8 名の摂政団が任命され

た 。 5 名が諸身分派 、 3 名がアンナ派であった
(72)

。 し か し 、 こ の決定ははや く も 4 日後には

破棄され 、諸身分は新たに 1 名の聖職者 、 6 名の貴族にカ ッセル 、マールブル ク市長を加

えた 9 名の摂政団を任命し 、 フ ィ リ ッ プが成年に達する までの後見人の任命権はこの摂政

団にある と宣言 した 。 その後 、同年 9 月の領邦議会で諸身分はエルネス ト家 を フ ィ リ ッ プ

の後見に任命した
(73)

。

諸身分の行動に対し 、 アンナは皇帝マ クシ ミ リ ア ン を頼 り 、帝国議会の議席を要求した

が叶わなかった 。結局ヘッセンにおける 彼女の権限は財政に関する年次報告を受け られる
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こ と と重要な議論に参加する権利と い う 2 点に限定され
(74)

、 政治的に無力化された。

しか し 1509 年に任命された摂政団から 2 名の市長が抜け 、貴族のみで構成される よ う に

な る と摂政団の中心人物 Ｌ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル ク Ludwig von Boineburg の独断に他の貴

族から不満が巻き起 こ り 、 亀裂が生じた 。 また摂政団がエルネス ト家ザ クセンの強い影響

下にある こ と が領内貴族の反発をまねいた 。貴族内部の動揺を見て取ったアンナは 1514 年

の領邦議会において摂政団に不満を持つ貴族 と都市を自陣に引き入れ 、摂政団を解散する

こ と に成功した 。 こ の議会の際に合わせてボ イネブル クへの批判も行われ 、彼はヘ ッセン

の中央行政から排除された 。摂政団の解散によ り 、 彼 ら を通 じての影響拡大を目論んでい

たエルネス ト家はヘッセン とのつなが り を失った
(75)

。

さ ら に 1514 年 4 月の領邦議会においてアンナ と 5 名の顧問官がヘッセンの行政を担い 、

最終議決権はアンナにある と決定 され 、同時に大委員会 、小委員会が設置された 。委員か

ら は聖職者 と親エルネス ト 家 とみな された人物は排除 された 。 そ し て 1518 年皇帝によ り

フ ィ リ ッ プの成人が宣言され 、正式にヘ ッセン方伯に就任し 、 フ ィ リ ッ プ後見を巡る諸身

分 との内紛はアンナ側の勝利に終わった
(76)

。 こ れに よ り 、 消極的な形ではあったがアンナ

側についたアルベル ト家 とヘ ッセンの関係は強ま り 、 フ ィ リ ッ プはのちにアルベル ト家当

主ゲオルクの娘 と結婚した 。 こ の内紛の結果 と して 、ヘ ッセンは諸身分の力が相対的に後

退したのであった。

具体的な法令の検討に入る 。 1500 年にフ ィ リ ッ プの父ヴ ィルヘルム 2 世によって 、オー

バーヘッセン 、 ニーダーヘッセンが統一され 、 1501 年に 『宮廷令 』 が発布された
(77)

。 こ の

『 宮廷令 』 の内容は大き く 3 つの部分に分け られ る 。最初の部分では方伯夫人に仕える給

仕人 、門番 、料理人 、パン製造所 Backhaus の職人など宮廷の日常生活に関わる人物の名が

列挙されている 。次いで宮廷の財政 、官房 といった統治に関わる者 、 方伯や方伯夫人の部

屋を管理する者の名が挙げられている 。 そ して最後に宮廷における食事時間や作法 、会計

に関して規定されている 。 こ の 『 宮廷令 』 はお もに宮廷の日常や君主の私的領域に関して

規定してお り 、 1501 年 『宮廷令 』 が発布された時点で 、領邦統治全体において 、宮廷には

中央統治機構 と しての機能は与え られていなかった と考え られ る 。 それゆえ 、 1501 年 『宮

廷令 』 には顧問官の名は挙がってお らず 、 ヴ ィルヘルム 2 世時代において顧問官に期待さ

れた役割について 、 この史料から探る こ とは出来ない 。

この 『 宮廷令 』 と は別に 1502 年時点でのヴ ィルヘルム 2 世の顧問官を列挙した リ ス ト が

存在している
(78)

。 こ れは文字通 り単な る リ ス ト で あって 、顧問官に関する何らの規定を も

含まないが 、注目すべきは名の挙がった顧問官がその出自 、身分ご とに分類されている こ

と で あ る 。後のフ ィ リ ッ プ時代の顧問官が 「宮廷顧問官 」 、 ない し 「 顧問官 」 の名の も と

に身分 、出自に関係な く列挙 されてい るの とは対照的であ る 。特に 「 高位聖職者および博

士 Prelaten und doctors」 の 項目に含まれ る人物 6 名は 、官房長 Ｊ ・ ム ー ト Johann Muth を除

く 全員が聖職者である こ と か ら 、 こ の リ ス ト に名の挙がった者たちはヘ ッセンに官吏 と し

て仕え る人物 とい う よ り 、 有事の際に領内か ら招集 され る 「 助言者 」 と し て の顧問官で

あった と考え られ る 。 ヴ ィルヘルム 2 世時代には彼ら顧問官の職務に関する規定が存在し

ない こ と も 、 こ の時期のヘ ッセンにおいては顧問官が未だ領邦統治において中心的な役割

を担 う 「 官吏 」 と し ては認識されてお らず 、 「 助言者 」 と し ての立場に留まっていた こ と

を傍証している 。
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そ し て 、 1509 年のヴ ィ ルヘルム 2 世死後 、母 ア ンナの後見の も と で 1513 年に新たな

『 宮廷令 』 が発布された
(79)

。 こ の 1513 年 『宮廷令 』 に も顧問官の名は挙がっておらず 、門

番や料理人 といったそれぞれの職務を担 う人物の顔ぶれに変化があったのみで、 その内容

は 1501 年 『宮廷令 』 と大差ない 。 よ って 、 フ ィ リ ッ プの親政開始までは領邦統治における

宮廷 、顧問官の役割に特段の変化は見られなかった と考え られ る 。上述した よ う に 1513 年

の時点ではアンナ と諸身分の紛争はいまだ決着を見ておらず 、その最中に発布された 『 宮

廷令 』 では 、領邦統治における宮廷や顧問官の位置付けに大きな変更を加える こ と は不可

能であった と考え られる 。

フ ィ リ ッ プは 1518 年に親政を開始し 、 その後の 1522 年に 『 宮廷令 』 を発布した
(80)

。 こ

の年はフ ィ リ ッ プの母アンナの存命中にあたる 。 5 歳で父を亡 く し た フ ィ リ ッ プは 14 歳ま

で母アンナの後見のも とにあ り 25 年にアンナが死去するまでその影響下にあった こ とに留

意する必要があるが 、 1522 年 『宮廷令 』はヘ ッセンの領邦統治における宮廷や顧問官の役

割を考え る う え ではひ とつの画期 と な る法令であった 。従来の研究 も指摘 してい る よ う

に
(81)、 この 『 宮廷令 』 に よ ってヘ ッセンにはじめて 「宮廷顧問官 Hofrat」 の役職が創設され

たか らであ る 。父ヴ ィルヘルム 2 世時代にも史料中に Rat と し て言及 され る人物は存在し

たが 、彼 らは まだ領邦統治に組み込まれた官吏 と し ての 「 顧問官 」 ではな く 、 「 助言者

Rat」 で あ った と考え られる 。 なぜな ら上述した よ う に 、 そ こに含まれる学識者が官房長を

除いて高位聖職者だからであ る 。すなわち 、 この 『 宮廷令 』 に よ っては じめて 「 宮廷官吏

と し ての顧問官 」 が登場 し た と評価出来るのであ る 。 し か し 、 『 宮廷令 』 に 「 宮廷顧問

官 」 に関する記述は少ない 。 『 宮廷令 』 の う ち 、 「 宮廷顧問官 」 に関する条項を訳す と以

下の とお りであ る 。

「 宮廷顧問官は冬も夏 も朝 7 時に官房に出勤し 、食事まで勤務しなければな らない 。そ して 、

食事ののち 、他に片付けるべき仕事があ るな ら 4 時まで勤務する 。 そ し て 、事件 （ の情報 ） 、

書簡または文書が前日 、 も し く は朝に届いたな ら 、 それについて協議が行われ特別な命令がな

い場合殿下に伝えられる 。 」
(82)

ま た 、領邦の文書を扱い 、 こ の時期中央統治機構 と し て整備 されて きた官房 Kanzlei に

関する記述 も少な く 、 「 命令 された も のはそれを忠実に守 り 、 誠実に職務に励むべ きであ

る 。 」
(83)

と い った規定や 、書簡を開封する際にはフ ィ リ ッ プ と官房長同席のも と でな され

る よ う に と の規定が見受け られる く らいであ る 。 その他 、 『 宮廷令 』 には宮廷生活 、食料

や酒の管理 、馬の世話 、門の管理に関する規定が含まれている 。

こ の 『 宮 廷 令 』 を ア ル ベ ル ト 家 ザ ク セ ン に お い て 発 布 さ れ た 1547 年 『 官 房 令

Kanzleiordnung』 と 比較するな らば 、 アルベル ト家の 『 官房令 』 が 、 「 最初に余の官房にお

いて 、すべての文書 と収入を引き受け る 1 人の人物が任命され るべきであ る 。 そ し て 、彼は整

序された 5 つのク ラ イ スに従ってそれらを次のよ うに 5 つの部分に分けるべし 。 」
(84)

「 各ク ラ イ スにひ とつの特別な事務局が設置され るべきであ る 。事務局は官房において当該ク

ラ イ ス のすべての事柄を管轄 し 、 その中に文書 、写 し を保持 し 、書簡や訴訟書類を保管すべ

し 。 」
(85)

と し て官房を全ラン ト の頂点に位置付けているのに対して 、ヘ ッセンの 22 年 『宮

廷令 』 において 、官房は文書を扱 う機関 と し て しか定め られておらず 、官房に関する規定

は 『宮廷令 』 のご く一部をなすに過ぎない 。 し たがって この法令からヘ ッセンの具体的な

統治形態は見えて こないのだが 、宮廷内の官房長や顧問官 といった枢要な役職を除 く 、宮
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廷の日常業務については詳し く規定 してい る 。 その こ と か ら 、 『 宮廷令 』 は宮廷を領邦の

中央統治機構 と し て位置付けた法令ではな く 、 日常の宮廷生活に関して多 く を規定する法

令である こ と が分かる 。

し か し 、 父 ヴ ィ ルヘル ム時代 まで領内か ら招集 された 「 助言者 」 で あ っ た顧問官が、

1522 年 「宮廷顧問官 」 の創設後、 領邦統治に直接関わる「 官吏 」 と し て顧問官が宮廷内に

常勤する よ う にな り 、 宮廷が領邦統治の中心 と明確に位置付けられた こ との意味は 、領邦

統治の近代化を考え る う えで小 さ く ない と考え られ る 。 なおヘ ッセンでは 『官房令 』 は発

布されておらず 、中央統治における官房の役割を法令の分析から明 らかにする こ とは出来

ない 。ヘ ッセンにおける官房の位置付けの変遷については第 3 章で詳し く論ずる 。

ま た 、後に詳述するが 1522 年 『 宮廷令 』 に よ っ て創設 された 「 宮廷顧問官 」 た ちは 、

シ ュマルカルデン戦争の敗北に よ って フ ィ リ ッ プが投獄を余儀な く さ れた際に も 、 フ ィ

リ ッ プの息子ヴ ィルヘルム 4 世を補佐し 、領邦議会を主催するなど領内の統治を滞 り な く

行いえた 。 これは 、君主の不在時にも宮廷に常駐する顧問官たちによ る合議制が正常に機

能していた こ と をあ らわ している 。

第 3 節 　ハプスブル ク家 、バ イエルンの法令に規定された顧問官

1.　 バイエルンの法令に規定された顧問官

当該時期のバ イエルンに仕えた顧問官に関する研究で最 も包括的な ものは 、Ｍ ・ ラ ン

ツ ィ ンナーの研究である
(86)

。 なお 、 ラ ン ツ ィ ンナー以降バイエルンの顧問官を中心的な検

討課題 とす る研究は管見の限 り見 られない 。 これは ラ ン ツ ィ ンナーの研究によってバ イエ

ルンにおいて顧問官が 「中間的諸権力 」 と し て君主の権限を制約する立場にあった こ とが

確認されたためだ と思われる 。 ラ ン ツ ィ ンナーが研究課題 と し て挙げているのは①中央財

政の整備について②顧問官の社会的基盤がどの程度君主の利害 とは異なる利益の追求を顧

問官に許したか③官吏の社会的構成 、家系 、流動性 Mobilität、 構成の変化④諸身分 と君主

の相互作用 、顧問官の立場の ４点であ る 。次節で述べるハプスブル ク家の顧問官に関する

ノ ー フ ラ ッチ ャーの研究にも当てはま るが 、 「 君主を掣肘する社会層 と し ての顧問官 」像

の描写を目的 とする研究は領邦統治における顧問官の位置付けを等閑視し 、君主か ら半ば

独立した存在 と し て彼 ら を扱 う傾向がみられる 。 それゆえ 、法令に規定された彼らの役割

や実際の彼らの行動に対する分析が不足してい る 。 そ こで ラ ン ツ イ ンナーの研究を基礎 と

し なが ら も 、今節ではバイエルンの法令に規定された顧問官について分析し 、領邦統治に

おける彼らの位置付けを考えたい 。

15 世紀末以降のバイエルンでは 1464 年に 『 統治令 Regierungsordnung』 が 発布 されてい

る
(87)

。 こ れに よれば 、宮廷長 Hofmeister と 4 人の顧問官 、 な らびに財務長 Kammermeister

を筆頭 とす る財務担当者 3 名、 官房長 、お よび 3 名の書記が君主のも と で統治の中心を担

い 、君主 、顧問官 、 ラ ン ト シ ャ フ ト に よ る共同統治が行われる と規定 されている 。バ イエ

ルンにおいてそれまで 「 助言者 」 と し て扱われ 、法令においてその役割ははっき り と規定

されていなかった顧問官 、諸身分が統治システムに組み込まれたのはこの 『 統治令 』発布

以後のこ とであった 。
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　 その 2 年後 1466 年にも 『 統治令 』 が発布され 、君主のも とに 宮廷長と 6 人の顧問官が仕

え る と規定 された 。彼 らの職務は「 （ 彼 ら は ） ラ ン ト のすべてについて最高の理性を も って

助言をすべし 。君主不在時には宮廷長と 6 人の顧問官が権力を行使する 」 こ と で あ り 、 「 必要

な場合には君主の同意のも と 6 人以外の顧問官から も協議に加わ」 った 。 ま た 、宮内長官 と 6

人の顧問官が宮廷裁判所を構成する こ と も規定 されている 。官房については君主のも とに

1 名の官房長が仕え 、官房長に数名の書記が仕え 、 さ ら に官房には君主の秘書官 Sekret が

常駐し 、君主の印章を管理する と規定されている
(88)

。

　 そ し て 、 66 年 『統治令 』 で規定 された宮廷長と 顧問官に よ る合議制は 1489 年にラ ン ツ

フー トのゲオルク Georg der Reiche によって 「 仕事のある日はすべて決まった時間 、すなわち

午前 7 時に官房に集合し 、官房長臨席の も と 、 官房長不在時には 1 ない し 2 名の書記臨席の も

と 協議を行 う 」
(89)

と 規定 され 、常設の存在 とな り 、 以後のバイエルンにおいて領邦統治の

中心を担った 。

　 こ の時期のバイエルン中央統治の発展を整理すれば以下のよ う になろ う 。 まず 、 1464 年

の 『統治令 』 でそれまでは 「助言者 」 と し て外部から臨時に招集していた顧問官が 宮廷長

や官房長といった人物たち と と もに中央統治を担 う こ と が明確に規定された 。 さ らに 66 年

『 統治令 』 では 、 宮廷長と 6 人の顧問官が君主の も と で統治を担 う こ と が規定 された 。 64

年からの変更点 と し ては統治の中心にいた官房長や財務長 といった役職が中央統治の中心

か ら外れた こ と であ る 。領内の統治全般を担 う顧問官たち と 、文書を管理する役職 、財務

を担当する役職 といった よ り専門的な知識を必要 とす る役職の役割が法令の う えで よ り明

確に区別された と評価でき るだろ う 。 さ らに 1489 年に宮廷長と顧問官によ る合議制は常設

化され 、以後少な く と も 1550 年まで類似の法令が発布されない こ とか ら 、 こ の時点で法令

の う えではバ イエルンの中央統治の担い手は確定 された こ と に な る 。 ま た 、 ザ ク セ ン 、

ヘッセン と異な り 、顧問官の議長役を務めるのは官房長ではな く 、 宮廷長であった 。バ イ

エルンにおいては中央統治 と文書管理の分化が 15 世紀末には起きていた こ と を示 している。

2. 　 ハプスブルク家の法令に規定された顧問官

1498 年ハプスブル ク家において領内の裁判 、統治をつか さ ど る上位機関 と して宮廷顧問

官が創設された 。 しか し法令の規定 と異な り 、彼 らの権限の及ぶ範囲は当初オース ト リ ア

内に限定されていた 。そのため法整備はされた ものの 、領内の統治は法令に規定された通

り に円滑には行われなかった 。 そ こでその状態を是正するため 、宮廷顧問官を通じて帝国

の統治への影響拡大を狙 う諸身分の意向によ り 、 皇帝によ る顧問官任命は皇帝 と諸身分の

合意のも とで行われる との協定が 1518 年にな された 。 しか しその直後にマクシ ミ リ ア ンが

死去し 、新皇帝カール 5 世の弟フェルデ ィナン ト に よ って 1525 年に協定が破棄されたため

に実効性を持つこ とはなかった 。 その後 1526 年には 『宮廷官房令 Hofkanzleiordnung』 、 27

年には 『宮廷令 Hofordnung』 が発布 され 、ハプスブル ク家の統治機構は整備された
(90)

。

26 年 『宮廷官房令 』 には まず Ｌ ・ フ ォ ン ・ ハ ラ ッ ハ Leonhard von Harrach を宮廷官房長

Hofkanzler に任命する こ とが規定されている 。 さ らに官房には ４部屋あ り 、一室は官房長

に 、 一室は Ｎ ・ ラ ーベ ンハ ウ プ ト Niklaus Rabenhaupt に 、 一室は Ｊ ・ フ ェ ル ンベルガー
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Johann Fernbeger に 、残 り の部屋にはＡ ・ ヴ ィ ジ ン ガー Andree Wisinger と ラ テ ン人の秘書

官 leteinische secretari と清書人 ingrossisten に割 り当て られる 。上述の官房職員の うち 、 ラー

ベンハウプ トは全世襲領 と上部オース ト リ アに関する文書を管轄し 、 フ ェルンベルガーは

帝国 、ヴ ュルテンベルク 、下部オース ト リ アに関する文書を管轄し 、 ヴ ィ ジ ンガーは必要

が生じた際 、 またはその他の事柄を担当する と規定されている
(91)

。

こ の 『 宮廷官房令 』 をザ クセン 、ヘ ッセンの 『 官房令 』 、 『 宮廷令 』 と 比較する と 、官

房の職務や手続きに関してザ クセン 、ヘ ッセン よ り も細か く規定してい る こ と が挙げられ

る 。 それに も関わ らず官房長 Ｌ ・ フ ォ ン ・ ハ ラ ッハの職務については何も規定されておら

ず 、最終的な責任を負い 、文書に署名するのは ラーベンハウプ ト であ った こ と か ら 、 官房

長は一種の名誉職で実質の伴わない地位であった と推測 され る 。 こ の事実は官房長が文書

管轄の長である と同時に 、顧問官によ る会議の議長役を務めるアルベル ト家ザ クセン とは

異なる 。

宗教改革期のアルベル ト家ザ クセンでは行政 と文書管理の役割が未分化で 、官房長が両

部門の長を兼ねたのに対し 、ハプスブル ク家では行政を担 う もの と官房で文書管理を行 う

も のたち との役割分担が進んでいた と考え られ る 。 アルベル ト家ザ クセンや 、詳 し く は第

3 章で検討するがヘ ッセンの官房においては官房長を中心 とす る顧問官の合議体が領邦統

治の最高機関であ り 、 官房が権力の中枢にきわめて近かった 。 そ し て官房の周辺で学識あ

る市民が姻戚関係を結び 、官房長の地位が事実上の世襲にな り 、ヘ ッセンの よ う に姻戚関

係を結んだ数家族が官房長や書記の多 く を輩出するなど といった現象が起きた 。領邦統治

に占める官房の位置付けと 、 その周囲に集ま る人物達の姻戚関係の結ばれ方には何らかの

関連がある と考え られる 。

ま た 27 年 『 宮廷令 』 に は宮廷 を構成す る も の と し て 、 宮廷長 、 ホ ー フ マル シ ャ ル

Hofmarschall、 宮廷顧問官に関する規定を含んでい る 。 それに よれば 、宮廷長の出自は伯

grafen、 領主 herrn、 騎士 rittermessiges のいずれかでなければな らなかった 。彼の職務は君

主不在時に代理 と し て振 る舞 う こ と で あ り 、 宮廷に仕え る召使 hofgesinde を管轄し 、外国

要人を饗応した 。 ホーフマルシャルの出自は宮廷長 と同等でなければな らず 、顧問官によ

る協議の司会 ansagen を し 、 宮廷に仕え る召使に対して訴えが起 こ された場合に善悪の判

断を下す と あ る 。 ま た宮廷顧問官は領内各地から 19 ない し 20 名任命され る 。地域の内訳

は宮廷顧問官の う ち 5 名は下部オース ト リ アか ら 、 3 名は上部オース ト リ ア 、 1 名はヴュル

テンベル ク 、ベー メ ンか ら 5 名 、ハンガ リーか ら 2 名 。そ して富裕層 aus dem Reiche から 1

ない し 2 名が選ばれる 。以上はすべて貴族出身者で占められ る 。 その う え 2 名の市民出身

の法学博士が宮廷顧問官に任命される
(92)

。 注目 され るのは新たにハプスブル ク家の領地 と

なったベー メ ン 、ハンガ リーか ら も顧問官が選出される こ と であ る 。 これは皇帝の顧問官

が領内のあ らゆ る紛争 、請願を宮廷に持ち込み 、 中央で裁定を下す体制を整え るための規

定であ り 、宮廷を領内最高の裁判所 と位置付け 、中央集権化を図る意図が込められている 。

しか し 、 ハプスブル ク家の中央統治に関する規定を編纂したフ ェルナーの解説によれば 、

宮廷は構想された よ う な裁判所 と し ては有効に機能せず 、 フ ェルデ ィナン ト は宮廷の機能

を財政管理 Finanzverwaltung に絞らざ る をえなかった
(93)

。

ま た 、 27 年 『官房令 』 では 26 年 『宮廷官房令 』発布時に整っていなかった官房の構成

や各役職の待遇などに関して詳 し く規定 してい る 。 27 年 『宮廷令 』 は枢密顧問官 geheime
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Rat と 宮廷顧問官 Hofrat と い う 2 種類の顧問官に も言及 してい るが 、枢密顧問官は宮廷顧

問の中から選抜 された ものたちで構成され 、外交 と君主の諮問機関 と して 規定された
(94)

。

その一方で宮廷顧問官は宮廷に持ち込まれる裁判関係の職務を管轄した 。 しか し 、実際の

と こ ろ 、 こ の よ う な職掌の分担は う ま く機能 しなかった 。前段落で も述べた よ う に宮廷を 、

領内全域をカバーする最高裁判所 と し て機能させる試みは う ま く いかず 、 し たがってその

機能を担 うべ き宮廷顧問官の職務が宙に浮いて し ま う かたち と な ったか らであ る 。 その結

果 、宮廷顧問官は裁判関係に と ど ま らず 、実際には国家 Staat の指導的立場に立つもの と し

て枢密顧問官 との役割の区別が曖昧になった 。 ただ し 、裁判関係以外の 、領邦全体に関わ

る協議に宮廷顧問官が動員されるのは臨時の場合に限られ 、法的には枢密顧問官が上位で

あった 。

27 年 『宮廷令 』 の規定 と現実のギャ ップを埋めるため 、 37 年に再度 『宮廷令 』 が発布さ

れた 。官房に関する規定 と し てはまず 、官房長に枢機卿で ト レ ン ト 司教の Ｂ ・ フ ォ ン ・ ク

レ ス Bernhard von Cles を任命してい る 。 し か し 、 こ こ で も官房長の職務に関しては特に規

定がな く 、 27 年 『官房令 』 と同 じ く 、 一種の名誉職であった と考え られ る 。宮廷顧問官に

ついては 、 27 年 『官房令 』 に見 られた出身地 、出自に関する細かな規定が削除され 、ベー

メ ン 、 ハ ンガ リー出身者 、市民の法学博士を宮廷顧問官に任命する といった条項が 削除さ

れた
(95)

。

官房長が顧問官の議長を務め 、領邦統治の中枢にいたザ クセンや 、宮廷長を議長 と した

バイエルン と異な り 、 ハプ スブル ク家で顧問官らの議長役を務めたのはホーフマルシ ャル

であ り 、 官房長については 『官房令 』 に もその具体的な職務内容が規定されないなど 、少

な く と も市民出身の学識者が官房長に任命される よ う にな る 1540 年頃までは一種の名誉職

であった と考え られ る こ と を述べた 。 ま た 、詳 し く は第 3 章で述べるが 、ザ クセ ン 、ヘ ッ

センにおいては領内の様々な文書を管理する官房長がそのま ま領邦統治において も枢要な

立場にあ り 、 それゆえ官房を中心 と し た学識市民層の姻戚関係の強化 、官房長や書記 と

いった官房に所属する役職の事実上の世襲化が起きた 。 それに対し 、ハプスブル ク家の官

房でそのよ う な動 きが見られないのは 、領邦統治における官房の位置付けの違いが原因で

はないだろ うか 。

　 こ こ までで明 らかになった こ と を ま と め る 。 まずゲオル ク治世に発布された 『 宮廷令 』

においては顧問官の個人名の記載はな く 、顧問官の職務規定について もそれほど詳細では

なかった 。 この事実はすなわち 、顧問官がいまだ宮廷に属する官吏 と して認識 されていな

かった こ と を あ らわ してい る 。 ゲオル クはその後 『訓令 』 で自身が領内を留守にする際の

顧問官を任命しているが 、彼 らは官吏 と し て具体的な職務を担ったわけではな く 、何かが

生じた際にはつねにゲオルクの指示を仰がねばならなかった 。

　 アルベル ト家の顧問官に期待される役割が大き く変化したのは 1547 年モー リ ッ ツの 『 官

房令 』 と 旧 『 訓令 』 、 翌 48 年に発布 された新 『 訓令 』 においてであった 。 し か し旧 『 訓

令 』 に よ って領内を一元的に統治する仕組みは出来た ものの 、 この時点ではシュマルカル

デン戦争の戦後処理が終わってお らず 、旧 『 訓令 』 で任命 された顧問官も 、 「 官吏 」 と い

う よ り 、 戦後処理のための諸身分の利害代表者 、 とい った性格が色濃かった 。戦後処理が

ひ と段落 したのちに発布 された新 『 訓令 』 に よ っ て 、 モー リ ッ ツ の顧問官は明確に 「 官

吏 」 と し ての性格を帯びる よ う にな った 。 ま た 、 アルベル ト家において中央統治を担った
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のは 、官房長を議長 とする顧問官たちの合議体であった 。つ ま り 、 アルベル ト家では中央

統治が官房 と分かちがた く結びついていた こ とにな る 。

　 ヘ ッ セ ンにおいては 、 フ ィ リ ッ プの父ヴ ィルヘルム 2 世時代 、そ し て母アンナに よ る後

見時代に発布された 『 宮廷令 』 には顧問官の名が見えない 。 1502 年段階での顧問官 リ ス ト

は存在するが 、彼 らは宮廷に常駐する 「 官吏 」 ではなかった 。

　 ヘ ッ セ ンにおいて顧問官が宮廷に属する 「 官吏 」 と し て認識 されたのは 1522 年 『 宮廷

令 』 における 「 宮廷顧問官 」 の創設が初めてであった 。 しか し 、 『 宮廷令 』 はお もに宮廷

における君主の日常や 、賓客の扱いについて規定してお り 、顧問官を含む宮廷 、 あ るいは

官房はいまだ中央統治機構と して明確に位置付けられていなかった 。

　 ヘ ッ センにおいて 、その後 『宮廷令 』 は発布されていないため 、法令の分析から 、領邦

統治の中での顧問官の役割の変化について追究する こ とは出来ない 。彼 らの役割がその後

どの よ う に変化したのかについては 、後の章での彼らの人的構成や 、内政 、外交における

活動を見る こ とで明らかに してい く 。

　 バ イエルンでは早 く も 1466 年 『統治令 』 の発布によって 、顧問官が中央統治機構に組み

込まれた 。 その 2 年後には宮廷長を議長 とす る顧問官によ る合議制の仕組みが出来 、 1489

年にはそれが常設化された 。宮廷長が議長役である こ と か ら 、 バ イエルンでは宮廷 とそ こ

に集った顧問官が中央統治を担い 、官房は意思決定の中枢 と して規定されてはいなかった。

　 ハプスブル ク家で 1526、 27 年に相次いで発布された 『宮廷官房令 』 、 『 宮廷令 』 は本論

で取 り上げた他の 3 領邦 と比較して 、諸手続きについて最 も詳 し く規定 してい る 。顧問官

の議長役を務めるのはホーフマルシ ャルであった 。ハプスブル ク家では 、賓客を もてなす

宮廷 、文書を管理する官房 、統治を行 う ホーフマルシ ャル と顧問官 、 とい う よ う に組織 、

制度と しては他の三領邦よ り も役割分担が進んでいた といえ る 。
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第 2 章 　 　顧問官の人的構成

第 １節 　 　 アルベル ト家ザ クセンにおける顧問官の人的構成

1. 　 ゲオルク治世における顧問官の人的構成

本章では君主に仕えていた顧問官の出自 、出身地 、学位の有無などか ら 、領邦統治にお

ける彼らの立場とその変遷について考察する 。

まずゲオル クに仕えていた官房長 、顧問官の出自や学位の有無を 見るこ と で 、彼 らの有

し ていた性格について検討する 。 そのために 、 Ｂ ・ ハ イ ネマ イアーの史料目録 『ヘ ッセン

方伯フ ィ リ ッ プの政治的記録集 』
(96)

と 本論中で もすでに何度か引用した Ｆ ・ ゲ スの史料集

『 ザ ク セ ン公ゲオル クの教会政策に関する文書 と書簡 』 、 そ し て研究動向で も言及 した

Ｕ ・ シルマーの 『 ザ クセン選定侯領の国家財政 （ 1456-1656） 』
(97)

を参照し 、 ゲオル ク治世

中 1500 年から 39 年までの顧問官を表にま とめた（ 巻末表 1 を参照 ） 。

　 表か ら明 らかにな るゲオル クの官房長 、顧問官の特徴をま とめ る 。 まず官房長であるが 、

ゲオルクが正式にアルベル ト家の当主に就任したのは 1500 年であ り 、 そ こ を起点 とする と

ゲオル ク治世下の官房長は 4 名である 。 ただ し 、 ゲオル クは皇帝 と と も に各地を転戦し領

内に不在であった父に代わって 1489 年から実質的にアルベル ト家を治めてお り 、 その期間

も含め る と ゲオル クの も と には 5 名の官房長がいた 。彼 らの う ち最初の 2 名は博士号を有

する貴族であ り 、聖職者で もあった 。 あ と の 3 名は学位を有する市民出身者であった 。官

房長の地位に学識者を就ける動きはゲオルク治世になってあ らわれた ものではな く 、 15 世

紀半ば以降のザ クセン公領内にすでに見られる傾向であった
(98)

。 なお 、貴族出身の官房長

はＮ ・ フ ォ ン ・ ハ イ ニ ッ ツ Niklas von Heinitz を最後に途絶え 、以後アルベル ト家の官房長

は市民出身の学識者に独占される 。

　 学位を有する市民出身の顧問官はわずかにＧ ・ コ ムマーシ ュ タ ッ ト 1 人を数えるのみで

あ り 、 15、 6 世紀が市民出身の学識顧問官が台頭して く る時期であ る と い う 通説に反し 、

ゲオル クの時代には市民出身の学識者が未だに台頭していなかった こ とは明 らかであ る 。

また 、 その コ ムマーシ ュ タ ッ ト はゲオル クの信任厚い貴族出身の顧問官Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル

ロ ヴ ィ ッ ツの娘婿であ り 、 1538 年には皇帝の弟フェルデ ィナン ト に よ って貴族に叙せられ

ている 。 コ ムマーシュ タ ッ ト は旧来の貴族勢力に対抗する新たに頭角を現した市民 といっ

た存在ではな く 、彼の出自が市民層である こ と をのぞけば 、む し ろ旧来の勢力に分類され

るべ きであ る 。つ ま り 、 ゲオル ク治世下のアルベル ト家においては貴族出身者が顧問官職

を独占してお り 、 そ こに市民層の入 り込む余地はなかった と考え られる 。

　 学位を持った市民層がほ とんど見出されないのに対して 、 ゲオル クの顧問官に関して特

筆すべきは学位を持つ貴族の多さである 。官房長を除いた顧問官 13 名の う ち 、実に半数近

い 6 名が学位を有する貴族に よ っ て占め られてい る 。 学位を持たない貴族の う ち 、 Ｈ ・

フ ォ ン ・ ヴ ェル ターン Hans von Werthern の生没年は不明であ るが 1468 年生まれのデ ィー

ト リ ヒ Dietrich von Werthern の父である こ と か らゲオル ク治世の最後まで生きていた とは考

えに く く 、 Ｃ ・ プフルー ク 、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツ Siegmund von Maltitz は 24 年に死

亡している と考え られ る こ と か ら 、 ゲオル クの治世後半には学位を持つ貴族の割合は 50％

を こえていた こ とにな る 。

こ の こ と がゲオル ク時代の特徴的な現象である こ とはモー リ ッ ツの顧問官に占める学識
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者の割合を考える と よ り 明瞭にな る 。 モー リ ッ ツ時代の顧問官についての詳細は次節で触

れるが 、 モー リ ッ ツの顧問官 47 名の う ち 、学位を持つものは 12 名に過ぎず 、貴族出身者

に限るな らば 、後に貴族に叙せられた コ ムマーシュ タ ッ ト を除いて 3 名しか見 られなかっ

た
(99)

。 こ こ か らゲオル ク時代の顧問官 とモー リ ッ ツの顧問官は期待された役割が異なる こ

と が分かる 。

ゲオル クの顧問官にはラ イプツ ィ ヒ 大学関係者が多いこ と も注目に値する 。通説では学

識顧問官は需要が多 く引 く手あまただったため 、彼 らは自分の出身地に関係な く 、 よ り よ

い条件を提示した領邦に仕えるのが特徴であった と されている
(100)

。 すなわちゲオル クの学

識顧問官が法律の専門知識を期待されて登用されたのな らば 、必ずし も ラ イプツ ィ ヒ 大学

出身でな く て もいい こ と にな る 。 それに も関わ らず ラ イプツ ィ ヒ 大学関係者が顧問官に任

命されている こ と か ら 、法律に関して高度な学識を有し 、 しか も アルベル ト家領内の事情

に も明るい と こ ろか ら彼 らは助言者 と し て顧問官に任命された と考え られ る 。 モー リ ッ ツ

時代 と比較して 、顧問官の人数自体がかな り少ない こ と も彼 らが領邦統治のために具体的

な職務を担 う官吏であった とい う よ り 、 君主の助言者であった こ と を裏書き してい る と考

え られ る 。

も う 1 点特徴 と して挙げ られるのは 、 フ ォ ン ・ シ ェーンベルク von Schönberg、 フ ォ ン ・

シ ュ ラ イ ニ ッ ツ von Schleinitz、 フ ォ ン ・ ビ ュナ ウ von Bünau と い った領邦議会にしば しば

参加し 、 フ リー ス ラ ン ト の反乱鎮圧の費用を支弁した領内の有力貴族の名が見られない こ

と で あ る 。 Ｈ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベル ク Heinrich von Schönberg に関しては顧問官 と してア

ルベル ト家に仕えていたのは 1502 年から 03 年に過ぎず 、その後すぐに兄弟であるナ ウ ム

ブルク司教 Ｊ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベルク Johann von Schönberg のも とに赴き 、 アルベル ト家

を去 る
(101)

こ と か ら例外的な事例 と考え られ る 。 ゲオル クは領内貴族を 「 助言者 Rat」 と し

て中央に招 く に あた って 、実質地方統治を牛耳っていた在地の有力貴族を外 し 、 ラ イ プ

ツ ィ ヒ大学出身の貴族を招集した と考え られる 。

学位を持たない顧問官に関しては 、例えば Ｃ ・ プ フルー クはナウムブル ク司教の父であ

り 、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツはマ イセン司教の父である 。 ゲオル クに と って領内の司教

と の関係は政治的に重要な意味を持つ 。そのため 、司教たちの父親をみずからの顧問官に

招き入れたのではないか と考え られ る 。 ま た 、 16 世紀のアルベル ト家ザ クセンにおいて最

も 影響力あ る顧問官 と しば しば評 され る Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ ヴ ィ ッ ツは前述の Ｃ ・ プ フ

ルークの娘婿にあた る 。 さ ら に Ｈ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターンは学識ある顧問官 と し て登用さ

れたデ ィー ト リ ヒ の父であ る 。つ ま り 、 ゲオル クの顧問官はラ イプツ ィ ヒ大学出身の学識

あ る貴族であるか 、 も し く は必ずし も領内の有力貴族ではないが司教の父や他の顧問官 と

親子 ・姻戚関係にある人物が重視されていた様子が うかがわれる 。

　 以上か ら 、 ゲオル クの顧問官には学識ある貴族が多 く見 られ る こ と 、 学位を持たない顧

問官の場合親子 ・姻戚関係が重視された こ と を指摘した 。 ま た 、 ゲオル クの債権者たる領

内の有力貴族は顧問官から排除され 、ゲオル クの統制下にある貴族が顧問官に名を連ねた 。

前章の法令に規定された顧問官の検討で明らかになった よ う に 、 ゲオル クの顧問官たちは

いまだ君主の 「助言者 」 と し ての地位に と ど ま ってお り 、中央における文書の管理 ・発給 、

外交から地方統治までを委ねられる 「 官吏 」 と し ての性格を有していなかった 。顧問官が

領邦統治の要職である との認識がアルベル ト家の有力貴族のあいだで共有されていたな ら 、
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そ こか ら排除されるのを彼らは黙認しなかった と考え られる 。

第 1 章の検討の結果 、ゲオル ク時代のアルベル ト家で発布された法令に規定された顧問

官は 、領邦統治において具体的な職務を担 う存在ではな く 、君主の 「助言者 」 で あった こ

と 、 ア ルベル ト家の統治に関 して当主のゲオル クが教皇庁 と協力す るな ど し て主導的に

行っていた こ と を指摘したが 、顧問官の人的構成の検討において も 、顧問官が この時点で

は 「官吏 」 と い う よ り かつての 「 宮廷外顧問官 Rat von Haus aus」 と し ての性格を色濃 く残

し た 「 助言者 」 であった こ と が分かる 。 ゲオル ク自身はルター と直接神学について議論を

戦わせるなど
(102)

、 当時の世俗君主 と しては例外的にラテン語を自在にあやつる学識を持っ

ていたため 、領内の ラ イプツ ィ ヒ大学関係者の貴族を助言者 と して自分の周囲に多 く配 し 、

学位を有さない顧問官については縁故が重要視された こ と を本節では明らかにした 。

　

　 　

2. 　 モー リ ッ ツ治世における顧問官の人的構成

　 第 １章で述べたが、 アルベル ト家ザ クセンの統治機構はモー リ ッ ツ治世に急速に整備さ

れ 、その後のアルベル ト家の基礎が完成した 。 ゲオル クの時代に 「助言者 」 と し て君主に

仕えていた顧問官たちは 、 2 年ほどのハイ ン リ ヒ の治世を経て 、モー リ ッ ツの代に中央統

治に携わる 「 官吏 」 と し て明確に体制に組み込まれた。 本節ではその一連の流れを顧問官

個人の背景や人的関係から追跡していきたい （巻末表 2、 表 3 を参照 ） 。

モー リ ッ ツ治世下の顧問官は合計 47 名お り 、 その う ち第 １章で分析の対象 と した法令に

名のあがる ものが 31 名 、第 １章では言及しなかった法令に名のあが らない ものが 16 名で

あ る 。 法令に名のあ る も のの出自は貴族 26 名 （ う ち 学識者 2 名） 、 市 民 5 名 （ 学識者 4

名）
(103)

、 法令にあ らわれない ものの出自は 、貴族 12 名 （ う ち学識者 2 名） 、 市民 4 名 （ 全

員学識者） と な っ てい る 。法令に名のあがる顧問官に占める貴族の割合は約 84％ 、名のあ

がらない顧問官の貴族の割合は 75％である 。学識者については法令に名のある顧問官で約

20％ 、名のあが らない顧問官では約 38％となっている 。法令に規定された中央統治に関わ

る顧問官の方が貴族の割合が高 く 、法令に規定されない顧問官は比較的学識者が多い 。 こ

の数字は法令に規定された中央統治を担 う顧問官 と 、 それ以外の外交等で活躍する顧問官

の役割分化がモー リ ッ ツの治世を通じて進行していた こ と を示唆している と考え られる 。

領内の地方統治を担っていたアム ト マ ン を兼任する顧問官は法令に規定されてい る者ば

か り 13 名である 。 アム ト マ ン とは地方行政管区 （ アム ト ） の長官であ り 、領邦君主の直営

地の管理 と 、地代 、租税の徴収 、裁判権 、警察権の行使を主な任務 とする
(104)

。 この数字は

領内の有力貴族をほ とんど含まないゲオルクの顧問官 とは対照的である 。

アム ト マ ンは本来地方統治を担 う官吏であ るが 、 アルベル ト家の場合はゲオル ク治世下

にフ リー ス ラ ン ト における反乱鎮圧の費用調達のためにアム ト収入を抵当に領内貴族から

借金したため 、 ア ム ト マ ンの地位は債権者たる貴族に押さえ られ 、 アルベル ト家君主にそ

の任免権はなかった。 そのアム ト マ ン を兼任する者が法令に名のあが る顧問官の 3 分の 1

強を占める こ とか ら 、 ゲオル クの顧問官 とモー リ ッ ツの顧問官は史料上同じ 「 Rat」 で あ る

が 、その内実や領邦統治における立場はかな り相違している こ と が分かる 。

前節で も指摘 したが 、 こ の構成はゲオル ク時代 とは著 し く 異な り 、 従来領内で権力を
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握って きた貴族が顧問官の大多数を占め 、学識ある貴族の人数が大幅に減っている 。 これ

はモー リ ッ ツの顧問官が 「助言者 」 と し ての立場から実際に統治を担 う 「 官吏 」 へ と その

立場を変えた こ と に関係する 。 ゲオル ク治世にはフ リ ー ス ラ ン ト の反乱鎮圧を除けば目

立った軍事的行動もな く 、 フ リ ー ス ラ ン ト 放棄後 、領内は比較的安定した状態を保ってい

た 。 フ リー ス ラ ン ト での反乱鎮圧に要した費用をアム ト収入を抵当にして貴族から借 り入

れたため 、地方統治を担 う ア ム ト マ ンの地位は領内の有力貴族に押さえ られていた ものの 、

こ の時期鉱山からの収入が飛躍的に増加し 、 アルベル ト家の財政は諸身分への依存の度合

いを減ら した 。

またゲオル ク 、諸身分 と もにカ ト リ ッ ク を信奉していたため宗派をめぐ る対立はな く 、

中央統治に対する諸身分の容喙を最小限に抑える こ と が可能であった 。 そのため 、ゲオル

クは自身の主導でアルベル ト家を経営し 、諸身分の利害を代表する有力貴族ではな く 、 ラ

イプツ ィ ヒ大学の学識者たちを助言者 と して身近に置いたのであった 。

その後 、ゲオル クの後を継いだ弟ハイン リ ヒ がアルベル ト家全域に宗教改革を導入し 、

ルター派を支持する君主 と大部分がカ ト リ ッ ク に と ど ま っていた諸身分は緊張状態におち

いった 。 さ ら にハ イ ン リ ヒ は先代の重用した顧問官たちを排除して 、 Ａ ・ フ ォ ン ・ シ ェー

ンベルク Anton von Schönberg を重用し
(105)

、 宗教改革導入に伴 う修道院巡察はエルネス ト家

の神学者を中心に行わせるなど諸身分の反発を招いて領内の政治は混乱し 、停滞した 。ハ

イ ン リ ヒ は当主就任後 2 年ほどで死亡したため 、ハ イ ン リ ヒ の起 こ し た政治的混乱は息子

のモー リ ッ ツに引き継がれる こ と と な った 。

モー リ ッ ツは修道院解散を行 う な ど 、 その振る舞いはプロテ ス タ ン ト諸侯のそれであっ

たが 、治世を通じて自身の宗教的信条を告白する こ とはなかった 。 これは父 ハイン リ ヒ と

同じ轍を踏まぬよ う に と の考えがあった と思われる 。 モー リ ッ ツは治世当初 、伯父ゲオル

ク の も と で影響力のある顧問官であった Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ 、 Ｇ ・ コ ムマーシ ュ

タ ッ ト 、 官房長 S・ ピ ス ト リ ス を重用 した 。 モー リ ッ ツは自身が父ハイン リ ヒ ではな く 、

伯父ゲオル クの路線を引き継ぐ こ と を領内に明確にアピールし 、ハ イ ン リ ヒ の遺 した政治

的混乱を回避し よ う と し た と考え られる 。

顧問官の出身地を見る と 、 モー リ ッ ツの顧問官はヘッセンか ら推薦 されて きた Ｅ ・ フ ォ

ン ・ ミ ルテ ィ ッ ツ Ernst von Miltitz も含め 、みなザ クセン出身である 。顧問官に市民層が登

用されただけで貴族層からは強い反発があった
(106)

こ と を考えれば 、外部からの登用はさ ら

に困難であった と思われる 。当該時期のザ クセンはそれほどに貴族が強大な勢力を誇って

お り 、彼 らへの配慮もあってモー リ ッ ツの顧問官には領内の貴族が多 く登用 された 。 君主

の支配網が領内全域に張 り巡 ら されていなかった この時期にあっては 、領内の統治を円滑

に行 うために もザ クセン出身貴族の協力が不可欠だったのである 。

また 、モー リ ッ ツは 1547 年い と こにあた るエルネス ト家に侵攻し 、ザ クセン選定侯位と

エルネス ト家領の多 く を手に入れた 。その際 、併合 された旧エルネス ト家領内のアム ト マ

ンに任命された ものの う ちモー リ ッ ツの顧問官であったのはＷ ・ フ ォ ン ・ エ ンデ Wolf von

Ende、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ビ ュ ナ ウ Heinrich von Bünau、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ゲ ル マ ール Hans von

Germar 、 Ｇ ・ ウ ィ ツ ト ゥ ム Georg Vitztum 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ シ ュ ラ イ ニ ッ ツ Hans von

Schleinitz、 Ｏ ・ フ ォ ン ・ デ ィ ー ス カ ウ Otto von Dieskau の 6 名であ っ た （ 巻 末表 4 を参

照 ）
(107)

。 こ の う ち フ ォ ン ・ ゲルマール と フ ォ ン ・ シ ュ ラ イニ ッ ツ を除 く ４名はシ ュマルカ
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ルデン戦争後に発布された 『 新訓令 』 において軍事委員に任命されたいる こ と か ら 、彼 ら

はエルネス ト家併合においても軍事的功績があった と思われる 。

モー リ ッ ツの顧問官でない ものはＨ ・ プ フルー ク Haubold Pflug、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ シ ェーン

ベル ク Hans von Schönberg、 Ａ ・ フ ォ ン ・ エ ーべ レーベン Anton von Ebeleben、 Ｍ ・ フ ォ

ン ・ ゼ ン デ ヴ ィ ッ ツ Merten von Sendewitz、 Ｇ ・ バ ハ ト マ イ ス タ ー Georg Wachtmeister、

Ｆ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンア イ ヒ Fabian von Schöneich である 。 アルベル ト家の顧問官でな く 、

新たに旧エルネ ス ト 家のア ム ト マ ンに任命 された ものの中には 、 プ フルー ク 、 フ ォ ン ・

シェーンベルク といったアルベル ト家で重きをなす貴族の子弟が多 く含まれている 。

さ ら に ローマ王フ ェルデ ィナン ト の家臣 Ｆ ・ フ ォ ン ・ シ ェー ンア イ ヒ が任命されている

のは注目に値する 。 アルベル ト家が新たに手にした領地に任命されたアム ト マ ンの構成を

見るかぎ り 、彼 らが旧エルネス ト家領の円滑な併合のためにアルベル ト家の官吏 と して同

地に派遣されたのではな く 、武功への褒美 と し てアム ト マ ンの地位を新たに与え られた と

考えられるのである 。

モー リ ッ ツの時代に領内の貴族が中央統治に組み込まれ 、従来君主の 「助言者 」 と し て

存在していた顧問官が直接に統治に関与する 「 官吏 」 へ と その性格を変えていったのは確

かであ るが 、 アルベル ト家の顧問官はモー リ ッ ツの治世を通じて領内出身者が独占的に任

命され 、特に貴族出身者の割合が法令に規定された顧問官で 80％以上 、お もに外交で活躍

し た法令に名のあ らわれない顧問官に関して も 70％近 く を占めるなど 、諸身分の勢力が強

大であった こ とが明らか となった 。

　

第 2 節 　 　 フ ィ リ ッ プ治世のヘッセンにおける顧問官の人的構成

フ ィ リ ッ プの親政開始後に初めて宮廷 、顧問官について規定した 1522 年 『宮廷令 』 に名

前のあ らわれ る顧問官について検討する （ 巻末表 5、 表 6 を参照 ） 。 まず 、宮廷顧問官 と

し て名の挙がってい るのは代理 Statthalter、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ ハ イ ン シ ュ タ イ ン Christian von

Hainstein、 官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ Johann Feige の 2 名が筆頭に名を連ねている 。 その後にＨ ・

フ ォ ン ・ デ ア ・ マ ル ス ブル ク Hermann von der Malsburg、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ タ ウ ベ ンハ イ ム

Jakob von Taubenheim、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ ド ラ ッ ク ス ド ル フ Jost von Draxdorf、 Ｍ ・ フ ォ ン ・ デ

ア ・ タ ン Melchior von der Than 、 Ｍ ・ ゾ イ タ ー Melchior Soiter 、 Ｂ ・ コ イ デ ル Berndt

Keudel、 Ｐ ・ リ ーデゼル Phillip Riedesel、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ イ ター スハ ウゼン Christian von

Weitershausen、 Ｊ ・ メ ッ ク バ ッハ Johann Meckbach、 Ｔ ・ ヴ ォルフ Tiele Wolf の名がある 。

彼らの学歴 、出自を調べる と
(108)

、 12 名中ド ク ターの学位を取得しているのはゾ イ ター 、

メ ッ ク バ ッハの 2 名である 。官房長フ ァ イゲに関しては 、 1501 年にエアフル ト大学に学籍

登録して法学を学んでいる ものの
(109)

、 学位を有してはいなかった 。 メ ッ クバ ッハについて

は医学博士であるため 、中央行政にかかわる顧問官 とい う意味か らは外れる 。 そ こか ら 、

統治に直接かかわった学識者は 1 人 と考え られ る 。 こ の時点ではマールブル ク大学が設立

されていないせいか 、学識者の数は多 くない 。 こ の中でアンナに よってヘ ッセン宮廷に招

聘された Ｊ ・ フ ァ イ ゲ
(110)

が官房長 とい う重要ポス ト についている こ とは この時期のアンナ

の力が無視できない ものであった こ と を示 している 。
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市民出身者は 12 名中 3 名である 。 その う ち フ ァ イゲを除 く 2 名は学識者であった 。貴族

出身者は 8 名 、出自不明 1 名である 。 ちなみに同時期のアルベル ト家ザ クセンは顧問官 14

名 、 う ち貴族が 13 名で 、学識者は 7 名であった
(111)

。 宮廷顧問官に占める学識者 、市民層

の割合は この時点でそれほど高 く ない こ と が明 らかになった 。 ま た 、 すでに言及 した父

ヴ ィルヘルム 2 世時代の顧問官の名を記した史料では貴族 、騎士 、高位聖職者 とその身分

ご とに人名が整理されているのだが 、 『 宮廷令 』 では出自 、学歴に関係な く 、雑多に顧問

官の名が列挙されている 。 『 宮廷令 』 に あ らわれる顧問官は身分 ・出自に応じた特別な配

慮を必要 と しない 「官吏 」 と し て法令に規定された と考え られる 。

ついで 1536 年宮廷官吏の 『給料表 Besodungsbuch』 に あ らわれる顧問官について考察す

る 。 1522 年以降 、顧問官の名がま とめてあ らわれ る史料 と し てはこ の 1536 年 『給料表 』

が挙げられ る
(112)

。 フ ィ リ ッ プは 1518 年にはカール 5 世の承認を受けて親政を開始したの

ではあるが 、実際には母アンナの影響下にあ り 、彼が独自の政策を行 う ためには 25 年の母

の死を待たねばな らなかった 。 そのためアンナの死後はじめて発布された顧問官に関する

規定である 『 給料表 』は当時の顧問官を考察する う えで重要な史料 といえ る 。

『 給料表 』 には 『 宮廷令 』 の よ う な 「 宮廷顧問官 」 の肩書は見られないが 、顧問官 と し

て名の挙がっている ものを史料に記載された順に列挙する と 、 Ｄ ・ フ ォ ン ・ プ レ ス Dietrich

von Ples、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル ク Siegmund von Boineburg（ 代理 Statthalter） 、 Ｈ ・ フ ォ

ン ・ デ ア ・ マル スブル ク （ 22 年 と共通） 、 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ （ 官房長 、 22 年 と共通） 、 Ｊ ・

フ ォ ン ・ ヴ ァ イ タ ー ス Jost von Weiters、 Ｗ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ ルデ ン シ ュ タ イ ン Werner von

Waldenstein、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル ク Georg von Boineburg（ Dr.） 、 Ｊ ・ フ ィ ッ シ ャー

Johann Fischer（ Dr.、 市民） 、 Ｊ ・ メ ッ ク バ ッハ （ Dr.、 市民 、 22 年 と共通） 、 Ｎ ・ ア ン ト ニ

ウ ス Niklaus Antonius（ Lic.、 市民） 、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ タ ウベンハ イ ム （ 22 年 と共通 ） 、 Ｒ ・

リ ン ク Richart Rinck（ Lic.、 市民） 、 Ｊ ・ マ イ ゼ ンブ ッ フ Johann Meisennbuch、 Ｐ ・ リ ーデ

ゼル （ 22 年 と共通） 、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ リ ン ジ ンゲン Johann von Rinsingen、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ

イ タースハウゼン （ 22 年と共通） 、 Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カー Georg Nußpicker と な る 。

こ の 17 名の う ち 、貴族は 11 名 、市民は 6 名であ る 。博士の学位を有 してい る も のは 3

名 。博士よ り も下位の学位であ る得業士 Licentiat も含め る と大学で学問を修めた ものは 5

名とな る 。 その う ち 、市民出身者は 4 名であった 。

22 年の 『 宮廷令 』 発布か ら 14 年のあいだに顧問官に占める博士や市民出身者の割合に

それほどの変化は見られない 。 22 年の宮廷顧問官 と同じ く 、市民出身者で顧問官に登用さ

れている ものはフ ァ イゲ と ヌ ス ピ ッ カーを除いて大学で学問を修めている 。 ま た 、 22 年の

宮廷顧問官 と共通して名の挙がってい る ものが 5 名お り 、全顧問官に占める学識者 、市民

出身者の割合もほ とんど変わらない 。 この こ と か ら 14 年のあいだにも顧問官の顔触れ 、構

成には大きな変化はなかった もの と評価する こ と がで き る 。 ただ し 、新たに任命された 4

名の市民は 、永 ら くヘ ッセンの政策に多大な影響力をふるっていたフ ィ リ ッ プの母アンナ

の死後にフ ィ リ ッ プに よ って登用された と思われ 、 この こ ろにはフ ィ リ ッ プが母の影響の

も と か ら脱 し 、自身の政策を行っていた こ と を う かがわせる 。

その後ヘッセン とエルネス ト家ザ クセンを盟主 とするプ ロテ ス タ ン ト のシ ュマルカルデ

ン同盟 と カ ト リ ッ ク の皇帝カール 5 世 との緊張は次第に高ま り 、 1547 年に両者は武力衝突

にいたる 。自身の娘婿であるアルベル ト家ザ クセン当主モー リ ッ ツが当初カ ト リ ッ ク側に
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与した こ と も あ り 、 戦いに敗れたフ ィ リ ッ プはカール 5 世に捕え られ 、投獄 された 。 その

間 、ヘ ッセンは君主が不在 となった 。 その際に領内の政策を行っていた顧問官たちは以下

の通 りであ る 。

Ｒ ・ シ ェ ン ク Rudolf Schenk （ 代理 、 ○ ） 、 Ｗ ・ フ ォ ン ・ シ ャ ハ テ ン Wilhelm von

Schachten、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ イ ター ス （ 36 年 と共通） 、 Ｋ ・ デ ィーデ Konrad Diede、 Ｊ ・

フ ィ ッ シ ャー （ 36 年と共通 、○） 、 Ｔ ・ ギ ュ ンテ ローデ Tilemann Günterode（ 官房長 、 Dr.、

市民 、○） 、 Ｌ ・ フ ォ ン ・ バ ウ ムバ ッハ Ludwig von Baumbach、 フ ァ ー ス ト ネーム不詳の

フ ォ ン ・ バ イ ヒ リ ン ゲ ン von Beichringen、 Ｅ ・ フ ォ ン ・ ブル ッ フ Eberhart von Bruch、 Ｓ ・

ビ ン グ Simon Bing（ 市民） 、 Ａ ・ ツ ェ ル ツ ェ ン Adorian Zerzen、 Ｊ ・ レ ル ス ナー Jakob

Lersner（ Lic.、 市民 、○） 、 フ ァー ス ト ネーム不詳エンゲルブレ ヒ ト Engelbrecht の 13 名 。

学識者 2 名 、市民出身 4 名である 。学識者 、市民出身者の割合はやは り 22 年 、 36 年と比較

し て顕著な違いは見られない 。

なお 、顧問官の名前に○を付した 4 名に関しては投獄以前にフ ィ リ ッ プ自身によ って任

命された こ とが確実である
(113)

。 特に代理 と官房長 とい う内政を担 う中心人物がフ ィ リ ッ プ

によって任命された こ と が史料によ って確かめ られ るため 、 フ ィ リ ッ プの投獄中にも彼の

意思を体現するかたちで政策が決定されていた と考え られ る 。 47 年から 52 年のフ ィ リ ッ

プ不在時に貴族がその機に乗じて勢力を拡大し 、統治を担った形跡は見られない こ とか ら

も 、 フ ィ リ ッ プは投獄される までに領内の貴族を統治機構に組み込み 、顧問官は過渡期の

段階ではあるが官僚 と し て中央統治を担っていた こ とが う かがわれる 。

　 フ ィ リ ッ プ不在時の名目的な最高責任者は息子のヴ ィルヘルム 4 世であるが 、 47 年時点

で 15 歳でしかな く 、実権は顧問官が握っていた 。その こ とは次章の領邦議会について述べ

る個所で再度言及する こ と にな る 。 その こ と か ら も 、 こ の時点ですでに顧問官は中央統治

を担 う官吏 と して統治機構の中に組み込まれ 、機能していた こ とが分かる。

　 以上に述べた法令にあ らわれる顧問官に 、法令にあ らわれない ものを加え る と フ ィ リ ッ

プ治世下の顧問官は全 66 名であった 。内訳は法令に名のあがる もの 34 名 （学識者 7 名 ） 、

法令に名のあがらない もの 32 名 （学識者 7 名 ） と な ってい る 。全体に占める学識者の割合

は約 22％である 。前節で述べたよ う にアルベル ト家ザ クセンにおいては法令に名のあが ら

ない ものたちに学識者が比較的多 く含まれていたのに対し 、ヘ ッセンではその割合に違い

はない 。出自に関しては法令にあ らわれる者 34 名中貴族 20 名 、市民 10 名 、不明 4 名 。法

令にあらわれない者 32 名中貴族 19 名 、市民 5 名 、不明 8 名である 。

　 ア ム ト マ ンを兼任する ものは 11 名みられる 。 ただ し 、法令に名があが り中央統治に直接

関わる顧問官でアム ト マ ン を兼任している ものはいない 。 アルベル ト家ザ クセンの場合 、

アム ト収入を抵当に貴族に借金を したため 、 ア ム ト マ ンの地位が事実上特定家系に世襲さ

れ 、エルネス ト家を併合した際にはアム ト マ ンの地位が褒美 と して与え られた 。つ ま り ア

ルベル ト家では顧問官 と し て中央統治に関わる貴族への見返 り と し てアム ト マ ンの地位 と

そ こか ら得 られ る収入が利用されていた 。それに対してヘ ッセンの中央統治に関わる顧問

官にアム ト マ ン を兼任する ものがいないのはヘ ッセン領内の貴族が弱体であった こ と と関

係する と思われる 。第 1 章でも述べたよ う に フ ィ リ ッ プの方伯就任時におけるフ ィ リ ッ プ

の母アンナ と諸身分の対立の結果 、退け られた諸身分はヘッセンにおける影響力を縮小し

た 。 地方の貴族が弱体であった こ と に よ り 、 フ ィ リ ッ プは領邦統治を自身が主導して行 う
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こ と が出来た 。 それによ り 、 ア ム ト マ ン と し て地方を統治する在地の有力者に配慮して 、

彼らを中央の顧問官に任命する必要がなかった 。 こ の よ う な状況の違いがアルベル ト家 と

ヘッセンの顧問官の出自や構成の相違点につながっている と考え られる 。

諸身分の勢力が強力で 、他領邦からの顧問官の登用が困難であったアルベル ト家ザ クセ

ン とは異な り 、 フ ィ リ ッ プ時代の顧問官の中にはベー メ ン出身のＤ ・ フ ォ ン ・ プ レ ス 、 ザ

ク セ ン 出身の Ｔ ・ ギ ュ ン テ ロ ーデ 、 バ イ エル ン出身の Ｇ ・ パ ッ ペ ン ハ イ ム Georg von

Pappenheim、 ブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク出身の Ｂ ・ フ ォ ン ・ ク ラ ム Burkhard von Cramm が含ま

れる 。 これ も フ ィ リ ッ プの後見を巡る争いに敗れた諸身分が弱体化した こ と に関係する と

考えられる 。

こ の節で明 らかになった こ と を ま と め る と 、 22 年か ら 48 年にかけて 、市民 、学識者の

割合 こそ増えていないが 、 その一方で顧問官の給料が規定 され 、 25 年アンナの死後フ ィ

リ ッ プに直接任命される顧問官の数が増えるなど 、父親の代 と比較して 、顧問官が着実に

中央統治機構の中に組み込まれていった こ とが明 らか と な った 。 ただ し 、顧問官の多 くの

ポス ト はいまだに貴族によって占め られていた 。従来の研究は学識者の台頭を領邦の 「近

代化 」 をはか る う えで非常に重視していたのだが 、以上で検討して きた事実をふまえ る と

必ずし も学識者の台頭が領邦の 「近代化 」 につながる ものではない 。 まず貴族たちを中心

と す る顧問官が 「助言者 」 と し ての立場から 、領邦統治の担い手 と しての 「 官吏 」 へ と変

化し 、顧問官の位置付けが変ったのち学識者の台頭が起きてい る こ と を考慮にいれなけれ

ばならない 。

第 3 節 　バ イエルン 、ハプスブル ク家における顧問官の人的構成

1. 　 バイエルンにおける顧問官の人的構成

バイエルンの顧問官に関するデータは ラン ツ ィ ンナーの巻末データを利用する
(114)

。 ラ ン

ツ ィ ンナーは巻末の顧問官のデータを自身の研究中でそれほど丁寧に分析してお らず 、顧

問官の構成の変化等については これまで明らかになっていない 。 そ こにあ らわれる顧問官

の出自 、学識者の割合を 10 年区切 りで示す と以下の とお り と な る 。

① 　 ヴ ィルヘルム 4 世 （ 在位 1508-50 年）

1511-20 年

計 48 （貴 36 　 6 　 2 　 　4 ）　

う ち学識 6 名 （市 3 名 、貴 1 名 、聖 2 名 ）

1521-30 年

計 21 名 （貴族 14 名 　市民 6 名 　不明 1 名 ） う ち学識 3 名 （すべて市民 ）

1531-40 年

計 23 名 （貴族 14 名 　市民 8 名 　不明 1 名 ） う ち学識 6 名 （市 5 名 　貴 1 名 ）

1541-50 年

計 26 名 （貴族 16 名 　市民 9 名 　不明 1 名 ） う ち学識 7 名 （市 5 名 　貴 2 名 ）

② 　 アルプレ ヒ ト 5 世 （ 在位 1550-79 年）
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1551-60 年

計 47 名 （貴族 28 名 　市民 18 名 　聖 1 名 ） う ち学識 10 名 （市 9 名 　貴 １名 ）

1561-70 年

計 72 名 （貴族 42 名 　市民 28 名 　聖 2 名 ） う ち学識者 12 名 （市 11 名 　貴 1 名 ）

1571-80 年

計 64 名 （貴族 28 名 　市民 32 名 　聖 ４名 ） う ち学識者 14 名 （市 12 貴 1　 聖 1）

③ 　ヴ ィ ルヘルム 5 世 （ 在位 1579-97 年）

1581-90 年

計 63 名 （貴族 32 名 　市民 29　 聖 2 名 ） う ち学識者 13 名(市 12 名  貴 １名)

1591-1600 年

  計 72 名 （貴族 34 名 　市民 35　 聖 3 名 ） う ち学識者 24 名 （市 22 名 　貴 1 名 　聖 1 名 ）

以上のデータか ら 、バ イエルンにおいて貴族出身の顧問官 と市民出身の割合が逆転した

のは 1570 年代以降である こ と が分かる 。 し か し 、 その後市民層出身者の割合は 30 年ほど

増えず 、貴族 と市民がほぼ半々の状態が続 く 。 ま た 、 アルプレ ヒ ト 5 世の時代 （ 在位 1550-

79 年） 以 降顧問官の人数がほぼ倍に増加してい るの も注目すべき点だろ う 。 ラ ン ツ ィ ン

ナーによれば 、アルプレ ヒ ト 5 世 と後を継いだヴ ィルヘルム 5 世 （ 在位 1579-97 年） の時代

にバイエルンの中央財政改革によ り 、 領邦の財政を管轄する役職が創設され 、 それに伴い

中央統治機構が整備された
(115)

こ と によ り統治に必要な顧問官の人数も増加した と思われる。

　 ま た 、特に地方統治の担い手であった城伯 Pfleger、 中で も顧問官経験のある城伯に注目

する と 、 1550 年以降貴族 、市民が と もに増加してお り 、地方統治においては学識者の重要

性が増した事実はなかった こ とが明らか とな る （ 1550 年以前 　貴族 37 名 、市民 12 名 。 1550

年 降　貴 54 、 19 ）。1550 年以降顧問官を経験した城伯が増加した こ とについ

ては 、君主が自身の意向に沿 う官吏を中央から地方に派遣しえた とい う こ と で 、君主が在

地勢力を抑え 、地方統治まで手中におさめたのだ と考え られる 。

その証拠にラン ツ ィ ンナーに よ る顧問官データで城伯を経験した顧問官のべ 155 名の城

伯任地 と所領を比較検討する と 、関連のあ る ものはわずかに 8 例しか見られない 。 また 、

同じ地域の城伯を親類で継承してい る例は 6 例のみである 。 し か も同族によ る同一地域の

城伯職の継承は 2 代以上にわたって続 く こ と はな く 、 ま た継承してい る顧問官の出自は貴

族 とは限らない 。親子であって も別の地域の城伯に任命される こ と も珍 し く ない 。 さ らに 、

一人が各地を転々 と し 、 16 世紀を通じて最多で 4 か所の城伯を歴任した顧問官経験者もい

た 。 こ こ か ら もバ イエルンの城伯は在地の有力者をそのま ま任命する とい う よ り 、 中央か

ら派遣 された君主の意向に沿 う 「 官吏 」 であった こ とが う かがわれる 。

顧問官経験者の城伯については 、顧問官を経験してか ら城伯に任命される人物が多いの

も特徴であ る 。 ラ ン ツ ィ ンナーの顧問官データにはのべ 155 名の顧問官経験のある城伯の

名が挙がっているが 、 その う ち顧問官に任命されてか ら城伯になった ものは 119 名である 。

重複をのぞ く と 118 名中 92 名とな り 、お よそ 78％が中央で顧問官を経験してか ら地方に城

伯 と し て派遣された こ と にな る 。 こ の事実もバ イエルンの城伯が 、 た と えばザ クセンのア

ム ト マ ン と異な り 、中央か ら派遣された 「 官吏 」 であった こ と を裏書き してい る といえ る 。

ただ し 、 グ ムペンベルク家 von Gumppenberg、 ハ ス ラ ン ク家 von Haslang のよ う に特定の家
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系から複数の顧問官 、城伯が任命されている例 も見 られ 、顧問官 、城伯の選考にあた り 、

血縁がある程度重視された と考え られる 。

以上の事実からバ イエルンの城伯に関して考察する と 、城伯に任命されるにあたって血

縁関係はそれな りに重視され る傾向が うかがわれるが 、任地 と所領 ・出身地にほ とんど関

連は見られず 、バ イエルン君主が自らの権力の及ばない地域に在地の有力者を任命したの

ではないのがわかる 。 ラ ン ツ ィ ンナーの提示する顧問官のデータを参照する と少な く と も

16 世紀初頭から城伯は中央から派遣された 「官吏 」 と し ての性格を色濃 く有 していた と考

え られ る 。

　 彼 らの出自を見る と 、 16 世紀後半以降市民出身者が増加している 。 ラ ン ツ ィ ンナーは中

央財政改革のはじま る 1550 年以降をバイエルンの近代化の画期と考え 、確かにその時期以

降顧問官の人数も明 らかな増加を示すのであるが 、上述した顧問官を経験した城伯の性格

を考慮するな ら 、彼 らが 16 世紀の初頭には 「官吏 」 と し てバ イエルンの統治機構に組み込

まれていたのは明らかであ る 。市民出身の学識者の増加に注目すれば 、バ イエルンの近代

化の画期はラン ツ ィ ンナーの主張通 り 16 世紀後半になるが 、実は 16 世紀初めにバイエル

ン君主は地方統治を含めて自 らの意思を領邦全体に行き渡 らせていた 。前章で参照 した

ボーズルの史料集を見て も 、バ イエルンの 『宮廷令 Hofordnung』 は 1489 年のものが収録史

料で最も新 し く 、 以降 1550 年まで発布されていない 。 そ こか ら 1489 年の時点でバイエル

ンの領邦統治はかな りの程度完成していた と見 る こ と も可能である 。領邦の近代化を考え

る場合に 、学識顧問官の増加を重要な指針 と し て と ら え る と 、 こ の よ う に実態 と 「 ずれ 」

が生じ るのではないか 。学識者の台頭が近代化につながるのではな く 、領邦が近代化した

か ら こそ 、学識者が求められ る よ う にな るのではないか 。従来の 「学識者の台頭→貴族勢

力の排除→領邦の近代化 」 と い う図式は貴族出身者の動向によ り配慮する こ と で修正 され

る必要がある 。

　

2. 　 ハプスブルク家における顧問官の人的構成

　

ノー フ ラ ッチ ャーの研究に付された顧問官 リ ス ト 、 お よびその他の史料を も とに 1480 年

から 1530 年までにハプスブルク家に仕えた顧問官 、お もだった官房職員の出自 、学識の有

無を整理する と以下のよ う にな る
(116)

。

① 　 フ リー ド リ ヒ 3 世 （ 在位 1480-93 年）

　 　 宮廷に仕えた顧問官 26 名 （貴 24 名 　市 2 名 ） 、学識者 0 名 。

　 　 官 10 （貴 2 　 8 ）、学 8 。

計 36 名 （貴族 　 26 名 、市民 10 名 ） 、 う ち学識 8 名 （貴 3 名 　市 5 名 ） 。

② 　 マ クシ ミ リ ア ン 1 世（ 在位 1490-1519 年）

　 　 宮廷に仕えた顧問官 24 名 （貴 22 名 　市 2 名 ） 、学識者 3 名(貴 1 名 　市 2 名)。

　 　 官 12 （貴 4 　 8 ）、学 6 。1 名は宮廷 ・官房両方に仕える。

　 　 1 名の重複を除 く と計 35 名 （貴 25 名 　市 10 名 ） 、 う ち学識 8 名 （貴 2 名 　市 6 名 ） 。
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③ 　 フ ェルデ ィナン ト 1 世（ 1521-30 年）
(117)

　 　 宮廷に仕えた顧問官 20 名 （貴 17 名 　市 3 名 ） 、学識者 3 名 。

　 　 官 11 （貴 6 　 5 ）、学 6 。

計 31 名 （貴 23 名 　市 8 名 ） 、 う ち学識 9 名 （貴 2 名 　市 7 名 ） 。

　 為政者の在位期間の違いから 、顧問官 ・お もだった官房職員の数に増減は見られるが 、

貴族 、市民出身者の割合には特段の変化は見られない 。期間を通して学識者の数も増えて

いない 。 ただ し フ リ ー ド リ ヒ 3 世の治世では学識者が官房に仕える 者たちに限 られていた

のに対し 、 それ以後は宮廷の顧問官にも学識者が見られる よ う にな る 。 し か し 、 それで も

顧問官の大部分は貴族出身であ り 、 官房職員に比して学識者の数も少ない 。第 1 章で検討

し た法令の規定にも あ らわれていたが 、ハプスブル ク家では宮廷で領内問題について協議

する顧問官たち と官房の分業がアルベル ト家ザ クセン 、ヘ ッセン と比較して進んでいた 。

　 ノ ー フ ラ ッチ ャーの研究対象外となっている 1530 年以降の顧問官についてはフ ェルナー

の史料集 と Ｎ ・ カ ス ト リ ロ＝ベニ ト の フ ェルデ ィナン ト の宮廷を扱った論文
(118)

に依拠し 、

法令等に記載された顧問官の出自 、学識の有無をま とめ る と以下のよ う にな る 。

① 　 1539 年の顧問官 　 14 （貴 12 　 2 ）、学 2 （貴 1 　 1 ）

② 　 1544 年の顧問官 　 16 （貴 13 　 3 ）、学 2 （貴 1 　 1 ）

③ 　 1545 年の顧問官 　 15 （貴 9 （ 1 ） 6 ）、学 5 （ 1

4 ）

④ 　 1550 年の顧問官 　 16 （貴 12 （ 2 ） 4 ）、学 6 （ 2

4 ）

⑤ 　 1553 年の顧問官 　 15 （貴 12 （ 1 ） 3 ）、学 5 （貴 1 　

1 　 3 ）

　 こ の時期の宮廷長 、ホーフマルシャルは法令に規定されたご と く 、 16 世紀を通じて貴族

出身者で占め られていた 。 歴代官房長は 1539 年までは学識を持たない貴族であ っ たが 、

G・ ギ ー ンガー Georg Gienger は出自こそ貴族である ものの 、は じめて博士の学位を有する

人物 と し て 1539 年から 44 年まで官房長を務めた 。 その後の官房長は市民出身の学識者で

占め られ る よ う に な る 。 た だ し 、 そ の う ち J・ ヨ ナ ス Jacob Jonas と J・ U・ ツ ァ ジ ウ ス

Johann Ulrich Zasius は貴族に叙階された後 、官房長に任命されてい る 。顧問官の出自 ・ 学

歴については 1545 年に一時的に市民の割合は増加する ものの 、それ以降はまた元の水準に

戻っている 。学識者の割合についても この間特に変化は見られない 。

アルベル ト家 とヘ ッセンの顧問官の構成 、出自等を中心に 、検討を加えた各領邦の顧問

官に見られる相違を改めてま とめ る と以下の 4 点になろ う 。

①法令に名のあがる者 とそ う でない者の割合

アルベル ト家はモー リ ッ ツ時代の全顧問官の うち法令に名のあがる者 31 名 、あが らない

者 16 名 。ヘ ッセンでは法令にあがる者 34 名 、あが らない者 32 名である 。ヘ ッセンには

中央統治に関わる以外の顧問官が多 くみ られる 。

②顧問官によ るアム ト マ ン 、城伯の兼任

アルベル ト家はモー リ ッ ツ時代に法令に名のあがる中央統治に関わる者の約 42％がアム

ト マ ン を兼任してい る 。ヘ ッセンでは法令に名のあが る中央統治に関わる顧問官でアム

ト マ ン を兼任している者はいない 。法令に名の挙がらない者にはアム ト マ ン兼任者が 11
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名お り 、中央統治を担 う顧問官 と 、地方統治を担 う顧問官の分化が起きていた 。バ イエ

ルンでは城伯 と顧問官のあいだには密接な関係があった 。 しか し 、 アルベル ト家がアム

ト マ ンであ る領内の有力貴族を自身の顧問官 と して受け入れたのに対し 、バ イエルンで

は城伯はおもに中央から派遣された人物たちであった と考え られる 。

③顧問官における学識者の割合

アルベル ト家のモー リ ッ ツ時代に法令に名のあがる顧問官 31 名の う ち学識者は 6 名 。あ

がらない 16 名の う ち学識者は 6 名である 。法令に名のあがらない顧問官に占める学識者

の割合が高い 。 これは彼らが主 と し て外交に携っていた こ と と関係する と考え られ る 。

アルベル ト家においては中央統治 と外交に関わ る者の分化がモー リ ッ ツ時代か らは じ

ま っていた と 評価出来る。 ヘ ッセンにおいては法令に名のあがる者 34 名中学識者は 8 名、

あが らない者 32 名中 7 名であった 。バ イエルン 、ハプスブル ク家 と比較して も 、 ど こか

の領邦が突出して多 くの学識者を登用していた事実はない 。 また 、学識者の割合には上

下動が見られる ものの 、 16 世紀を通じて彼らの割合が上昇し 、貴族を排除した と認める

こ とは出来ない 。

④顧問官の出自 、出身地

モー リ ッ ツ時代の法令に名のあがる者 31 名中 、貴族 26 名 、市民 5 名 。 あが らない者 16

名中 、貴族 12 名 、市民 4 名 。全体に貴族が優勢であるが 、特に中央統治に関わる顧問官

の大多数は貴族が占めている 。出身地の判明している者はすべてザ クセン出身者である 。

ヘッセンでは法令に名のあがる者 34 名の う ち貴族 20 名 、市民 10 名 、不明 4 名 。名のあ

が らない者 32 名中 、貴族 19 名 、市民 5 名 、不明 8 名 とな ってい る 。やは り貴族が優勢

である 。 出身については 、ヘ ッセンの顧問官にはバイエルン 、 ブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク 、

ヴ ュルテンベル ク 、 ザ クセン出身者が含まれている 。バ イエルン 、ハプスブル ク家の顧

問官にも他領邦の出身者が含まれていた 。

　 以上の相違点を考え合わせる と 、 アルベル ト家においては領内諸身分の勢力が強 く 、地

方統治は在地の有力者に握られてお り 、領内の円滑な統治には彼らの助力が不可欠であっ

た 。 そのため 、中央統治を担 う顧問官について もアム ト マ ン を兼任するかたちで地方有力

貴族を登用せざるをえなかった 。 また 、在地貴族の勢力が強かったため 、モー リ ッ ツは自

ら の側近を地方に送 り込む こ とがで きず 、 アルベル ト家に よ る顧問官は法令に規定された

中央統治を担 う顧問官 と法令に名のあが らない外交方面で活躍する学識顧問官 とい う形式

を と った 。

　 対 し てヘ ッセンではフ ィ リ ッ プ後見を巡る内紛の結果諸身分が弱体化した 。 そのため 、

フ ィ リ ッ プは地方統治までを手中にし 、法令に規定された中央統治を担 う顧問官 とほぼ同

数の法令に規定されない地方統治を担 う顧問官が存在した 。ヘ ッセンの顧問官でこの よ う

な中央統治 と地方統治の役割分化が起きていた証拠 と し て顧問官によ るアム ト マ ン兼任の

状況があげられ る 。 アルベル ト家では中央統治に関わる顧問官の実に 42％がアム ト マ ン を

兼任していたのに対し 、ヘ ッセンでは中央にアム ト マ ン を兼任する ものは 1 人もお らず 、

法令に規定されない顧問官の 3 分の 1 にあた る 11 名がアム ト マ ンを兼任していた 。地方を

押さえ られなかったために中央統治 と外交に役割が分化したアルベル ト家 と異な り 、ヘ ッ

センは中央 、地方 と もに手中におさめ 、顧問官の役割は中央統治 と地方統治 とい う かたち

で分化していた 。
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第 3 章 　 　領邦の中央統治における顧問官

第 1 節 　アルベル ト家ザ クセンの中央統治における顧問官

1.　 アルベル ト家ザ クセンにおける官房の位置付け

第 1 章でアルベル ト家ザ クセンにおいて発布された官房 、宮廷関連の法令について分析

し たが 、中で も特にアルベル ト家の内政の中心を担った官房の役割の変遷を簡単にま とめ

てお く 。 アルベル ト家における 1500 年前後の官房は官房長とそれを補佐する領内貴族出身

者からな る数名の顧問官を核 と して構成されてお り 、特に官房長の権限が強力であった
(119)

。

モー リ ッ ツ時代 、エルネス ト家領地の併合に と も ない 1547 年 8 月 5 日に発布された 『官

房令 』 で官房長 と顧問官によ る協議で官房が運営され る合議制が明確に規定された 。 さ ら

に領内を 5 つのク ラ イ スに分割し 、官房内に各 ク ラ イ スか らの文書を管轄する部署を設け

る な ど中央統治の ト ッ プ と し ての官房の性格が決定付けられた 。 これに よ り 、 ゲオル ク時

代にはゲオルク と一部の影響力ある顧問官に担われていた領邦統治が官房長 、顧問官によ

る合議体によって行われてい く こ と が法令によって明確に規定された 。ではゲオル ク時代

の 1501 年に 『 官房令 』 が発布 されてか ら 、 47 年 『官房令 』 に よ っ て中央統治機構が本格

的に整備される までのあいだアルベル ト家の官房の位置付けに変化はなかったのだろ う か 。

それを以下で検討する 。

ゲオル クが父の代理 と してアルベル ト家を統治しは じめた 1489 年以降 （ 正式な当主就任

は 1500 年） の 官房長の顔ぶれを見る と Ｊ ・ エ ルオル ト Johann Erolt（ 官房長 1486-95 年） 、

Ｓ ・ フ ォ ン ・ プ フルー ク Siegmund von Pflug（ 官房長 1495-1500 年） Ｎ ・ フ ォ ン ・ ハ イ ニ ッ

ツ Niklas von Heintz（ 官房長 1500-1506 年） の 3 名は官房長であ る と同時にマ イセンの司教

座聖堂参事会員 Domherr であ り 、 彼 らは聖職者 と し てゲオル クの教会政策に対して大きな

影響力を持った
(120)

。

俗人 と しては じめてアルベル ト家の官房長に就任したのはイ タ リ アで法学を修め 、エル

ネ ス ト 家領内アルテンブル クの上級宮廷裁判所の職員と し て働いていたＫ ・ ケーニ ッ ヒ

Kilian König（ 官房長 1506-13 年） で あ った
(121)

。 それ まで聖職者に占め られていた官房長の

職に俗人が就いたのは 1502 年のヴ ィ ッ テ ンベルク大学創立が大き く影響している 。ゲオル

クはい と このエルネス ト家領内に新たに設立されたヴ ィ ッ テ ンベル ク大学に対抗すべ く 、

同年ラ イプツ ィ ヒ大学改革に関する助言を領内の学識者に求めた
(122)

。 学識者からは法学部

について 、 ローマ法を教える賞賛に値するほどの人物がおらず 、学生がイ タ リ アやエアフ

ル トに流出している との声があがった
(123)

。 その結果 、 1409 年の設立以来教会法を中心 とす

る教育を行っていた法学部でローマ法を重視する動きがあ らわれた 。その流れの中でアル

ベル ト家における初の俗人官房長であるケーニ ッ ヒは 1506 年アルベル ト家の官房長に任命

された 。 これ以降 、貴族出身の聖職者がその地位にあったアルベル ト家の官房長がラ イプ

ツ ィ ヒ 大学で法学を修めた市民出身者に独占されてい く こ と にな る 。 ゲオル クに よ る ラ イ

プツ ィ ヒ大学法学部改革の試み と 、俗人法学者ケーニ ッ ヒ の官房長就任はアルベル ト家に

おける官房のあ り方を変えた重要な画期になった と言え る 。

ケーニ ッ ヒ の後を継いだ Ｊ ・ コ ッ ヒ ェ ル Johann Kochel（ 官房長 1513-23 年） は 改革前の

1494 年にラ イプツ ィ ヒ大学法学部に学籍登録をしてお り
(124)

、 法学部改革の結果育成された

官房長ではないが 、次の官房長 Ｓ ・ ピ ス ト リ ス （ 官房長 1523-39 年） は 1514 年に ラ イ プ
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ツ ィ ヒ 大学から法学博士の学位を得てお り
(125)

、 官房長就任まではラ イプツ ィ ヒ大学法学部

の正教授 Ordinarius の地位にあった 。 ピ ス ト リ ス はアルベル ト家においては じめて改革後

のラ イプツ ィ ヒ大学法学部出身の官房長 となった
(126)

。 ゲオル クの改革の意思はピス ト リ ス

に よ っては じめて結実した 。 それゆえピ ス ト リ ス は 1523 年に官房長に就任後 、 39 年のゲ

オルクの死まで 16 年に渡ってその地位を担い続け 、アルベル ト家において最も影響力ある

人物の 1 人 となった 。従来の研究では 、 アルベル ト家の中央統治機構について 47 年 『官房

令 』 の重要性が指摘され 、ゲオル ク時代はゲオルク と一部の影響力ある官房長 、顧問官の

存在が大き く 、 アルベル ト家の中央統治においては顧問官の専門化が生じていなかった と

評価されてきた
(127)

。 し か し 、官房長の人選の変化を検討すれば 、 1501 年 『官房令 』 に直接

的にあ らわれない改革の努力がゲオル クの当主就任直後からは じ ま っていた こ と が う かが

われる 。 それ まで古い形態を と っ ていた中央統治機構がモー リ ッ ツ時代の 1547 年 『 官房

令 』 に よ って突然近代的に整備されたのではない こ とは指摘する価値があるだろ う 。 ただ

し 、 ゲオル ク時代の改革はあ く まで官房周辺に と ど ま ってお り 、 アルベル ト家における貴

族勢力は相変わらず強大であった こ と も忘れてはな らない 。

ゲオルクが 1489 年に実質的なアルベル ト家当主 となった時点で 、アルベル ト家の学識者

はみな教会法を学んだ貴族出身の聖職者であった 。 ま た 、 アルベル ト家の内政で影響力を

持ったのは父の代からアルベル ト家に仕える一部の顧問官であった 。ゲオル クは 1500 年正

式に当主に就任する と早速 『官房令 』 を発布し 、次いで ラ イプツ ィ ヒ 大学法学部の改革に

着手した 。 これに よ り 、 ザ クセ ン領外から学識者を招聘して貴族の反発を引き起 こす事態

を回避し 、領内で育成された 、 あ ま り反発を呼ばない人物を官房長に任命する こ とに成功

し た 。 その結果登場したのが S・ ピ ス ト リ ス で あ り 、 彼はゲオル クの改革の成果第 1 号 と

し て官房長に就任したが故にアルベル ト家において 、代をまたいで都合 23 年にわたって官

房長の座に君臨する有力人物にな り えたのである 。

ではアルベル ト家の官房において官房長を議長 とする顧問官の合議体が実際に形成され

たのはいつのこ とだったのか 。それを ものがたる史料 と して 1521 年 2 月の メルゼブル ク司

教ア ドルフ と当時のアルベル ト家官房長 Ｊ ・ コ ッ ヒ ェルのや り取 りが注目される 。 1521 年

2 月 1 日に メルゼブル ク司教ア ドルフか ら Ｊ ・ コ ッ ヒ ェ ルに書簡が送られた 。 メ ルゼブル

ク においてルターの文書が禁止され 、焼却 されたのを報告する と と も に 、 ラ イ プ ツ ィ ヒ や

その他の場所でもル ターの文書を焼却する よ う求める内容であった
(128)

。 それに対して コ ッ

ヒ ェ ルはア ドルフの提案をゲオル クや他の顧問官に見せ 、協議した結果 、 ラ イプ ツ ィ ヒ で

ルターの文書を焼却するのは謝肉祭 Fastnacht まで待つよ う返事を した
(129)

。 こ れは管見の限

り 、 アルベル ト家において官房長が実際にゲオル ク臨席のも とで顧問官 と協議を行った こ

と を示す最初の史料である 。 ま た 、 その後ピス ト リ ス が官房長 とな り 、 1523 年 6 月の 『訓

令 』 でゲオル クは自身の帝国議会出席のために留守 となった領内を預ける人物たちを任命

し てい る 。 ゲオル クが自身の留守を預ける人物を任命するのは これが初めてであった 。 こ

の こ と も アルベル ト家において官房長を中心 とす る顧問官の合議体が形成されつつあった

こ と を示 してい る と考え られ る 。 し か し第 1 章で分析した通 り 、留守を預かる顧問官は宮

廷の臨時の出費に関してゲオル クに問い合わせ 、指示を仰がねばな らなかった こ と か ら も

分かる よ う に 、彼 らはいまだ君主を離れて自分たちのみで統治を遂行でき るほどに完成さ

れた合議体ではな く 、 その萌芽 といった段階にあった と考え られる 。
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39 年のゲオルクの死後 、弟ハイン リ ヒ がアルベル ト家の当主 とな り 、 ゲオル ク腹心の顧

問官Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツやゲオル クに よ る官房改革の成果たる Ｓ ・ ピ ス ト リ ス が

アルベル ト家を去った 。 また 、ハ イ ン リ ヒ に よ ってアルベル ト家全域に宗教改革が導入さ

れたこ と も あ り 、 領内は混乱に陥って 2 年ほど領内の政治状況は停滞した 。

41 年にハイン リ ヒ の子モー リ ッ ツがアルベル ト家当主に就任する と 、ヘ ッセンに逃れて

いたＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツがアルベル ト家に復帰し 、 ピ ス ト リ ス も再びアルベル ト

家に仕える こ と になった 。モー リ ッ ツは伯父ゲオル ク時代からアルベル ト家に仕えた官房

長 、顧問官の協力のも とでハ イン リ ヒ 時代の混乱からアルベル ト家を立ち直らせ 、 47 年に

エルネス ト家を併合して 、次いで発布された 『 官房令 』 、 『 訓令 』 に よ ってアルベル ト家

の中央統治機構の基礎を固めた 。

ゲオル ク時代に 23 年か ら 39 年まで 、 モー リ ッ ツ時代に 41 年から 48 年までアルベル ト

家の官房長を務めたピ ス ト リ ス がその地位を辞した後 、それを継いだのはラ イプツ ィ ヒ大

学でピス ト リ ス の教え子であった Ｌ ・ フ ァ ク ス Ludwig Fachs（ 官房長 48-49 年） で あ る
(130)

。

ま た 、 フ ァ ク ス の次に官房長 とな ったＵ ・ モル ト ア イ ゼ ン Ulrich Mordeisen（ 官房長 49-

53 年） は ヴ ィ ッ テ ンベル ク大学で学位をえてお り 、 ラ イ プ ツ ィ ヒ 大学 との関係はないが 、

モル ト ア イゼンの娘バルバラがピ ス ト リ ス の息子 と結婚し てお り 、 ピ ス ト リ ス家 と姻戚関

係にあった
(131)

。 以上で見てきた よ う に 、 アルベル ト家の官房周辺ではピス ト リ ス の官房長

就任後 、彼の関係者が相次いで官房長の座に就いた 。 アルベル ト家の官房は Ｊ ・ コ ッ ヒ ェ

ルを経て 、 ピ ス ト リ ス が官房長を務めているあいだに中央統治機構 と しての体裁を整えて

いったと いえ る 。

2. 　 アルベル ト家ザ クセンの中央統治における顧問官の活動

ⅰ. 　 ゲオルクの中央統治における顧問官

第 1 章 、第 2 章では法令 、経歴、 出自の面から領邦統治における顧問官の地位について

検討を加えて きた 。 こ こ では彼 らが実際の内政においてどの よ う な活動を行っていたのか

を考えてい く 。 1523 年の教会裁判権の濫用をめぐ る枢機卿 との協議には顧問官が派遣され

ている ものの 、主導権を握っていたのはゲオルクであ り 、 顧問官はゲオル クの敷いた基本

路線に従って協議に参加していた 。 それ以降アルベル ト家ザ クセンにおける顧問官の活動

と彼 らの地位に何らかの変化は見られるのだろ う か 。本節ではまずその点を考察する 。

第 2 章ゲオル クの顧問官の人的構成に関する考察で 、ゲオル クの顧問官にはラ イプツ ィ

ヒ 大学出身の学位を有する貴族が多 く配 されていた こ と を述べた 。彼 らは当初 「助言者 」

と し てゲオル クに仕えていたが 、その晩年にいたって 、お もに教会改革に関する交渉や修

道院巡察の場で活躍を始めた
(132)

。

では学位を持たない貴族出身の顧問官たちは領邦統治においてどの よ う な意味を持って

いたのだろ う か 。本節では学位を持たず 、 ア ム ト マ ンで もない貴族の顧問官 、アム ト マ ン

と 顧問官を兼任する ものについて検討し 、 アルベル ト家においてそれぞれの顧問官がどの

よ う な役割を与え られていたかを考察する 。 そ うす る こ と で従来明確ではなかった内政に

顧問官たちの実態を明らかに していきたい 。
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ゲオル クの顧問官の う ち 、学位を持たず 、 ア ム ト マ ンで もない とい う条件に当てはま る

のは 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ハ ウ ビ ッ ツ Hans von Haubitz、 Ｃ ・ プ フ ルー ク 、 Ｗ ・ ト ル フ ゼ ス

Willhelm Truchseß の 3 名である 。

まず Ｃ ・ プ フルー クについて述べる 。 1517 年 メルゼブル ク司教区においてゲオル クの許

可な く贖宥が行なわれた こ とについて 、その よ う な行為を禁止する とのゲオル クの訓令を

メ ルゼブル ク司教の代理人に送付している
(133)

。 さ ら に同司教区において贖宥によって得 ら

れた収益が金庫から不正に持ち出された事件に関して 、贖宥の収益を持ち出すこ と を禁ず

る とのゲオル クの意向を官房長 Ｊ ・ コ ッ ヒ ェル と と も に司教側に伝えている
(134)

。 ま た 、 ラ

イプ ツ ィ ヒ 大学学芸学部の学位授与が減少してい るのは費用がかか りすぎ るか らではない

か 、 と のゲオル クの不平をプフルークか ら聞か された学部長 とマギステルがそれに対して

反論を行なっている
(135)

。 こ れ らの事例を見る とプフルークはゲオル クの意向を伝達する職

務を多 く担っていた こ とが分かる 。

それではプフルー クは単な る伝達係だったのだろ う か 。 し か し その他の史料にはプフ

ルークの別の一面があ らわれている 。 1523 年 1 月に顧問官Ｄ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターンはゲ

オルクに宛てて書簡を出し 、バンベルクの官吏Ｇ ・ フ ォ ン ・ シ ュ ヴ ァ イ ン フル ト Georg von

Schweinfurt がアルベル ト家領内の住民 との係争によって不要な出費 と苦労を強い られ 、困

窮している こ と を訴えている 。 その際に 、彼は 「 彼は多大な余分の出費 と骨折 り をそれ （ 係

争 ） に向けてきてお り 、我が父 と ツ ェーザル ・ プ フルーク殿 も ご存知のよ う に 、すべてにおい

て途方に暮れている 」
(136)

と 述べ 、一度はシュヴ ァ イ ン フル ト の訴えを斥けたゲオル ク を 、

父親 とプフルー クの名を出すこ とで翻意させ よ う と し てい るのであ る 。 そ こか らプフルー

ク がゲオルクの信任を得ていた こ とが う かがわれる 。

また同年 6 月 17 日に開催されるべき ラ イプツ ィ ヒ領邦議会について 、ゲオル クは帝国議

会出席のため 、息子 ヨハン 、 マ イセン ・ メ ルゼブル ク両司教 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターン 、

プフルー ク 、官房長ピス ト リ ス 、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツに領邦議会を と り行 う よ う 指

示している
(137)

。 ゲオル クは この書簡の中で領邦議会において協議されるべき議題について

指示を している こ と か ら 、 こ こ に名の挙がった人物たちが自分たち主導で領邦議会を取 り

仕切った とは考え られないが 、少な く と も プ フルー クを自身の代理を務め う る と見なすほ

どに信頼していた こ とが う かがわれる 。

残 りのフ ォ ン ・ ハ ウ ビ ッ ツ と ト ル フゼスであ るが 、彼 らに関する史料はほ とんど残 され

ていない 。ハ ウ ビ ッ ツに関しては 、 シ ュパ イアー帝国議会が有効な教会の秩序を作 り出せ

なかった場合の対応について協議された際に 、その場に臨席していた こ とが述べられてい

るのみである
(138)

。 ト ル フゼスについて も 、すでに述べたシュパ イアー帝国議会への出席以

外に述べるに足る事績は残されていない 。つま り 、 学位 も持たず 、 アム ト マ ンで もない顧

問官は 、ゲオル クの個人的信任を得ていない限 り 、領邦政策においてはほ とんど有名無実

だった と考え られる 。

アム ト マ ン を兼任する顧問官はＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ 、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ

ツ 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターンの 3 名である 。

　 まず 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ と Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツであ るが 、 こ の 2 名に

関して注目すべきは 、 1524 年 5 月 18 日に開かれたシ ュネーベル クにおけ る説教師につい

ての協議に参加している こ と であ る
(139)

。 カル ロヴ ィ ッ ツは史料中で 「 ラーデベルクのアム
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ト マ ン 」 で あ る と述べ られてお り 、 マルテ ィ ッ ツについては この時点ではすでにシェ レン

ベルクのアム ト マンではなかった ものの
(140)

、 1547 年にシュネーベルク と同 じゲビルケ ・ ク

ラ イ スに分割され るシ ェ レ ンベル クの元アム ト マ ン と し て 、 こ の協議に参加した と考え ら

れる 。つ ま り 2 人 と もゲオル クの顧問官 と し ての資格 と と も に 、 ア ム ト マ ンあ るいは元ア

ム ト マ ン と し て この協議に参加している と考え られ るのであ る 。彼 らはアム ト マ ン と し て

地方の情勢を熟知してお り 、 そのため この よ う な機会に顧問官兼アム ト マ ン と し て協議に

参加した 。 これ以外にも Ｓ ・ フ ォ ン ・ マルテ ィ ッ ツはシ ェ レ ンベル クのアム ト マ ン と し て

1510 年 3 月 17 日にゲオル クの代理人か らエ ッペン ドル フの司祭の死後について相談を受

けているのである
(141)

。

　 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターンについては 、彼がアム ト マ ンであった こ と が職務に何らかの

影響を与えた こ と を見て取る こ とは出来ない 。 しか し 、上述の よ う に息子デ ィー ト リ ヒ が

父の名を出すこ とでゲオル クの翻意を促した こ と 、 それにゲオル クの意志に反したケレー

ダ市の参事会 とゲマ イ ンデ
(142)

を処罰する よ う ヴ ァル ターンに命じている こ と か ら彼はゲオ

ルクの信任を得ていた もの と思われる 。

　 顧問官 と アム ト マ ン を兼任する ものたちの活躍の場は 、 アム ト マ ンでな く学位 も持たな

い顧問官よ り も広がっていた こ と が明 らかになった 。 ま た 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ヴ ェル ターンに

関しては 、 ア ム ト マ ンであ るか否かに関わらず 、ゲオル クの信任を得ていたために様々な

場面で活動している 。 ゲオル クの信任 とアム ト マ ン と し ての実務経験があったがために 、

ヴ ェルターン とマルテ ィ ッ ツは 1523 年のラ イプツ ィ ヒ領邦議会をゲオルクに代わって取 り

仕切る職務を与えられ 、 カル ロヴ ィ ッ ツは 39 年にアルベル ト家 、エルネス ト家 、ヘ ッセン

のあいだで行なわれた教会改革に関する協議をゲオル クに代わって主導する職務を得たの

ではないだろ うか 。

　 ア ム ト マ ンでな く 、 学位 も持たない顧問官は 、学位を持った貴族出身の顧問官が助言者

か ら官吏へ とその職務を変化させ 、活躍の場を広げていったの とは対照的に 、ゲオル クの

個人的信任を得ないかぎ りはほ とんど活動の場を見出すこ とが出来なかった 。ゲオル クの

治世当初か ら顧問官 と し て仕えていた ものたちが死亡 した後 も 、 1522 年にアム ト マ ンで

あった Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ を顧問官 と し て新たに登用した他は学位を持たない貴

族を顧問官に迎え入れた形跡がない こ とは 、学位 も持たず 、 アム ト マ ンで もない顧問官た

ちがゲオルクに と って重要でなかった こ と を示 している と思われる 。

　 他方 、 ア ム ト マ ンの職務を兼任してい る ものは 、 ア ム ト マ ン と し ての実務経験 と知識か

ら 、 ア ム ト マ ンでな く学位 も持たない顧問官 と比較して 、活動の場を多 く残 していたのみ

か 、 ア ム ト マ ン と し ての職務から得た信任によって 、 さ ら な る職務を任 され る よ う になっ

た こ と を述べた 。顧問官が 「助言者 」 と し ての性格を色濃 く有 していたゲオル ク時代には 、

領邦統治において 、顧問官よ り も ア ム ト マ ンが重要な役割を果た していた こ と を明 らかに

し た 。

ii. 　 モー リ ッ ツの中央統治における顧問官

① 　モー リ ッ ツ当主就任を巡る Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの動き

36



ゲオル クの死後 、父ハイン リ ヒ の生み出した政治的混乱を収束させるために 、モー リ ッ

ツが伯父ゲオル クの顧問官を重用した こ とはすでに述べた 。そのため 、モー リ ッ ツの当主

就任後 、諸身分の利害を代表する存在 と し ての顧問官の影響力が強まった 。 その中で も特

に重要だったのが 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツであ る 。

Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツはハ イ ン リ ヒ の遺言を巡るモー リ ッ ツ とハ イ ン リ ヒ の顧問

官 との協議において も Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト Kasper von Mansfeld、 ヘ ッ セ ン方伯 と

と も に大 きな役割を果た してい る 。ハ イ ン リ ヒ の容態が重篤化した こ と を受けて 、妻カ タ

リ ナ （ モー リ ッ ツの母） と 顧問官Ａ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベル クは 1541 年 5 月 5 日ハイン リ

ヒ に遺言を作成させた 。遺言の内容にはアルベル ト家をハ イン リ ヒ の息子モー リ ッ ツ と弟

ア ウグ ス ト の間で分割する遺志が示されていた
(143)

。 それを知ったＫ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェ

ル トはカルロヴ ィ ッ ツ と協議を し 、 モー リ ッ ツに対 してフ ィ リ ッ プに助言を求める よ う要

請した
(144)

。 その後 、上述 した よ う に 5 月 15 日の書簡でカルロヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツに 、

ハイン リ ヒ の死後はＫ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト を宮廷長に任命し 、全権を委任する よ う

助言を行った 。

5 月後半にはモー リ ッ ツ も体調を崩 し 、ハ イ ン リ ヒ の遺言を巡る問題は一時中断したが 、

その間もカルロヴ ィ ッ ツは この問題についてフ ィ リ ッ プ とや り取 り を し
(145)

、 ハ イ ン リ ヒ の

遺言を拒否する よ う モー リ ッ ツに助言を行った 。病気か ら回復したモー リ ッ ツは 「 父が死

んだ ら Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ 、 Ｓ ・ ピ ス ト リ ス を連れて

ド レ スデンに向か う 」 と フ ィ リ ッ プ宛ての書簡で述べている こ と か ら
(146)

、 モー リ ッ ツは こ

の件についてフ ィ リ ッ プ 、 カル ロヴ ィ ッ ツ 、 Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト の助言を全面的

に受け入れていた もの と考え られ る 。 そ し て 6 月半ばにはモー リ ッ ツは ド レ スデンに向か

い 、ハ イ ン リ ヒ の顧問官 との協議を開始した 。

そ して 、 1541 年 8 月 2 日にモー リ ッ ツ とハ イ ン リ ヒ の顧問官の間で最後の協議がな され

た 。 なお 、一連の協議において 、ハ イ ン リ ヒ の顧問官の中で発言を行ったのはハイン リ ヒ

の遺言作成に も関わった Ａ ・ フ ォ ン ・ シ ェー ンベル クであ った 。 こ れ ら の協議において

モー リ ッ ツはフ ィ リ ッ プの助言を守 り 、すでにアルベル ト家の統治権は自分 1 人の手にあ

る と主張 し続けた 。 そ して 8 月 5 日にモー リ ッ ツはハ イン リ ヒ か ら正式に権限の委譲を受

け 、翌 6 日 、ハ イ ン リ ヒ の遺言を拒否する と宣言し
(147)

、 10 日にはモー リ ッ ツが領内を不在

にする際のアルベル ト家を Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト に任せ 、事が起きた場合には 彼の

助言 と関知の も とで協議を行 う よ う 命 じた 。 これに よ り 、 ハ イ ン リ ヒ の妻カ タ リ ナ と Ａ ・

フ ォ ン ・ シ ェーンベルクのアルベル ト家での影響力は弱められた 。

こ こ まで見てきた よ う にハ イ ン リ ヒ の遺言に関する問題ではカルロヴ ィ ッ ツ 、 Ｋ ・ フ ォ

ン ・ マ ン ス フ ェル ト 、 ヘ ッ セ ン方伯フ ィ リ ッ プが連携 しつつ 、お もに妻カ タ リ ナ と Ａ ・

フ ォ ン ・ シ ェーンベル クの意図を体現した と思われるハ イ ン リ ヒ の遺言を拒否する方向で

モー リ ッ ツに助言を行った 。ハ イ ン リ ヒ の当主就任後シェーンベル ク と対立 し 、 ハ イ ン リ

ヒ と の不和も あ って アルベル ト家を去ったカル ロヴ ィ ッ ツはアルベル ト家か らハ イ ン リ ヒ

の影響を排除し よ う と し 、 フ ィ リ ッ プ と Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト はシ ュマルカルデン

同盟 メ ンバー と してモー リ ッ ツ を同盟に引き入れる こ と を意図して行動した 。

フ ィ リ ッ プがモー リ ッ ツ を自身の陣営に引き込 も う と し ていたのは婚姻政策から も う か

がわれる 。 フ ィ リ ッ プはゲオル ク存命中からモー リ ッ ツ と自身の娘を結婚させる こ と を画
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策していた
(148)

。 特にゲオル クが死亡し 、プ ロテ ス タ ン ト のハ イン リ ヒ が後を継ぐ と 、 フ ィ

リ ッ プはすでにカレンベル ク Kalemberg のエー リ ッ ヒ 2 世に嫁すこ とが決ま っていた娘ア

グネスの婚約を破棄し 、 モー リ ッ ツに嫁がせる との意向を官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲに通達して

いる
(149)

。 つ ま り 、 当主の義父 とい う立場からアルベル ト家に影響を及ぼそ う と考えていた

フ ィ リ ッ プか らすれば 、モー リ ッ ツ ・ ア ウ グ ス ト 兄弟によ る アルベル ト家の分割統治を望

んでいたカ タ リ ナ と Ａ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベル クの存在は目障 り な ものであった 。 こ の 2

人をアルベル ト家の中枢から遠ざけ る との思惑で 、 フ ィ リ ッ プ と Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェ

ル ト 、 それにカルロヴ ィ ッ ツは一致してお り 、 ハ イ ン リ ヒ の遺言を巡る一連の動きの中で

つねに三者は連携を してモー リ ッ ツに働きかけ 、 その結果と し て 三者の望み通 り 、 ハイン

リ ヒ の影響を排除して 、 モー リ ッ ツに よ る単独統治の実現に成功し 、 Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス

フ ェル トは全権を委任された代理に任命されたのだった 。

カルロヴ ィ ッ ツがモー リ ッ ツに大きな影響を与えていた一方で 、モー リ ッ ツの側 もカル

ロ ヴ ィ ッ ツ を頼 り に し 、当主就任直後の 1541 年 9 月 21 日に Ｐ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト

Philipp von Mansfeld と Ｈ ・ Ｇ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト Hans Georg von Mansfeld に宛てて

「 カルロヴ ィ ッ ツ を あなたたちへの奉仕から解放していただ きたい 。私は彼の助力を必要 と し

ているのです」 と 書簡を送っている
(150)

。

ただ し 、 カル ロ ヴ ィ ッ ツは フ ィ リ ッ プに臣従していたわけではな く 、 2 人は思想信条に

おいて決して一枚岩ではなかった 。 1541 年 9 月 20 日にはフ ィ リ ッ プか ら 「 教皇は教えにお

いて永続的な存在ではない 。 （ 中略 ） カル ロヴ ィ ッ ツは自宅で ミサを行ってい る と聞いた 。 そ

れは福音の純粋さか らはなれているのではないか」 と モー リ ッ ツに問い合わせ
(151)

があ り 、 そ

れに対してモー リ ッ ツは 「 カル ロヴ ィ ッ ツが自宅で ミ サを行ってい るのは事実であ る し 、や

め させ る こ と は出来ませんが 、余 と と も にい る時にはそれを許し ません」 と 返答 した
(152)

。 カ

ルロ ヴ ィ ッ ツ の カ ト リ ッ ク 信仰 、親教皇的な態度が若きモー リ ッ ツ に影響を及ぼすのを

フ ィ リ ッ プは恐れていた と考え られ る 。 こ のや り取 りはカル ロヴ ィ ッ ツのモー リ ッ ツへの

影響力の大き さ を物語る と同時に 、他領邦の君主から見て もアルベル ト家においてカルロ

ヴ ィ ッ ツの存在感が際立っていた こ と を示 してい る 。 モー リ ッ ツの治世当初において 、 カ

ルロヴ ィ ッ ツ と フ ィ リ ッ プはあ る面では緊張をは らみなが ら も 、利害が一致する限 りにお

いては協同してモー リ ッ ツに働きかけていたのである 。

② 　 『 訓令 』 に指名された顧問官の職務

モー リ ッ ツが当主に就任した後 、諸身分の利害を代表し 、君主を掣肘する存在 と し ての

顧問官の影響力が強まった 。 その状況に変化が起きたのは 、 アルベル ト家に よ るエルネス

ト 家への侵攻 と占領後の統治機構再編の過程においてであった 。

第 1 章で検討した通 り新旧 『 訓令 』 の あいだには発布された背景に相違があった 。 それ

では 、新旧 『訓令 』 で任命 された顧問官の具体的な顔ぶれ 、職務内容はどのよ う に変化し

ているのだろ う か 。 その変化については当該時期のアルベル ト家の中央統治機構を研究し

たＲ ・ ケチ ュケ 、 Ｗ ・ オーンゾルゲ と もに言及していないが 、顧問官たちの役割の変化を

検討する こ とは当時のアルベル ト家における領邦統治の発展を考える う えで重要な意義を
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持つ と思われる 。具体的には新旧 『訓令 』 に現れる留守を預かる顧問官の活動を分析する

こ と で彼 らの担っていた役割の変化を検討する
(153)

。

　 1547 年の旧 『訓令 』 に よ って任命 された ト ルガ ウの顧問官の顔ぶれを見る と 、 8 名の う

ちオ ッセは元来アルベル ト家に仕えていたがその後エルネス ト家の官房長 とな り 、 1545 年

アルベル ト 家に復帰 し た人物であ る
(154)

。 Ｄ ・ フ ォ ン ・ シ ュ タ ル シ ェーデル Dietrich von

Starschedel、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ア イ ン ジーデル Heinrich von Einsiedel、 Ｂ ・ フ ォ ン ・ ヒ ル シ ュ

フ ェル ト Bernhart von Hirschfeld の 3 名は 47 年にエルネル ト家を離れ 、アルベル ト家に臣従

し てい る
(155)

。 残 り の 4 名については 、 42 年 5 月 26 日にモー リ ッ ツが対 ト ル コ戦争で不在

の時に留守を預ける者 と して任命した顧問官のなかにすでに名前が挙がっている
(156)

。 彼 ら

8 名はモー リ ッ ツの治世当初よ り アルベル ト家の中央統治に深い関わ り を持っていた顧問

官 （ 4 名 ） 、新たにエルネス ト家か らやって来た顧問官 （ 3 名 ） 、 それにアルベル ト 、 エル

ネス ト両家の内情を熟知していたオ ッセ とい う顔ぶれになっている 。

　 他に トルガ ウの顧問官の特徴 と して挙げられるのは 、彼 らが君主に仕える顧問官 とい う

よ り 、 諸身分 と し ての性格を色濃 く有 してい る点である 。 その こ とは彼 らがモー リ ッ ツに

宛てた書簡の中で 「 皇帝 との同盟よ り も 、ベー メ ン王 との古 くか らの親密な関係を重視するべ

きであ り ます 。ザ クセンはブ ランデンブル ク 、ヘ ッセン と も累代の同盟関係にあ り 、他の同盟

者の関知な く別の同盟に加入する こ とは出来ません」 と 皇帝陣営に接近しすぎ るモー リ ッ ツ

への危惧を述べている こ と か ら も明 らかであ る
(157)

。 ま た 、 1547 年 10 月にアルベル ト家の

有力な顧問官 E・ フ ォ ン ・ ミ ルテ ィ ッ ツが 、エルネス ト家当主 J・ フ リ ー ド リ ヒ の息子たち

の こ とについて助言を請 う ために トルガ ウの顧問官の う ち 5 名を招集している こ と
(158)

から

も彼 らが単にモー リ ッ ツの 留守を預かるためではな く 、諸身分の代表 と して戦後処理を行

う ために任命された こ とが う かがわれる 。

その諸身分 と しての性格の強さゆえに トルガ ウの顧問官たちはその任を解かれた と考え

られ る 。すでに述べたよ う に 、従来の解釈では トルガ ウか ら ヴ ァ イセン フ ェルスへの宮廷

の移転 と顧問官の構成員の変化についてはモー リ ッ ツの 「 慈悲 」 に よ る と解釈 されていた 。

し か し 48 年 3 月 3 日のヴ ァ イセ ン フ ェル スの顧問官か らの書簡に 「 （ ト ル ガ ウか ら ヴ ァ イ

センフ ェルスへの ） 宮廷の移転は 8 日遅れて行なわれま した 。顧問官たちの意思に反して移転

が行なわれたか らで あ り ます 」
(159)

と 述べ られてい る こ と か ら 、 モー リ ッ ツ は表向 き 「 慈

悲 」 をほど こす よ う な態度を と り なが ら も 、事実上 トルガ ウの顧問官たちを解任した こ と

が うかがわれるのであ る 。 こ の こ と も 、 彼 らがモー リ ッ ツに仕える顧問官 と して よ り も 、

戦後処理のために臨時に任命された 、 よ り諸身分に近い存在であった こ と を裏書してい る 。

なお 、 ト ルガ ウの顧問官たちは戦後処理に一通 りのめどがついて解任された後アルベル ト

家の政策において目立った活動を しな く な ってい く 。

　 ヴ ァ イ セ ン フ ェルスの顧問官の顔ぶれであるが 、彼 らは官房長官 Ｓ ・ ピ ス ト リ ス 、 Ｗ ・

フ ォ ン ・ コ ラー 、 Ｂ ・ フ ォ ン ・ ヒ ル シ ュ フ ェル ト以外の 5 名については 『新訓令 』以前に

は史料上にほ とんど名前があ らわれない 。彼 らはモー リ ッ ツに よ って新たに登用され 、中

央統治に関わる よ う になった こ と が 分かる。 も う １ つ注目すべき点 と し ては 、 ト ルガ ウの

顧問官たちは居住地に関係な く選ばれていたの とは対照的に 、 ヴ ァ イセ ン フ ェルスの顧問

官の多 くがヴ ァ イセン フ ェルスか 、 ヴ ァ イセ ン フ ェルスの属するチュー リ ンゲン ・ ク ラ イ

スに居住してい る こ と であ る 。彼 ら ヴ ァ イセン フ ェルスの顧問官は 、戦後処理 といった臨
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時の職務を帯びていた トルガ ウの顧問官 とは異な り 、顧問官それぞれが近隣に居住して密

に連絡を取 り合い 、日常的にヴ ァ イセン フ ェル スで統治を行 う こ と を前提にして任命され

たのである 。

　 ではヴ ァ イセンフ ェルスの顧問官は実際にはどのよ う な活動を していたのだろ う か 。 48

年 7 月 2 日 に は Ｈ ・ フ ォ ン ・ ゲ ル マ ー ル Hans von Germar 、 Ｈ ・ キ ー ゼ ヴ ェ ッ タ ー

Hieronimus Kiesewetter、 それにＷ ・ フ ォ ン ・ コ ラーがマ イセ ン領邦議会にモー リ ッ ツの代

理 と し て出席してい る
(160)

。 ま た 10 月 18 日にはコ ラーがカール 5 世によってプ ロテ ス タ ン

ト に課 された仮信条協定を巡って神学者 との協議を行ってい る
(161)

。 さ ら に 12 月 27 日に顧

問官 B・ フ ォ ン ・ ヒ ル シ ュ フ ェル ト 、 Ｗ ・ フ ォ ン ・ コ ラー 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ゲルマールがマ

クデブル ク攻囲をめぐ る協議にモー リ ッ ツ側の代表 と して出席している
(162)

。 こ の時期モー

リ ッ ツは仮信条協定受け入れを拒否していたマ クデブル ク を攻囲するなど 、皇帝に近い立

場を と っていたが、 諸身分は 47 年 7 月に行われた協議においてモー リ ッ ツが皇帝に接近す

る こ と を警戒する立場を表明していた
(163)

。 その中で上述の顧問官たちはモー リ ッ ツの意見

を代表して仮信条協定に関する協議に参加している 。 こ の よ う に ヴ ァ イセン フ ェルスの顧

問官たちは諸身分を代表していた トルガ ウの顧問官たち と異な り 、お もにモー リ ッ ツの意

志を代表するかたちで領邦統治に関わっていた こ と が 分かる。 その こ と か ら もむ し ろ諸身

分に近い意見を持っていた トルガ ウの顧問官 との役割の違いは明らかであ る 。前節で新旧

『 訓令 』 の内容分析 と発布の背景から 、 『 新訓令 』発布の時点で戦後処理が一区切 りつい

たのだ 、 と述べたが 、新旧 『 訓令 』 に あ らわれた顧問官の顔ぶれの変化もその事実によ る

もの と思われる 。

　 47、 48 年の新旧 『訓令 』 にモー リ ッ ツ即位当初の 42 年 5 月 26 日に発布された 『 訓令 』

を く わえて考察する と 、 42 年には留守を預かる顧問官にもそれぞれ別の職務が割 り当て ら

れてい る 。 し か し 、 戦後処理のために任命 された 『 旧訓令 』 の顧問官たちだけでな く 、

『 新訓令 』 の顧問官も 、 モー リ ッ ツ不在のアルベル ト家を統治する以外に何の職務も担わ

されてはいない 。つま り留守を預かる者 と他の職務を担 う者 との役割分担が進んでいる こ

と が分かる 。 こ こ か ら 、 47 年頃を境にモー リ ッ ツの領邦統治 と家政の分離が起こ り始めた

と 考え る こ と が出来る 。 こ の動 き と連動して 、本来は 「君主の助言者 」 と し て必要が生じ

た際にそのつど任命されていた顧問官が 、 「 君主の官吏 」 と し ての顧問官 とい う性格を強

めていったのではないか と考え られる 。

第 2 節 　ヘ ッセンの中央統治における顧問官

1. 　 ヘッセンにおける官房の位置付け

　

第 1 章でも触れたが 、 こ こ でヘ ッセンの 『 法令 』 に規定 された官房位置付けの変遷をお

さ ら い してお く 。 1500 年にオーバーヘッセンのヴ ィルヘルム 3 世が死亡し 、空位 とな った

オーバーヘ ッセ ン方伯の地位を継いだニーダーヘ ッセ ン方伯のヴ ィルヘルム 2 世に よ り

ヘッセンは統一された 。その後 1501 年に統一されたヘ ッセンの も とで初の 『宮廷令 』 が発

布された 。条文中で官房に属する ものたちの名は挙がっているが 、彼 らの具体的な職務や

官房の役割に関しては記述がな く 、 1501 年 『宮廷令 』は食事の際の席順など 、お もに宮廷
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における作法が規定された 。次いでヴ ィルヘルム 2 世の死後 、 1513 年にも 『 宮廷令 』 は発

布されているが 、 こ ち ら も宮廷に出入 りす る貴族の家臣や馬の食事に関する費用について

規定しているのみであ る 。 こ の時点で宮廷は領内貴族の社交場 と し ての性格が強 く 、政策

を決定する中央統治機関 と しては認識されていなかった こ とが う かがわれる 。

　 ヘ ッ センにおいて宮廷が中央統治の中枢である と規定 されたのはフ ィ リ ッ プに よ る親政

開始後の 1522 年 『宮廷令 』 に よ ってであ り 、 こ の時点ではじめて官房に関する規定もあ ら

われる 。 そ こにはフ ィ リ ッ プが官房長 J・ フ ァ イ ゲ と宮廷顧問官 Ｂ ・ シ ュ ラ ウ テ ンバ ッハ

Balthasar Schrautenbach 臨席の も と自 ら書簡を開封 し 、 その後にフ ァ イ ゲ と シ ュ ラ ウ テ ン

バッハが他の顧問官に報告する 、 と規定 されている 。

1522 年 『官房令 』はその他 、宮廷顧問官は午前中に官房における協議に出席し 、助言を

行 う こ と 、 秘書 、書記は所定の時間に官房に出勤し 、命令を待つこ と 、官房長の職務は官

房職員の不足を満たし 、面倒をみる こ と であ る と規定してい る 。官房において宮廷顧問官

出席の協議は行われていた とわか る ものの 、書簡はフ ィ リ ッ プ自 ら開封し 、命令な しに誰

も開封してはな らない と規定 されている こ と か ら 、領邦統治においてフ ィ リ ッ プの権限が

強力であった こ とが う かがわれる 。

ま た 1522 年 『 宮廷令 』 の規定を見るかぎ り 、 官房はあ く ま で文書を作成し 、保管する

「 場 」 、 領邦行政の中心である フ ィ リ ッ プや宮廷顧問官によ る協議の 「場 」 と し て存在す

るのみであって 、官房自体が領邦統治において積極的な機能を果たしていた様子は うかが

われない 。 さ らに 官房長フ ァ イゲは 1522 年 『宮廷令 』 において宮廷顧問官の一員 と して名

が挙がっているが 、彼は 1514 年の官房長就任以降 、お もに外交方面で活躍してお り 、官房

で開催される宮廷顧問官の協議にどの程度臨席しえたのか不明である 。

　 では 、単な る文書の保管庫 、宮廷顧問官の会議室 と してのみ存在していた官房が領邦統

治の中心 と して整備されたのはいつのこ とであったのか 。注目すべきは 1535 年 9 月 5 日に

出された 『 カ ッ セルの廷臣 リ ス ト Verzeichnet hofspersonen zu Cassel』 で あ る
(164)

。 リ ス ト の

中で以前の 『宮廷令 』 では 「 宮廷顧問官 」 の項目に名の挙がっていた方伯の代理 Statthalter

であ る Ａ ・ ラ ウ Adolf Rau と 官房長フ ァ イ ゲが 「 官房 」 に属する もの と し て分類 された 。

方伯の代理たる Ａ ・ ラ ウ と 、 その外交活動においてヘ ッセンの顧問官の中でも傑出した存

在であったフ ァ イ ゲが直接的に官房に属する よ う になった こ と で 、 それまで単なる文書保

管の 「場 」 、 領邦統治に関する協議の 「場 」 で しかなかった官房が行政機関 と し ての機能

を付与された 。

さ ら に従来の 『 宮廷令 』 、 その他の法令 、 リ ス ト においては列記された廷臣の中で必ず

筆頭に並んでいた宮廷顧問官の名が 、 この 『 リ ス ト 』 の中では官房職員よ り も後におかれ

ている 。 この こ と も領邦統治における官房 と宮廷顧問官の位置付けに変化があった こ と を

あ らわ している と考え られる 。第 1 章でも言及した 1536 年の 『給料表 』 においては 、 「 宮

廷顧問官 」 の称号が消え 、 あ らたに 「 代理 と顧問官 Statthalter und Räte」 の項目が う まれた。

彼らの顔ぶれの中にはかつて宮廷顧問官 と して廷臣の筆頭に名を連ねていた貴族たちに混

じ って 、以前は官房職員 と して分類されていた市民出身の学識者の名が見られる 。 それま

でヘッセンで権力を握 り 、領邦統治を行っていた宮廷顧問官 と 、彼 らに文書や協議の場を

提供していた官房がひ とつに統合され 、ヘ ッセンの領邦統治における中枢を担 う行政機関

と し て再編成された と考え られる 。
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ヘッセンにおいてそのよ う な統治機構の再編成を促したのは 1531 年のシュマルカルデン

同盟結成であった 。同盟の結成でプロテ ス タ ン ト 諸侯の盟主 となったフ ィ リ ッ プ と皇帝を

中心とするカ ト リ ッ ク陣営 との緊張関係は一気に高まった 。 フ ィ リ ッ プは 1534 年にハプス

ブル ク家か ら武力によってヴ ュルテンベル ク を奪還しているが 、 その際自身の留守を預け

る ためにカ ッセル とマールブルクに残した代理 と顧問官に宛てて訓令を出している
(165)

。 こ

のよ う な訓令の発布は以前には例がな く 、 カ ト リ ッ ク陣営 との武力衝突によ る遠征で自身

が領内を留守にする 、 あ るいは戦闘において死亡する可能性を考慮し 、自分がいな く て も

領内の統治が遅滞な く行われる よ う統治機構の整備をする必要があった 。詳 し く は後述す

るが実際にフ ィ リ ッ プが皇帝によ り捕え られ 1547 年から 5 年間の幽閉生活を余儀な く され

た際 も 、 フ ィ リ ッ プの代理であ る息子ヴ ィルヘルム 4 世 と顧問官たちによ って領内の統治

は円滑に行われた 。

次いで 、ヘ ッ セ ンの官房周辺で結ばれた姻戚関係について検討を加え る （ 巻 末図を参

照 ） 。 ヘ ッ センの官房周辺で特定家系によ る姻戚関係が築かれ 、官房長がなかば世襲的に

彼らの家系から輩出された こ とについてはＦ ・ グン ド ラ ッハがすでに指摘してい るので 、

それに則 り 、概要を述べる 。 こ の姻戚関係はレルスナー家 、 ヌ ス ピ ッ カー家 、 フ ァ イゲ家

に よ っ て結ばれた 。 まず 、 1530 年にヘ ッセ ンの財務長 Kammermeister であ った Ｇ ・ ヌ ス

ピ ッ カーの娘エ リーザベ ト が後に官房長に就任する Ｈ ・ レ ル スナー と結婚 した 。 その後

1535 年には同じ く Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カーの娘カ タ リナが官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ と結婚する 。 なお

フ ァ イ ゲは 2 度目の結婚であった 。 こ こ までが三家によ る姻戚の第 1 世代である 。第 2 世

代では Ｊ ・ フ ァ イ ゲの甥が副官房長にな り 、 Ｈ ・ レル スナーの姪が官房長 Ｊ ・ ハ イ ン ツ ェ

ンベルガー Johann Heinzenberger と 結婚 した 。 その後の第 3 世代では 4 名の官房長が名を連

ねている 。

第 1 世代が関係を結びはじめた 1530 年にはすでにＧ ・ ヌ ス ピ ッ カーはこの世にな く 、 レ

ルスナー家やフ ァ イゲ家 と ヌ ス ピ ッ カー家の仲を取 り持ったのはヌ ス ピ ッ カーの同名の息

子で あ っ た と 考 え ら れ る 。 Ｈ ・ レ ル ス ナーの父ルー ト ヴ ィ ヒ は ヘ ッ セ ン の財務書記

Kammreschreiber であ り 、 ヌ ス ピ ッ カー とは上司 、部下の関係にあった 。 そ して 、息子であ

る Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カー と Ｈ ・ レル スナーは と もに官房に仕える職員であった 。 こ の よ う な繋

が りか らは じめにヌ ス ピ ッ カー家 と レルスナー家 との姻戚関係が成立した と考え られ る 。

また Ｊ ・ フ ァ イ ゲは Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カー （ 父 ） と と も にヘ ッセンの宮廷顧問官であ り 、 そ

の時から両家に接点はあった 。 ヌ ス ピ ッ カー （父 ） が 1525 年に死去してか ら 、両家の接点

が復活したのは 、官房が中央統治機構の重要な行政機関 と し て再編され る過程で 、宮廷顧

問官であ り官房長の Ｊ ・ フ ァ イ ゲ と官房職員であった Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カー （ 息子 ） が と も に

直接的に官房に属する よ う にな った 1530 年代前半頃だった と考え られ る 。 そ し て 1535 年

にフ ァ イゲはヌ ス ピ ッ カー家の娘 と結婚した 。 これ らの三家によ る第 1 世代の姻戚関係の

形成の後 、官房長の職はこの三家の関係者で占められる こ と と な る 。

この姻戚関係で注目すべきは この関係が形成されはじめたのが 1530 年年代以降だ とい う

点である 。 それは 1531 年のシュマルカルデン同盟の結成によ り 、ヘ ッセンの統治機構が整

備され 、領邦内において官房の重要度が増した時期 と軌を一にしている 。

も し も官房 とい う場を通 じて 、学識を有し 、市民出身である職員同士が接近して姻戚関

係が結ばれたのであれば 、官房が設置されて しば ら く後には官房職員の間で この よ う な姻
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戚関係が結ばれるはずである 。 しか し 、ヘ ッセンにおいては官房が領邦統治の中心 と し て

明確に位置付けられ 、権力の中枢に近づいてはじめて この よ う な関係が結ばれたのであっ

た 。 これは官房周辺に仕える市民出身の学識者が姻戚関係を通じて自覚的に 「貴族化 」 の

方向へ向かったのだ と評価出来る。

2.　 ヘッセンの中央統治における顧問官の活動

ヘッセンではすでに述べたよ う にヴ ィルヘルム 2 世の死後 、 フ ィ リ ッ プの後見役を巡っ

てフ ィ リ ッ プの母アンナ との抗争に敗れた諸身分の権限は他の領邦 と比較して弱体であ り 、

教会財産の処分に関して も諸身分の意向をそれほど考慮せずに自身の裁量で決定する こ と

が出来た
(166)

。 そのため 、 26 年にフ ィ リ ッ プが宗教改革を導入するにあたって招集した 1 回

をのぞいては 、 1519 から 32 年まで領邦議会が開催される こ とはなかった 。

その後 、皇帝側 との武力衝突の可能性が現実味を帯び 、宮廷の運営にかかる費用が増大

するにつれて 、諸身分への課税のために領邦議会が招集 され る よ う に な る 。 34 年 4 月 22

日に開催されたフ ェルデ ィナン ト と の開戦に と も な う 「 遺言 」 に関する領邦議会では 、顧

問官を含む 27 名の人物が連名で 「 遺言 」 の内容を確認してい る
(167)

。 領邦議会の議決に際

し て貴族や顧問官が連名でその内容を保証する といった こ とは以前の領邦議会では見られ

ない こ と であった 。 この時点で戦闘によ る フ ィ リ ッ プの死亡が想定され 、顧問官や領内の

主だった貴族に単にフ ィ リ ッ プの補助をする以上の役割が期待された 。 そ して 、 フ ィ リ ッ

プの投獄によ り方伯の不在が現実のもの と な った後は長子ヴ ィルヘルム 4 世を中心 と し て 、

代理Ｒ ・ シ ェ ン ク Rudolf Schenk、 官房長 Ｔ ・ ギ ュ ンテ ローデ と顧問官によ る合議体制によ

り 内政を行ってい く こ と と な った 。

フ ィ リ ッ プ不在の時期に領邦議会は都合 9 回開催されてい るが 、 その う ち 7 回が代理で

あ る Ｒ ・ シ ェ ン ク と顧問官の名において招集されている
(168)

。 シ ュマルカルデン戦争に破れ、

フ ィ リ ッ プが皇帝側に捕え られ投獄 された 47 年の段階でヴ ィルヘルム 4 世はまだ 15 歳で

しかな く 、 名目上は摂政 と して政策の最高責任者であった とはいえ 、 フ ィ リ ッ プに代わ り 、

実際に政策を執行していたのは代理 、官房長を中心 とす る顧問官たちであった 。 フ ィ リ ッ

プ投獄とい う不測の事態によ り 、君主が一時不在になったが 、 フ ィ リ ッ プが 34 年に発布し

た訓令に基づき 、顧問官によって内政は滞 りな く行われていた
(169)

。

なお 、 フ ィ リ ッ プ不在時に官房長を務めていたギ ュ ンテ ローデはフ ィ リ ッ プが解放され

る前 （ 1550 年） に 死亡す るが 、 フ ィ リ ッ プ不在に も関わ らず 、時 をおかずにＨ ・ レ ル ス

ナー Heinrich Lersner が官房長に任命され
(170)

、 内政が停滞する こ とがなかった事実から も 、

代理 と官房長を中心 とする顧問官たちに よ る統治が円滑に機能していた こ とが う かがわれ

る 。 Ｈ ・ レル スナーが速やかに官房長に任命されたのは 、彼がヘ ッセンの官房周辺に築か

れていた姻戚関係の一部をなすレルスナー家の人物であったためであろ う 。

こ の よ う に フ ィ リ ッ プ不在時のヘッセンは 、 フ ィ リ ッ プの息子ヴ ィルヘルム 4 世を取 り

巻 く顧問官たち と 、官房周辺に形成された 「 貴族化 」 し た市民出身の学識者によって遅滞

な く運営されていた 。

以上の考察 と 1534 年以降顧問官の名が領邦議会文書の署名中に見られる よ う にな り 、 こ
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の時期以降アルベル ト家ザ クセン との関係において も顧問官たちが重要な役割を果たすよ

う に な ってい く こ と を考慮に入れるな らば 、 1531 年のシュマルカルデン同盟結成を受け 、

官房が中央統治機関と して整備され 、それが法的にも明確になった 1530 年代半ばが顧問官

の位置付けの変遷を考える う えでひ とつの画期になったのではないだろ うか 。

Ａ ・ コー ラーは 1524 年に宮廷裁判所が常設の機関 と して設置された こ とが学識者の台頭

のきっかけ と な り 、 ヘ ッセンにおける領邦近代化の画期になった と述べているが
(171)

、 領内

の機関が整備された こ と が直接的に学識者台頭の指標になるのではな く 、 それだけでは条

件のひ とつが整え られたにすぎない 。実際には他領邦 との関係の変化 、周囲の政治状況が

外交交渉における学識者の台頭を促した事実は指摘してお く 。 その こ と を考え るな らば 、

君主を掣肘する存在 と し て顧問官に注目し 、彼 らがいかな る政治的グループを形成してい

たのかの解明に主眼をお く従来の研究が等閑視しがちであった内政 、外交における顧問官

の具体的な職務を検討する こ とは 、領邦の 「近代化 」 を考察する う えで重要な意義を持つ

と考え られる 。

第 3 節 　バ イエルン 、ハプスブル ク家の中央統治における顧問官

1. 　 バイエルンにおける官房の位置付け

すでに述べたよ う に 、 アルベル ト家ザ クセン 、ヘ ッセンの官房においては 16 世紀初頭か

ら市民出身者が官房長を務めた 。 アルベル ト家 とヘ ッセンの官房長は 、領邦に関する文書

を管轄するのみな らず 、顧問官によ る会議の議長の職務を も与え られていた 。両領邦にお

いては文書を管理 、作成する官房 と領邦統治において政策決定に関わる顧問官の会議 とが

ひ とつの統治機構 と し て機能し 、官房がま さに領邦の中枢であった 。 それゆえ 、官房周辺

に特定家系 、あ るいは特定人物を中心 と した姻戚関係が結ばれ 、一定割合の官房長や官房

職員が特定家系の出身者 、特定人物の関係者に占められ る事態 とな り 、 市民出身の学識者

の 「貴族化 」 と も呼ぶべき現象が生じた 。

それに対して 、第 1 章の法令分析で明らか と な った よ う に 、バ イエルンにおいて 、顧問

官の議長役を務めたのは宮廷長であった 。 アルベル ト家 、ヘ ッセン とバ イエルン 、ハプス

ブル ク家に見られる特徴の違いは官房の性格や官房職員の周辺で生じ る婚姻関係にどの よ

う な相違を生み出すのだろ うか 。

バイエルンの官房長はアルベル ト家 、ヘ ッセン と同 じ く学識者で占められている
(172)

。 し

かし 、 その出自についてはおおむね市民出身者で占められている ものの 、 1514、 15 年には

アルプ レ ヒ ト 3 世の隠 し子 Ｊ ・ ノ イ ハ ウ ザー Johann Neuhauser(173)
が官房長に任命 さ れ 、

1519 年には Ｌ ・ フ ォ ン ・ エ ッ ク Leonhard von Eck が貴族 と して官房長の座に就いている
(174)

。

　 特にエ ッ クはバ イエルンの外交において大きな影響力を持った人物であった 。官房長で

あ る と同時に外交でも活躍した人物 と し てはヘ ッセンの Ｊ ・ フ ァ イ ゲに近いタ イプの官房

長である 。 フ ァ イ ゲが外交面で活躍を見せたのは 、ヘ ッセンにおいて統治機構が整備され 、

官房が領邦統治の中枢に位置付けられ る以前の 1530 年代半ばまでであった 。 そ こ か ら 、

エ ッ クが官房長である と同時に外交でも活躍しえたのは 、バ イエルンの官房が領邦の意思

決定において中心的な役割を担わず 、文書管理を主たる職務していた こ と が要因である と
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考えられる 。

こ の よ う な条件を備えたバイエルンの官房周辺では職員たちによ り どの よ う な姻戚関係

が築かれていたのかについて検討を加えてい く 。 ラ ン ツ ィ ンナーによ る顧問官の巻末 リ ス

ト を も と にバ イエルンの官房に仕える人物で 、妻の出自まで判明している ものを挙げる と

以下の通 りであ る 。

1. 　 Ｌ ・ フ ォ ン ・ エ ッ ク （ 生没 1480-1550 年 、貴族）

妻 　貴族出身の学識顧問官Ｄ ・ プ リー リ ンゲン Dietrich Plielingen の未亡人

2. 　 Ｈ ・ プ ロ ンナー Hieronymus Pronner（ 生没 ?-1585 年 、市民）

妻①市民出身の顧問官Ｅ ・ フ ェ ン ト Erasmus Fend の血縁

　 ②市民出身 、財務担当Ｋ ・ レル ヒ ェ ン フ ェルダー Kasper Lerchenfelder の血縁

3. 　 Ｗ ・ フ ン ト Wiguleus Hund(生没 1514-88 年 、貴族)

妻①顧問官 ・ イ ン ゴルシュ タ ッ ト 大学教授 Ｊ ・ シ ュ ワプ Johann Schwab の未亡人

　 ②バ イエルン貴族の娘

　 ③バ イエルン貴族の娘

4. 　 Ｈ ・ カ イ ス Hieronymus Keiss(生没 ?-1588 年 、市民)

妻 　市民出身の学識顧問官 Ｊ ・ ア ウエルバ ッハ Johann Auerbach の娘

5. 　 Ｃ ・ ア イゼンハ イマー Christoph Eisenheimer（ 生没 1523 頃-1589 年 、市民）

　 妻 　市民出身の学識顧問官Ｇ ・ シ ュ ト ッ クハンマー Georg Stockhammer の娘

6. 　 Ｈ ・ Ｇ ・ ヘルヴ ァル ト Hans Georg Herwarth（ 生没 1553-1622 年 、市民）

　 妻 　 ヴ ァ ッサーブルク市長の娘

7. 　 Ｊ ・ ド ン ナースベルク Joachim Donnersberg（ 生没 1561-1650 年 、市民）

　 妻 　市民出身の財務長Ｋ ・ ケ ッ ク Karl Köck の娘

　 こ の よ う に 、官房周辺や顧問官 、財務関係者のあいだでい く らかの姻戚関係は結ばれて

いるが 、特定の時期以降 、あ るいは特定人物を中心に関係が気付かれている様子は うかが

われない 。 16 世紀後半以降市民出身者同士の婚姻は行われたが 、相手は顧問官であった り 、

財務関係であった り 、 市長の娘であった り と一定せず 、官房周辺で市民出身者の貴族化 、

官房に関する職の事実上の世襲化 といった事態は起きていなかった こ とがわかる 。 これは

バイエルンにおける官房が 、お もに文書を管理する部局 と し て機能してお り 、領邦統治に

おける意思決定を行 う顧問官の会議を司会したのが宮廷長であった こ と に関連がある 。バ

イエルンにおいて官房はアルベル ト家やヘ ッセン と比較して 、権力の中枢から遠かったた

め 、官房周辺で市民出身者の貴族化が進行しなかった と考え られる 。  

　

2.　 ハプスブルク家における官房の位置付け

第 1 章の法令の分析で明 らか と な っ た よ う に 、 ハプ スブル ク家で発布 された 1527 年 と

37 年の 『宮廷令 』 において官房長に任命されたのは Ｌ ・ フ ォ ン ・ ハ ラ ッハ と Ｂ ・ フ ォ ン ・

ク レ スであった 。両名については と もに 『 宮廷令 』 に名は挙がっている ものの 、 その職務

については何ら規定されておらず 、 事実上官房長 と し てほ とんど機能しなかった と考え ら

れ る 。 ま た 、 ハ ラ ッ ハの以前に官房長であ っ た Ｐ ・ ボ ノ モ Pietro Bonomo(175)
と Ｂ ・ フ ォ
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ン ・ ク レ スは と もに貴族出身の聖職者であった 。 その後 、ハプスブル ク家の官房長にも市

民層出身の学識者が登用される よ う にな る 。 なお 、 Ｂ ・ フ ォ ン ・ ク レ ス以後 、 フ ェルデ ィ

ナン ト 1 世の退位 （ 1564 年 ） ま での歴代官房長 （副官房長 Reichsvizekanzler） は以下の と

お りであ る 。

1. 　 Ｇ ・ ギーンガー Georg Gienger　 (生没 1485 年-? 、 官房長 1528-39 年)。

2. 　 Ｊ ・ ヨ ナ ス Jakob Jonas　 (生没 1500 年頃-1558 年 、官房長 1544-58 年)。

3. 　 Ｇ ・ Ｓ ・ ゼル ト  Georg Sigmund Seld（ 生没 1516-65 年 、副官房長 1558-63 年 ） 。

4. 　 Ｊ ・ Ｂ ・ ヴ ェーバー Johann Baptist Weber（ 生没不明 、副官房長 1563-1577 年 ） 。

5. 　 Ｊ ・ Ｕ ・ ツ ァ ジ ウ ス  Johann Ulrich Zasius（ 生没 1521-70 年 、副官房長 1564-70 年 ） 。

　 彼 らの出自を述べる と ギーンガーは学識貴族 、 ヨナ スは農民出身 、残 り の 3 名は市民出

身者であった 。ハプスブル ク家の官房において貴族以外の階層出身者が官房長に任命され

る よ う にな るのは Ｊ ・ ヨ ナ ス以降である 。 なお 、彼 らはすべて ド ク ターである 。

本章の 1、 2 節でザクセン 、ヘ ッセンの官房においては官房が領邦統治の中心 と して規定

され 、市民出身の学識者が官房の職員 と して登用 され る よ う にな る と直ちに市民出身の官

房長や職員同士で姻戚関係が結ばれ 、彼 らが官房長や書記の座の多 く を占めてい く事実を

指摘した 。ハプスブル ク家では市民が官房長に任命される よ う になってザ クセン 、ヘ ッセ

ン と同様の動 きが見 られたのだろ う か 。 それ を明 らかにす るために歴代官房長 （ 副官房

長 ） の婚姻関係について検討を加えてい く 。

まず Ｇ ・ ギーンガーであるが 、彼は市民出身の帝国収税長官 Reichspfennigmeister であ り

ハプスブル ク家の宮廷顧問官Ｇ ・ イ ルズン ク Georg Ilsung の姉も し く は妹 と結婚した
(176)

。

Ｊ ・ ヨ ナ スは 1530 年頃にシ ュ ト ゥ ッ ト ガル ト市長Ｍ ・ ア イゼング ラ イ ン Martin Eisengrein

の娘 と結婚 し
(177)

、 Ｇ ・ Ｓ ・ ゼ ル ト は 1543 年に ラ ン ツ フー ト の官房長の娘 と結婚 し てい

る
(178)

。 ま た 、 Ｊ ・ Ｂ ・ ヴ ェーバーの妻は夫亡き後 、 Ｊ ・ Ｗ ・ フ ラ イ マ ン Johann Wolfgang

Freymann と 再婚 し 、 フ ラ イ マ ンは後にハプ スブル ク家の副官房長 と な っ た
(179)

。 最後に

Ｊ ・ Ｕ ・ ツ ァ ジ ウ スは 3 度目の結婚でバイエルン公ヴ ィルヘルム 5 世の妻に仕える女性 と

結婚した
(180)

。 ノ ー フ ラ ッチ ャーによれば 、 これ以外にも官房に仕えた Ｚ ・ フ ォ ン ・ ゼルン

タ イ ン Zyprian von Serntein（ 生没 1457 年頃 -1524 年） と Ｋ ・ シ ュ ト ゥ ル ツ ェ ル Konrad

Stürzel（ 生没 1433-35 年-1503 年） の あいだに も姻戚関係が結ばれた
(181)

。

ハプスブル ク家に仕える者たちの姻戚関係について 、 ノーフ ラ ッチ ャーは特に官房 と財

政に関わる者たちのあいだで婚姻関係が盛んに結ばれたこ と を指摘している 。 その よ う な

事態が進展した要因 と して 、領邦統治における職務内容の専門分化が進んだこ とで 、 それ

に携わ る者たちが職務遂行の中で共通のエー ト ス を獲得 していった こ と が大 き な意味を

持った と述べている
(182)

。 さ ら に財政 、官房 といった専門職の就 く者たちの出自や学識にお

ける共通点も彼らの結束を強めていった とい う 。

た しかにハプスブル ク家に仕えた歴代官房長たちの結婚を見る と 、婚姻を通じて特定の

人物 ・家系 と関係のある者ばか りが官房長に就任する とい う状況はな く 、 官房周辺で姻戚

関係を結んだ特定の家系から多 くの官房長や職員が輩出される とい う状況 もなかった 。ハ

プスブル ク家の官房周辺の職員における姻戚関係の形成は 、アルベル ト家ザ クセンやヘ ッ

センの よ う な市民層出身の学識者の 「貴族化 」 と い うべ き動 きにつながる こ とはなかった 。

こ の相違点を生む要因は各領邦の領邦統治における官房の位置付けの違いにある と考え ら
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れる 。

すでに述べたよ う にアルベル ト家ザ クセンやヘ ッセンにおいては宗教改革期を経て 、官

房長を中心 とす る顧問官たちに よ る合議制が形成され 、官房が領邦統治の中心 と し て位置

付けられていった 。 アルベル ト家ザ クセンでは ラ イプツ ィ ヒ大学法学部の改革の成果 と し

て Ｓ ・ ピ ス ト リ ス が官房長に就任して以降 、 ラ イプ ツ ィ ヒ 大学法学部や姻戚関係において

ピ ス ト リ ス に連なる人物が官房長に任命された 。

ヘッセンにおいて も 、官房周辺のレルスナー家 、 ヌ ス ピ ッ カー家 、 フ ェ イゲ家によ る姻

戚関係の形成 と この三家系から官房職員が多 く輩出 され る よ う にな るのは 、 シ ュマルカル

デン同盟の結成の影響を受け 、ヘ ッセンの内政において官房長 と顧問官によ る合議が行政

の中心に位置付けられてか らであった 。つ ま り 、 アルベル ト家 とヘ ッセンにおいては領邦

統治において官房の重要度が増して権力の中枢に近づいてのちにはじめて官房周辺で市民

出身者によ る姻戚関係が盛んに結ばれ 、彼 らはなかば世襲的に官房長の地位を受け継いで

い く こ と になったのであった 。

ハプスブル ク家の領邦統治における官房は第 1 章の 『官房令 』 に関する検討ですでに明

ら かになった よ う に あ く まで文書局 と し て規定されてお り 、領邦統治の中心は官房長では

な く 、 ホーフマルシャルを議長 とす る顧問官によ る合議であった 。 そのため 、ハプスブル

ク家の文書局 と しての官房は権力の中枢からは遠 く 、 アルベル ト家やヘッセンで起きた よ

う な学識者の 「貴族化 」 が生 じなかった と考え られ る 。 ま たハプスブル ク家の官房職員が

結んだ婚姻関係は必ずし もハプスブル ク家の官房内に と ど ま らず 、バ イエルンなどに も広

がっていた こ と か ら彼 らの結婚がハプスブル ク家の内部で権力を手にするための戦略的な

ものでなかった こ と を示 している
(183)

。

しか し ノーフ ラ ッチ ャーが示した よ う な市民出身の学識者に共通するエー ト スや専門的

な職務を通じて獲得された結束が彼らの姻戚関係を生み出した とす る説明はアルベル ト家

やヘッセンについては妥当せず 、学識者の台頭を直接的に領邦近代化の図式に当てはめる

こ とは出来ないであろ う 。

こ こ までで明 らかになった こ と を ま とめ る 。 まず 、 ゲオル ク治世のアルベル ト家であ る

が 、従来 、 この時期はゲオルクや特定顧問官の力が強 く 、 それによ り 、 各顧問官の専門分

化や合議体の形成が生じなかった と評価 されて きた 。 し か し 、 ゲオル クはヴ ィ ッ テ ンベル

ク大学創設に刺激を受け 、 ラ イプ ツ ィ ヒ大学法学部の改革に乗 り出 し 、 その結果 、 Ｓ ・ ピ

ス ト リ ス が官房長に就任した 。 これに よ り 、 アルベル ト家には官房長を議長役 とする顧問

官の合議体の萌芽が生まれた 。

　 アルベル ト家の内政における顧問官の位置付けについては 、ゲオル ク時代には彼らの役

割はそれほど重要ではなかった 。 この時期のアルベル ト家においては顧問官であるか否か

よ り 、 ア ム ト マ ンであ るか否かが意味を持った 。 その後モー リ ッ ツが当主になるが 、伯父

ゲオル クの顧問官 、特にＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツが諸身分の利害を代表する存在 と し

て 、モー リ ッ ツに多大な影響を与えた 。 しか し 、 1547 年エルネス ト家への侵攻 と 、 その戦

後処理の終了によ り 、 「 官吏 」 と し ての顧問官が台頭する こ と と な った 。

　 ヘ ッ セ ンでは 、 フ ィ リ ッ プが 1531 年にシ ュマルカルデン同盟を結成し 、 34 年にはヴ ュ

ルテンベル ク公ウル リ ヒ の復位に成功した 。 それ と時を同じ く し て 、中央統治の再編が行

われ 、顧問官 と官房が一体化し 、領邦統治の中枢を担 う よ う になった 。官房が権力の中枢
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と な った こ と で 、官房周辺に特定家系の市民出身の学識顧問官たちによ る姻戚関係が形成

され 、官房長の職はシュマルカルデン戦争前後のギュンテ ローデを例外 と し て 、彼 らが事

実上世襲してい く こ と と な り 、 学識者の 「貴族化 」 と い うべ き現象が生じた 。

　 その一方で 、 シ ュマルカルデン戦争の敗北によ り フ ィ リ ッ プが投獄されて も 、留守を預

かる顧問官たちによ って領内は円滑に統治された 。 その要因 と し て 、ヘ ッセンは諸身分の

勢力が弱体であ り 、 フ ィ リ ッ プはあ らか じめ自分に と って都合の良い人物を留守を預ける

顧問官に任命しえた こ と 、 そ し て 、官房周辺の 「貴族化 」 し た市民が半ば世襲的に官房長

の職を引き継いだため 、 フ ィ リ ッ プ不在時に官房長ギュンテ ローデが死亡した際 も 、す ぐ

に後任を指名し 、領邦統治を停滞させなかった こ とが挙げられる 。

　 バ イエルンでは顧問官の議長を務めるのは宮廷長であ り 、中央統治を行 う中枢は宮廷 と

そ こ に属する顧問官たちであった 。 官房は中央統治には直接関わらない文書を管理する部

局に過ぎず 、 そのため 、官房周辺に特定家系や人物を中心 とする関係は築かれなかった 。

　 ハプ スブル ク家においてはホーフマルシ ャルが顧問官の議長を務めたため 、バ イエルン

と 同 じ く 、 官房は文書を管轄し 、中央統治に直接関わる こ とはなかった 。バ イエルンで顧

問官の議長役を務めた宮廷長は 、ハプスブル ク家では宮廷の日常を取 り仕切る職務を果た

し た 。 なお 、官房が中央統治の中枢でなかったため 、その周辺で市民出身の学識者たちの

「 貴族化 」 は生 じなかったと考え られる 。
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第 4 章 　シ ュマルカルデン戦争へ至る過程における顧問官の活動

　

これ までの考察ではアルベル ト家ザ クセ ン 、ヘ ッセ ン を中心に考察し 、比較対象 と し て

バイエルン 、ハプスブル ク家を取 り上げて きた 。 し か し 、第 4 章では領邦ご との比較では

な く 、神聖 ローマ帝国がカ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト 両陣営に別れて 、武力衝突へ といた

る よ り 大 きな流れの中で顧問官の活動 、その役割の変化を見てい く 。 そのために 、第 1 節

では これまで考察して きたヘ ッセンを中心 と したシ ュマルカルデン同盟結成前後のプロテ

ス タ ン ト の動向について考察し 、第 2 節ではカ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の狭間に位置し

ていたモー リ ッ ツ当主就任直後のアルベル ト家ザ クセンにおける顧問官の外交活動 、そ し

て 、 その後のハプスブル ク家への接近 とシ ュマルカルデン戦争の勃発までの流れを検討し 、

その中で顧問官の役割がどのよ う に変化したのかを見てい く 。

第 1 節プロテス タ ン ト陣営の動向

1. 　 シ ュマルカルデン同盟結成前後 　

　

まず取 り上げるのは 、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の対立が先鋭化する契機 となったプ

ロ テ ス タ ン ト 領邦 、諸都市によ るシ ュマルカルデン同盟結成の動きについてである 。 フ ィ

リ ッ プは母アンナの死を受けて 、 1526 年にヘッセンに宗教改革を導入し 、 1531 年にエルネ

ス ト 家ザ ク セ ン と と も に シ ュマルカルデン同盟の盟主 と な っ た 。すでに考察 した よ う に 、

1530 年代は 、ヘ ッセンにおいて中央統治機構が整備され 、文書を管轄する官房 と 、中央統

治に関わ る協議を行 う顧問官が統合 されてい く時期で も あ る 。 その内政におけ る変化 と

シ ュマルカルデン同盟の性質の変化をからめ 、 シ ュマルカルデン同盟結成から 、 1534 年の

ヴ ュルテンベル ク公ウル リ ヒ の復位に関わる問題 、そ して 、 その後のシュマルカルデン同

盟の運営における顧問官の活動に焦点を当てるのが本節の目的である 。

　 カール 5 世は 1521 年ヴォルムス帝国議会において 、ル ターを異端 と認定し 、 ヴ ォルム ス

勅令でルター派を禁じたのは周知の事実であるが 、 フ ラ ン ス王フ ラ ン ソ ワ 1 世 との イ タ リ

ア戦争 、オ スマン帝国のス レ イマン 1 世の侵攻によ り苦境に立た された 。 この事態に対処

するため 、帝国内の諸身分への協力を仰ぐ目的で 1526 年に第 1 回シュパ イアー帝国議会が

開催された 。 こ こ ではヴォルム ス帝国議会以来カール 5 世がスペイ ンに滞在していた こ と

によ り事実上空文化していたヴ ォルムス勅令の事実上保留され 、次回の公会議が開催され

る まで自己の責任で進行をし 、行動する こ とが認められた
(184)

。 　 　

そ して 1527 年にはフェルデ ィナン ト か ら フ ィ リ ッ プに対し 、使者が派遣され 、対 トル コ

のための兵力 、 または金銭的援助が要求さ れた 。 これを受けて 、ヘ ッセン 、 エルネス ト家 、

プフ ァルツが対 トル コ戦への支援について協議を行った
(185)

。 こ の時点ではまだ 、プ ロテ ス

タ ン ト が団結して皇帝に対抗する といった動きは見られなかった 。

そのよ う な流れの中で 、帝国議会における信仰に関する議決に対抗するべ く 、 プ ロ テ ス

タ ン ト 側に動きの生 じたのは 1527 年 12 月の こ と で あった 。 「 よ き友 guten Freundes」 か ら

フ ィ リ ッ プへ宛てた秘密の報告の中で 、皇帝 と帝国議会の信仰に関する議決に反対する同

盟を準備する こ とが述べられ
(186)

、 その後ザ クセン選定侯 ヨハン と フ ィ リ ッ プのあいだで活
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発なや り取 りが行われる よ う になった 。

そ して 1528 年カール 5 世フ ラ ン ス と の間に平和条約が結ばれ
(187)

、 皇帝を取 り巻 く状況

が好転する と 、 1529 年に開催された第 2 回シ ュパ イアー帝国議会で 1526 年にな された譲

歩は取 り消 され 、 ヴ ォルム ス勅令が復活し た 。 それを受けて 、 プロテ ス タ ン ト 側の動き も

一段と活発にな り 、ル ター派 と ツヴ ィ ング リ派を統合して皇帝に対抗するべ く 、 1529 年 10

月にマールブルクで宗教討論会が開催された
(188)

。 聖餐 Abendmahl を巡る解釈の違いによ り 、

こ の討論会によ る両派の統合は実現されなかったが 、両派は これ以降も協議を続けてい く

こ と と な る
(189)

。

こ の よ う にプ ロテ ス タ ン ト 側は皇帝を中心 と し たカ ト リ ッ ク勢力に対抗すべ く 、 プ ロ テ

ス タ ン ト 間に横たわる信仰の違いを克服し 、統合する こ と を目指していたため 、 こ の時期

に主に活躍したのは神学者たちであ り 、顧問官の活動は見られなかった 。

1530 年カール 5 世は帝国内の宗派的分裂を解消すべ く 、 ア ウ ク スブル クに帝国議会を開

会し 、 プロテ ス タ ン ト 側か ら提出 された 『 ア ウ ク スブル ク信仰告白 』 について議論が行わ

れた 。 そ してカール 5 世は問題解決のための公会議の開催までのヴ ォルム ス勅令の厳守を

決定した
(190)

。 帝国議会の この よ う な議決を受けて 、 1531 年 2 月 27 日プロテ ス タ ン ト に よ

る軍事同盟シュマルカルデン同盟は結成され
(191)

、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト両陣営の緊

張は一気に高まってい く こ と と な る 。

その中で 、ヘ ッセンか ら帝国議会に派遣されたのはどの よ う な人物たちだったのであろ

う か 。 フ ィ リ ッ プは第 2 回シュパ イアー帝国議会については当初自らが出席していたが 、

その後 、 Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル ク 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ コルマチュ Georg von Kolmatsch(192)
を派

遣した 。 Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル クは後にフ ィ リ ッ プの顧問官 とな る ものの 、 この時点で

は顧問官ではな く 、 シ ュマルカルデンのアム ト マ ン と し て帝国議会に出席している 。 ま た 、

Ｇ ・ フ ォ ン ・ コルマチュは この時点で顧問官でもあったが 、 ラ ンデ ッ クのアム ト マ ン と し

て帝国議会に参加している
(193)

。 Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル クは 1529 年 11 月にはエルネス ト

家にも派遣されてお り 、 ル ター派 と ツヴ ィ ン グ派の一致が重要である 、 と の フ ィ リ ッ プの

見解を伝えてお り
(194)

、 ア ウ ク スブル ク帝国議会議決を受けた 1530 年 12 月にもエルネス ト

家に派遣されている
(195)

。

　 次いで開催された 1530 年アウ ク スブル ク帝国議会には 、当初 Ｐ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァルデ ッ ク

Philipp von Waldeck、 官 房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ 、 ル タ ー派神学者 Ｅ ・ シ ュ ネ ッ プ フ Erhard

Schnepf が派遣 された
(196)

。 こ の う ち フ ォ ン ・ ヴ ァ ルデ ッ クはヴ ィルヘルム 2 世時代からの

顧問官であった 。 ま た 、官房長フ ァ イゲは母アンナによ って登用されてい る こ と か ら 、 こ

の時点ではフ ィ リ ッ プは両親の死後も 、い まだその影響から抜け出せていなかった様子が

う かがわれる 。 ま た 、 こ の時点ではカ ト リ ッ ク側 との和解の可能性がまだ残されていた こ

と も 、 宗教改革導入以前のヘ ッセ ン を知 る人物たちを帝国議会に派遣 した 1 つの要因で

あった と考え られる 。

しか し 、 6 月 25 日にプロテ ス タ ン ト側が帝国議会に 『 ア ウ ク スブル ク信仰告白 』 を提出

し
(197)

、 それに対してカ ト リ ッ ク側か らの論駁がな されたアウ ク スブル ク帝国議会の後半に

は こ の傾向に変化が現れた 。 帝国議会の後半に派遣 され たのは Ｆ ・ ト ロ ッ ト Friedrich

Trott、 学識顧問官Ｎ ・ マ イ アー Nikolaus Meyer（ または Müller） 、 Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カー 、既出

の神学者シュネ ップフである
(198)

。 こ の う ち 、 ト ロ ッ ト は フ ィ リ ッ プの父ヴ ィルヘルム 2 世
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の顧問官であったが 、 ヌ ス ピ ッ カー とマ イアーは 36 年 『給料表 』 で初めて名前のあ らわれ

た顧問官であった 。

つま り 、 シ ュマルカルデン同盟結成直前になって 、 フ ィ リ ッ プは父の顧問官や神学者に

交えなが ら 、自身の息のかかった顧問官を帝国議会に派遣する よ う にな るのであ る 。 『 ア

ウ ク スブル ク信仰告白 』へのカ ト リ ッ ク側の論駁によ り 、 信仰に関する和解交渉が決裂し

て両陣営の対立が先鋭化した後 、 フ ィ リ ッ プは父の時代の旧来の貴族勢力や神学者に加え

て 、自身の顧問官を派遣しは じめた 。 フ ィ リ ッ プは この時点以降 、 カ ト リ ッ ク側 との交渉

よ り も 、 自身の意見を前面に押 し出す こ と を選 んだのだ と考え られ る 。 なお 、 こ こ か ら

1530 年代を通じて軍事同盟 と し て拡大してい く シ ュマルカルデン同盟関係の交渉の中で 、

シ ュマルカルデン同盟が軍事的防衛にも関わる以上 、派遣 され る顧問官から父の顧問官で

あ る旧来の貴族勢力が完全に排除される こ とはなかったが 、神学者に関しては活躍の場を

失ってい く こ と と な った 。

ちなみに 、 この時期カ ト リ ッ ク のアルベル ト家 とヘ ッセンの交渉で活動していたの も顧

問官ではな く 、 ア ム ト マ ンであった 。例えば 1525 年 3 月にはザルツ ァ Salza のアム ト マ ン 、

S・ フ ォ ン ・ ベル レプシ ュ Sittich von Berlepsch がゲオル ク と フ ィ リ ッ プのあいだにはいっ

て 、双方の書簡をや り取 り し てい る
(199)

。 さ ら に同年 2 月から翌年 7 月にかけて 、 フ ィ リ ッ

プの母アンナの遺産を巡って 、 フ ラ イベル クのアム ト マ ン 、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ タ ウベンハ イム

Christoph von Taubeheim がゲオル ク か ら フ ィ リ ッ プ の も と に 派遣 さ れ て い る
(200)

。 ま た 、

1532 年 3 月 、 フ ィ リ ッ プはヘ ッセンの修道院がザ クセンに所有している資産から自由に収

入を受け取 るための交渉役に 、 シ ュパ イ アー帝国議会に も派遣 されたア ム ト マ ン 、 Ｇ ・

フ ォ ン ・ コルマチュを任命している
(201)

。

こ の よ う に 、 顧問官が 「 助言者 」 と し て の立場に留ま り 、 君主が彼 ら を 自らに仕え る

「 官吏 」 であ る と 明確に認識する以前には 、外交交渉を行 うのは顧問官ではな く 、 領内で

地方統治を担っていたアム ト マ ン たちであった 。 ま たシ ュマルカルデン同盟結成までに 、

帝国内の信仰の問題 、シ ュマルカルデン同盟結成にからんでフ ィ リ ッ プが帝国議会に送 り

出した人物たち 、エルネス ト家に派遣した人物もやは り 、 ア ム ト マ ンであ るか 、父ヴ ィル

ヘルム 2 世の助言者であった 。ヘ ッセンでは 1522 年 『宮廷令 』 の発布によ り 、 「 宮廷顧問

官 」 の職が新たに創設されたが 、 シ ュマルカルデン同盟結成時に活動したのは宮廷顧問官

ではなかった 。つま り 、 こ の時期にはヘッセンの顧問官たちは法令の う えでは君主に仕え

る 「 官吏 」 と し て規定されていたが 、 フ ィ リ ッ プが頼ったのは母によって登用された官房

長フ ァ イゲや 、父の助言者たちであった 。 その傾向に変化が現れたのは 1530 年に半年にわ

たって開催されたア ウ ク スブル ク帝国議会後半からであった 。 そ こか ら フ ィ リ ッ プは父の

顧問官や神学者に加えて 、自身の側近たる顧問官を派遣し 、 その後神学者は派遣されな く

なってい く 。

ヘッセンにおいては 1522 年 『宮廷令 』 の発布によ り 「 宮廷顧問官 」 が創設され 、法令の

う え では宮廷に仕える常設の官職 となった 。 ま た 、第 3 章の考察で 、ヘ ッセンの官房が領

邦統治の中心に位置付けられたのが 1530 年代半ばであった こ と を指摘した 。ヘ ッセンの顧

問官たちは 、 1522 年に常設の官職 となった後も 、 シ ュマルカルデン同盟結成直前まで 「官

吏 」 と し ては十分機能していなかった こ と が外交活動の面から も確かめ られた 。 ア ウ ク ス

ブル ク帝国議会において 、 カ ト リ ッ ク と プ ロ テ ス タ ン ト の決裂が決定的 となった後 、 フ ィ
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リ ッ プは帝国議会 、同盟議会の場に自身の顧問官を派遣してい く こ と と な る 。 その よ う な

動きの中で 、ヘ ッセンの顧問官は次第にフ ィ リ ッ プ直属の官吏 と し ての性格を強め 、 1530

年代半ばの中央統治機構の整備へとつながった と考え られる 。

また 、 シ ュマルカルデン同盟結成については 、当時存命であったルター と ツ ヴ ィ ン グ リ

の対立 、そ して彼 ら を信奉する諸侯 、都市の対立を克服し 、プ ロテ ス タ ン ト 勢力を糾合す

る こ と が喫緊の課題であったため 、お もに活躍したのは神学者たちであ り 、 顧問官の本格

的な活躍にはいたっていなかった こ と を指摘した 。

2. 　 1534 年ヴュルテンベルク公ウル リ ヒ の復位

1531 年のシュマルカルデン同盟結成によ りプ ロテ ス タ ン ト の盟主 となったヘ ッセンが 、

初めてカ ト リ ッ ク勢力のハプスブル ク家 と干戈を交えたヴ ュルテンベル ク公ウル リ ヒ の復

位の問題を扱い 、そ こで各領邦の顧問官たちがどの よ う な活動を したのか 、 あ るいは この

件に関して 、顧問官の存在がどのよ う な意義を持ったかについて考察する 。

　 まずはヴュルテンベルク公ウル リ ヒ が追放された経緯を述べる 。 ウル リ ヒ は 1487 年に生

まれ 、伯父エーバーハル ト 2 世の廃位によ り 、 1498 年わずか 11 歳でヴュルテンベルク公の

地位に就いた
(202)

。 ヴ ュルテンベルクへの影響力増大を狙 う皇帝マ クシ ミ リ ア ン 1 世はいま

だ未成年であったウル リ ヒ と自身の姪ザビーネを婚約させ
(203)

、 こ れ以降ウル リ ヒ は成年に

達するまでをマ クシ ミ リ ア ンの も と で過ごすこ と と な り 、 1503 年にヴュルテンベルク公 と

し ての親政を開始した
(204)

。

しか し 、親政開始後のウル リ ヒ は国庫を潤すために莫大な税を徴収して反乱を誘発する 、

あ るいは自身の不倫から騎士を殺害する事件を起 こ し 、反抗 した者たちの指導者をむごた

ら し いや り方で死刑に処すなどの問題行動を起 こ し て 1516 年 、 1518 年の 2 度にわたって

帝国追放刑に処されるなど 、 ウル リ ヒ に対する領内の不満はふ く らんだ
(205)

。

その後ウル リ ヒ は 1519 年に自身の庇護者であるマ クシ ミ リ ア ン 1 世が死去する と フ ラ ン

ス王フ ラ ン ソ ワ 1 世を皇帝の座に就けよ う と 画策 し 、 さ ら に自身の官吏が帝国都市ロ イ ト

リ ン ゲ ンで撲殺された との報告を受け 、罪を償 う意思を見せたロ イ ト リ ン ゲ ン を自領に併

合すべ く攻囲した 。 これ らの動きに対し 、 ロ イ ト リ ン ゲン もその一員であったシ ュヴ ァー

ベン同盟はついに軍隊を動員し 、 4 月 7 日にシ ュ ト ゥ ッ ト ガル ト は占領 され 、 ウル リ ヒ は

ヴ ュルテンベル クか ら追放 された 。 なお 、 シ ュ ヴ ァーベン同盟は戦費回収のため 、奪取し

たヴ ュルテンベル クをカール 5 世に売却し 、 1521 年にはカールから弟フ ェルデ ィナン ト に

譲渡された
(206)

。

こ の よ う な経緯を経て追放 された ウル リ ヒ の ヴ ュルテ ンベル ク公復位にヘ ッセ ン方伯

フ ィ リ ッ プは協力するのであるが 、両者の関係は 1518 年にヴュルテンベルクの官房長Ａ ・

フ ォ ラ ン ト Amblosius Volland がウル リ ヒ に対する臣民の武装蜂起を阻止するためにヘ ッセ

ンに派遣された と こ ろか ら始ま る 。両者はその後 、 ウル リ ヒ に対するシ ュ ヴ ァーベン同盟

の武力行使を受けて相互扶助の同盟を結んだが 、 9 月にウル リ ヒ はシ ュ ヴ ァーベン同盟に

よ り ヴ ュルテンベル ク を追放された 。自身の追放後も ウル リ ヒ はヘ ッセン との相互扶助の

同盟が継続している こ と を フ ィ リ ッ プに確認している
(207)

。
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そ して フ ィ リ ッ プは 1526 年 11 月にヘ ッセン 、 エルネ ス ト 家 、 プ フ ァルツ と協議を行な

い 、 ウル リ ヒ 復位のために活動する こ と を宣言 し 、 1529 年にはプフ ァル ツ選定侯ルー ト

ヴ ィ ヒ と シ ュ ト ラー スブル ク司教を仲裁役 と し て ウル リ ヒ と 当時ヴ ュルテンベルク を領有

し ていたフ ェルデ ィナン ト と の協議を行わせるなどの行動を と った 。 ま た 、皇帝カール 5

世への働きかけ と しては 、 ヴ ァル ト キル ヒ Waldkirch の司教座聖堂首席司祭 Propst と協議し 、

皇帝にウル リ ヒ の件を と り なす よ う要請 している 。 ウル リ ヒ ・ フ ィ リ ッ プ側の この よ う な

動きを受けて 、 ヴ ュルテンベルクの諸身分は 1530 年帝国議会においてウル リ ヒ を復位 させ

ないよ う皇帝に要請した
(208)

。

　 フ ィ リ ッ プはヴ ュルテンベル ク との連携を強める一方で 、 ウル リ ヒ の復位のためにカ ト

リ ッ ク のバ イエルン と も接触している 。 ウル リ ヒ は 1524 年にプロテス タ ン ト に改宗してお

り 、 ウ ル リ ヒ 復位の問題は後々まで続 く カ ト リ ッ ク と プ ロ テ ス タ ン ト の抗争の一部 と と ら

えるべきであるが 、 フ ィ リ ッ プは何故バイエルンを自陣に取 り込 も う と し たのだろ う か 。

それは 1520 年代半ば以降ザルツブルク大司教解任やベー メ ン王選出を巡って 、バ イエル

ン と フ ェルデ ィナン ト の関係が急速に悪化していた こ と と関係する と思われる
(209)

。 つ ま り

フ ィ リ ッ プは主に聖職者を仲立ち と し て皇帝やフェルデ ィナン ト と の交渉を行いつつ 、そ

の一方では皇帝 ・ フ ェ ルデ ィナ ン ト 側 と全面的な衝突に至 る可能性を考慮 して 、 フ ェル

デ ィナン ト と敵対関係を強めていたバイエルンに接触を図った と考え られ るのであ る 。 な

お 、 この時バイエルンの官房長 Ｌ ・ フ ォ ン ・ エ ッ クの側で も フ ェルデ ィナン ト に敵対する

勢力を求めよ う と の努力を行っていた
(210)

。 こ の よ う な対フ ェルデ ィナン ト と い う利害の一

致において 、ヘ ッセン とバ イエルンは信仰の枠組みを超えて協力するにいたった 。

　 ウル リ ヒ の復位に関してフ ィ リ ッ プがはじめてバイエルン と接触を図ったのは 1528 年 5

月のこ とであった 。 この時 、 フ ィ リ ッ プはバ イエルンに対して ウル リ ヒ のヴ ュルテンベル

ク へ の復位がかな っ た暁には 、 協力に対す る見返 り と し て フ ィ リ ッ プ と ウ ル リ ヒ か ら

40000 グルデンを贈る旨を通知した
(211)

。 し か し 、当初バイエルン公ヴ ィルヘルム とルー ト

ヴ ィ ヒ の反応は芳 しい ものではな く 、 ウ ル リ ヒ と ヴ ィ ルヘルム 、 ルー ト ヴ ィ ヒ の対立を

フ ィ リ ッ プが仲裁せねばならなかった
(212)

。

これ以降 、 フ ィ リ ッ プは君主同士によ る直接の協議ではな く 、顧問官を介してバ イエル

ン と関係を もつ こ とにな り 、 1530 年 3 月に顧問官Ｒ ・ シ ェ ン ク をバ イエルンの官房長 Ｌ ・

フ ォ ン ・ エ ッ クの も とに派遣した
(213)

。 ヘ ッセンか ら派遣される顧問官はその都度変わった

ものの
(214)

、 フ ィ リ ッ プはつねにエ ッ ク を窓口 と してバイエルンの君主に影響を与えよ う と

試み 、 ウル リ ヒ の復位が実現した場合の報酬をエ ッ クに対 してたびたび提示した 。エ ッ ク

はフ ィ リ ッ プの期待に応え 、ヘ ッセン ・ バ イエルン間を さかんに行き来 してフ ィ リ ッ プや

Ｊ ・ フ ァ イ ゲ と協議を重ねつつ
(215)

、 ウル リ ヒ の復位に協力する よ うバ イエルン公を説得し

た 。実際にフ ィ リ ッ プは 1534 年 3 月ウル リ ヒ復位のためのエ ッ クの努力に対し 500 グルデ

ンの報酬を支払っている
(216)

。

当初はヘッセン ・ ウル リ ヒ への加勢に難色を示したバ イエルンであったが 、ヘ ッセン と

通じたエ ッ クに よ る説得で 1532 年 4 月にはヘッセンの顧問官 Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イネブル ク と

バイエルン公ヴ ィルヘルムの協議が実現し 、ヘ ッセン側はウル リ ヒ復位のため 、バ イエル

ンに対し 1 万グルデン支払 う こ と を約束 した 。 そ し て 5 月 、ヘ ッセン 、バ イエルンの官房

長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ と Ｌ ・ フ ォ ン ・ エ ッ ク が武力衝突発生の際のバイエルンに よ るヘ ッセン支
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援について協議した 。 6 月にはフ ィ リ ッ プ を仲介 とす る ウル リ ヒ と バ イエルンの協議が行

われ
(217)

、 それによ り 、 ウル リ ヒ と ヴ ィルヘルムのあいだに協定が結ばれ 、バ イエルンはウ

ル リ ヒ復位の問題に関してヘ ッセン ・ ウル リ ヒ の陣営に加わる こ と と な った
(218)

。

その後 、ヘ ッセンの官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲを仲介 とするバ イエルン と ウル リ ヒ 、 それにウ

ル リ ヒ の息子 ク リ ス ト フ のあいだで 、 ウル リ ヒ と ク リ ス ト フ のヴ ュルテンベル ク復位につ

いて 、 ウル リ ヒ 死後の相続 と領邦統治への ク リ ス ト フ の懸念について協議が行われ るな

ど
(219)

、 バ イエルン との協議は続けられたが 、 1533 年 3 月以降にフェルデ ィナン ト と の武力

衝突の可能性が現実味を帯びて く る
(220)

と事態は変化し 、 ウル リ ヒ と バ イエルンの関係はふ

たたび緊張した
(221)

。 こ れを受けてフ ィ リ ッ プは 、バ イエルンの官房長エッ クに対し 、 復位

が達成された際のさ ら な る 報酬について約束をするなど
(222)

、 エ ッ ク を通 じたバイエルンへ

の働きかけを強めた 。

そ して 、 1534 年 2 月 、ヘ ッセン 、 プ フ ァルツ 、 ト リ ー アに よ って設定された会議へエ ッ

ク を招待する こ と が決定 され 、バ イエルン も これを了承した 。翌 3 月にはフ ラ ン ク フル ト

で上述の会議が開催され 、ヘ ッセン 、 ウル リ ヒ お よび息子の ク リ ス ト フ 、 バ イエルンに よ

る同盟が成立し
(223)

、 こ の同盟 と フ ェルデ ィナン トは武力衝突へ と突入してい く
(224)

。

そ して戦闘に勝利した ウル リ ヒ ・ ヘ ッ セ ン側は 1534 年 6 月にカーデン Kaaden でフ ェル

デ ィナン ト と協議を行い 、 ウル リ ヒ の ヴ ュルテンベルク公への復帰が果たされた
(225)

。 ただ

し 、 ヴ ュルテンベル クでの宗教改革の進行を阻止したいフ ェルデ ィナン ト と は これ以降も

ウル リ ヒ ・ ヘ ッセン側と顧問官 、あ るいは聖職者を仲立ち と した交渉を続けた
(226)

。

ヘッセン と ウル リ ヒ の あいだでは復位に要した戦費の負担額を巡ってヘ ッセン側の算出

し た額に対して ウル リ ヒ が抗議を し 、 フ ィ リ ッ プは 7 月に主に貴族からな る 8 名をウル リ

ヒ の も とに派遣して双方の議論が行われた
(227)

。

こ の よ う に フ ィ リ ッ プは自身の顧問官やバイエルンの官房長エ ッ ク を通 じて 、同盟を結

成し 、 ウル リ ヒ の復位に成功したのだが 、 この間ヴ ュルテンベル クを追放された ウル リ ヒ

の利害を代表して行動した人物は誰であったのか 。追放の身 と して 、 ウル リ ヒ にはその よ

う な官吏は付き従っていなかったが 、既出のヘ ッセンの顧問官で学識者のＮ ・ マ イ アーが

ウル リ ヒ の利害を代表する人物 と し て 、皇帝カール 5 世から ウル リ ヒ への書簡を受け取っ

ている
(228)

。 ま た 、戦争開始直前には 、マ イアー と フ ァ イゲが会談を行い 、その後ウル リ ヒ

と フ ィ リ ッ プのあいだに協定が結ばれ 、 ウル リ ヒ はヴ ュルテンベル ク公復帰がかなった際

には 、そのため費やされた金額の支払いをフ ィ リ ッ プに約束し
(229)

、 具体的な軍備へと入っ

ていった 。

Ｎ ・ マ イ アーについて注目すべきは 、 ウル リ ヒ の ヴ ュルテンベル ク公復帰が果た された

後 、そのま ま ウル リ ヒ の も と で 、 シ ュ ト ゥ ッ ト ガル ト の官房に仕えはじめた点である 。彼

は 1542 年 7 月ウル リ ヒ の不興を買って逃亡する までヴ ュルテンベル クに仕え 、 1543 年夏

にフ ィ リ ッ プの推薦で ミ ュ ン ス ター司教の官房長 とな り 、 その後フ ィ リ ッ プの侍医Ｇ ・ ザ

イ ラ ー Gereon Sailer の口利 きに よ り ア ウ ク ス ブル クの法律顧問 Syndikus に就任するな ど

ヘッセン との関係を保ち続け 、 シ ュマルカルデン戦争 後の 1548 年、 ヴ ュルテンベル クに

復帰 し 、 翌年の死まで留 ま っ た
(230)

。 な おマ イ アーがヴ ュルテ ンベル ク に臣従 し ていた

1536 年 2 月ウル リ ヒ はシ ュマルカルデン同盟参加の意思を表明し
(231)

、 ヘ ッセン と ヴ ュルテ

ンベルクの関係はさ らに緊密な もの となっている。
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フ ィ リ ッ プはモー リ ッ ツ当主就任時にもアルベル ト家ザ クセンに顧問官を推薦し 、顧問

官を通じてモー リ ッ ツへの影響を強めよ う と画策 したが 、 ヴ ュルテンベル ク との関係にお

いて も顧問官を通じた交渉を行 うのみな らず 、交渉相手の領邦に自身の顧問官を送 り込み 、

仕え させ 、 その顧問官を通じて相手 との関係を よ り強固な ものに し よ う と し たのではない

か と考え られる 。

　

3.　 シ ュマルカルデン同盟のその後の展開 と顧問官

　

こ こ まで 、 シ ュマルカルデン同盟結成にいたる流れ と 、 ヴ ュルテンベル ク公ウル リ ヒ 復

位の問題をそ こで活動した顧問官を中心にして考察して きた 。 こ こ では 、 シ ュマルカルデ

ン同盟結成後の同盟の展開 とそ こにおける顧問官の活動について検討を加える 。

　 すでに述べたが 、 シ ュマルカルデン同盟結成前後の時期にはルター 、 ツヴ ィ ン グ リ が と

も に健在であ り 、ひ と く ちにプ ロテ ス タ ン ト と 言 って もル ター派 と 、 ス イ ス ・ 上部 ド イ ツ

諸都市を支持者 とす る ツヴ ィ ン グ リ派の大き く 2 つの派閥に別れていた 。プ ロテ ス タ ン ト

内の信仰に関する不和を除去して帝国内のプロテ ス タ ン ト 勢力を糾合し 、 カ ト リ ッ ク陣営

に対抗する戦力を整える こ と が結成当初のシュマルカルデン同盟が抱えていた最大の課題

であった 。 そのため同盟結成当初に活躍を見せたのは顧問官ではな く 、信仰問題 、特に聖

餐を巡る解釈の相違を克服し よ う と努力した神学者たちであった 。

例えば 、同盟結成直後には 、シ ュマルカルデン同盟結成時の メ ンバーである都市シュ ト

ラー スブル クの神学者Ｍ ・ ブ ツ ァー Martin Bucer によ って 、ル ターの教義をツヴ ィ ン グ リ 、

エコ ラ ンパーデ ィ ウ ス と統一する努力が行われた
(232)

。 同 じ く同盟設立 メ ンバーである ウル

ムは盟主フ ィ リ ッ プに対して 、 プ ロテ ス タ ン ト 内部の分裂阻止のために努力する よ う要請

し ている
(233)

。

　 その中で 、 1531 年ス イ ス内部のカ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の あいだに戦われた第 2 次

カ ッペル戦争によ って 10 月 11 日ス イ スのプ ロテ ス タ ン ト 指導者であったツヴ ィ ン グ リ は

戦死し 、 プ ロ テ ス タ ン ト が敗北した 。指導者を失ったス イ ス ・ 上部 ド イ ツのプ ロテ ス タ ン

ト 諸都市は生き残 りのため 、ル ター派 と合流する こ と と な った
(234)

。

　 ル ター派 、 ツ ヴ ィ ン グ リ派の枠組みを超えてプロテ ス タ ン ト 勢力の結集したシ ュマルカ

ルデン同盟はこれ以降 、軍事同盟 と しての性格を強めていき 、 1531 年フ ラン ク フル ト で開

催された同盟議会においては 、新たに同盟に加わった諸都市 との協調を維持する こ と 、同

盟構成員の相互援助について 、 あ るいは大砲 、火薬の製造 、軍への給料支払い といった主

に軍事に関する事柄が議題に上った
(235)

。

　 シ ュ マルカルデン同盟結成直後には 、 ヴ ュルテンベル ク公ウル リ ヒ の復位を目指す過程

で共同歩調を取 り始めたバイエルンを同盟に引き込む努力もな された 。 その結果 、バ イエ

ルンの学識顧問官 Ｊ ・ ヴ ァ イ セ ン フ ェルダー Johann Weißenfelder がエルネス ト家に派遣 さ

れ 、バ イエルン官房長エ ッ ク と ヴ ァ イセ ン フ ェルダーがシュマルカルデン同盟議会に出席

する可能性が示唆された
(236)

。 2 人の同盟議会出席は結局実現されなかったが 、 シ ュマルカ

ルデン同盟はウル リ ヒ 復位に成功したのち 、同盟の組織は整備され 、 さ ら に構成員を増や

し て 、 帝国内におけ る同盟の存在感は増してい く こ と と な っ た 。 なお 、 Ｊ ・ ヴ ァ イ セ ン
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フ ェルダーはバイエルンに仕える前はヴュルテンベルクの官房長であった
(237)

。 こ れは交渉

相手 とな るシ ュマルカルデン同盟 と 、 こ の時まだ同盟には参加していなかったがヴ ュルテ

ンベルク との関係を考慮しての人選だった と考え られる 。

　 ウ ル リ ヒ の ヴ ュルテンベルク復位に成功したのち 、同盟の さ ら な る拡大 とすべての宗派

問題について議論するために 、 1535 年 12 月から翌年 1 月までシ ュマルカルデンで同盟議

会が開催された 。 この議会にはヘッセンか ら フ ィ リ ッ プが自 ら出席し 、同 じ く盟主のザ ク

セン選定侯 Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ と の協議によって 、同盟の 10 年間の延長が決定され 、敵対勢

力にどのよ う に対処するかが定められた
(238)

。 そ し て 、 1536 年には同盟に新たにヴュルテン

ベルク 、 ポン メルン 、 ア ウ ク スブル ク 、 フ ラ ン ク フル ト な どが加入し
(239)

、 1538 年には同盟

の騎兵 、歩兵を率い る人物 （ Rittmeister、 Fußknechthauptleuten） が それぞれ任命 され るな ど 、

シ ュマルカルデン同盟は軍事同盟の色彩をよ り強めていった
(240)

。

構成員増加 と と も に 、同盟に参加していない福音主義諸都市に対する防衛の義務につい

て も議論が交わされ
(241)

、 シ ュマルカルデン同盟は同盟構成員の枠組みを超えて 、帝国全域

の福音主義をカ ト リ ッ ク の攻撃か ら防衛する とい う自意識を持ちはじめ 、帝国内での政治

的存在感を増していった 。当初 、福音主義に敵対する勢力からの防衛を意図して結成され

たシュマルカルデン同盟が 、 1534 年ハプスブルク家 と戦い 、 ウル リ ヒ の ヴ ュルテンベル ク

公復位に成功してか ら 、本格的に軍事同盟と しての活動を開始したのだった 。

　 シ ュマルカルデン同盟は 1530 年代を通じて軍事同盟 と しての性格をあ らわに し 、勢力を

拡大 し た 。 そ の結果 、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト 両陣営の関係は緊張の度を高めた 。

1539 年シュマルカルデン同盟側は 、同盟に敵対する勢力の戦争準備に関する情報を集め 、

さ ら に兵 を調達す る ため 、 Ｋ ・ ゴ ッ ツ マ ン Kunz Gotzmann と Ａ ・ フ ォ ン ・ デ ア ・ タ ン

Alexander von der Tann をバ イエルンのオーバー ラ ン ト に派遣 した
(242)

。 そ の後 1540 年に開

催された同盟議会で皇帝側の軍備に関する議題が上程されるなど
(243)

、 1540 年代に入ってか

ら 、両陣営の武力衝突が次第に現実味を帯びて く る こ と と な った 。

　 こ こ までシ ュマルカルデン同盟結成後の展開を見てきたが 、 こ の間に開催された同盟議

会 、帝国議会には一体どのよ う な人物が派遣されていただろ う か 。 シ ュマルカルデン同盟

が軍事同盟 と して勢力を拡大し 、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の武力衝突が現実味を帯び

て く る と い う情勢の変化が 、同盟議会や帝国議会に派遣される人物の顔ぶれにどんな影響

を与えたのであろ う か 。

　 1530 年アウ ク スブル ク帝国議会までに派遣された顧問官 、神学者についてはすでに言及

し 、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の対立が先鋭化する と と も に 、和解のために動いていた

神学者は表舞台から消え 、 ア ウ ク スブル ク帝国議会後半に派遣された顧問官はフ ィ リ ッ プ

の側近を含むよ う になった こ と を指摘した 。 シ ュマルカルデン同盟はそ もそ も皇帝を中心

と す る カ ト リ ッ ク陣営の動向を睨みつつ結成された組織であった 。 そのため 、同盟議会 と

帝国議会に派遣される人物は大部分が重なる 。 こ こでは 1530 年代のシュマルカルデン同盟

拡大の時期を経て 、皇帝 との微力衝突が現実味を持つ 40 年代前半に 、帝国議会や同盟議会

に派遣された人物について考察する 。

　 同盟議会 、帝国議会に派遣されな く な った神学者に代わって 、活躍の場を広げたのは学

識顧問官たちであった 。 1536 年 3 月から 5 月まで開催されたフ ラ ン ク フル ト での同盟議会

に派遣 さ れ た のは Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネ ブ ル ク 、 学 識顧問官 Ｊ ・ フ ィ ッ シ ャ ー Johann
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Fischer（ または Dr.Walter） 、 Ｇ ・ ヌ ス ピ ッ カーが派遣された
(244)

。 こ れ以降 、 1539 年のフ ラ

ン ク フル ト 、 アル ンシ ュ タ ッ ト におけ る同盟議会には Ｓ ・ フ ォ ン ・ ボ イ ネブル ク と ヌ ス

ピ ッ カーが派遣された
(245)

。

　 こ の よ う な顔ぶれに変化の生じたのは 、 1543 年であった 。 この頃から 、帝国議会 、同盟

議会に後にヘッセンの官房長 とな る Ｔ ・ ギ ュ ンテ ローデが派遣され る こ と と な る 。 ギ ュ ン

テ ローデは ラ イ プ ツ ィ ヒ 出身であ り 、 アルベル ト家の官房長 Ｓ ・ ピ ス ト リ ス の娘婿で も

あった 。 その人物を これ らの議会に派遣し 、後に官房長に任命するのは 、来 るカ ト リ ッ ク

と の武力衝突に備えて 、 シ ュマルカルデン同盟 とアルベル ト家ザ クセンのつなが り を強化

する目的があったと 考え られ る 。 実際ギ ュ ンテ ローデは官房長就任直後の 1545 年 10 月 13

日にアルベル ト家において 、モー リ ッ ツ をシ ュマルカルデン同盟に引き入れるためにＧ ・

コ ムマーシュ タ ッ ト と Ｅ ・ フ ォ ン ・ ミ ル テ ィ ッ ツ と行った協議についてフ ィ リ ッ プに報告

し ている
(246)

。

第 3 章でヘ ッセンの官房周辺に生じた レルスナー家 、 ヌ ス ピ ッ カー家 、 フ ァ イ ゲ家の姻

戚関係 と 、官房長の地位が三家のあいだで事実上世襲化されていた こ と を述べたが 、 Ｊ ・

フ ァ イゲの死後 、ヘ ッセンの官房長はしば ら く空位の時期があ り 、 1545 年 9 月 5 日にギュ

ン テ ローデが官房長に就任した 。官房周辺で強力な姻戚関係を結んでいた上述の三家 と

ま った く関わ りのない人物 、それ もヘ ッセンの外部から官房長を登用したのである 。 さ ら

に 、 ギ ュ ンテ ローデは官房長に就任した時点で 、その任期が 10 年 と定め られていた
(247)

。

こ の こ と はギ ュ ンテ ローデの官房長就任が通常の人事ではな く 、皇帝側 との戦争に向けた

非常時の人事であった こ と を う かがわせる 。皇帝側 との武力衝突が不可避 となった こ と に

よ り 、 フ ィ リ ッ プはヘ ッセンの官房長にアルベル ト家ザ クセンか らギ ュ ンテ ローデを招き 、

モー リ ッ ツ との関係強化を図ったと考え られる 。 なお 、 ギ ュ ンテ ローデは 1543 年からシ ュ

マルカルデン同盟勃発の 1546 年まで 、同盟議会と帝国議会の双方に派遣された
(248)

。 　

　シ ュマルカルデン同盟結成前にはルター派 と ツヴ ィ ン グ リ派の教義に関する調停を行い 、

プロテ ス タ ン ト の合同をはかる こ と が必要であったため 、お もに活躍を見せたのが神学者

であった こ と を指摘した 。 また 、皇帝側 との和解の可能性が残されていた 1530 年アウ ク ス

ブル ク帝国議会の前半までは 、帝国議会に派遣されたのは旧来の貴族勢力 と神学者であっ

た 。 その後 、 『 ア ウ ク スブル ク信仰告白 』 に対するカ ト リ ッ ク側の論駁が行われ 、両陣営

の信仰に関する歩み寄 りが失敗に終わ り 、対立の構図が先鋭化する と神学者は表舞台から

退いた 。彼 らに代わって帝国議会 、同盟議会に派遣される よ う になったのはフ ィ リ ッ プの

意思を体現する学識顧問官たちであ った 。 こ の よ う な動 きの中で 、顧問官は次第にフ ィ

リ ッ プに直属する官吏 と しての存在感を強め 、それが 1530 年代半ばの中央統治機構の整備

へとつながっていった 。

第 2 節 　アルベル ト家ザ クセン と シ ュマルカルデン戦争

　

本節は顧問官が 「助言者 」 か ら 「 官吏 」 へ と その立場を変えていったモー リ ッ ツ時代の

顧問官の活動を検討するが 、その前にゲオルク 、ハ イ ン リ ヒ 時代について も触れてお く 。

これ までの考察で 、ゲオル クの時代は諸身分の勢力は強大であった ものの 、 ゲオル ク と
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諸身分の関係は比較的良好であ り 、 ゲオル クは自らが主導権を握って領邦統治を行って き

た こ と を明 らかに した 。 ゲオル ク時代の顧問官は貴族出身のラ イプツ ィ ヒ大学関係者が多

く 、 ゲオル クは彼らを 「 助言者 」 と し て自 らのそばに置いた 。

ゲオル ク時代の内政で活動したのは主にアム ト マ ンか 、 ア ム ト マ ン を兼任する顧問官で

あった 。 ま た 、教会改革においてはつねに教皇庁を意識し 、神学者や枢機卿 との協議を通

じ て行われ 、ゲオル クの晩年にいたるまで顧問官たちの出番はなかった 。

　 帝国議会に関しては 、ゲオル クは 1522 年のニュルンベル ク帝国議会には自身で参加し

ていたが 、その後シュ ト ラー スブル ク司教を自身の代理 と して 、 ザ クセンに帰還した
(249)

。

また 、 その後の帝国議会については自身の顧問官Ｏ ・ フ ォ ン ・ パ ッ ク をお もに派遣してい

るが
(250)

、 彼に与え られたゲオル クか らの指令は 、例えば 、 「 キ リ ス ト 教の秩序の変更は帝

国議会でな く 、公会議の扱 う問題である 」 、 「 聖職者を通じた民衆教化の必要性について」 と

いった内容であ り 、 パ ッ クはゲオル クの考えを帝国議会に提出する役割を担っていた
(251)

。

　 ゲオル クに と っての最大の関心事はルターであ り 、 それに対抗するためのカ ト リ ッ ク の

改革であった 。 そのため 、帝国議会に派遣する人物について も 、 シ ュ ト ラー スブル ク司教

を自身の代理に指名し 、自身の考えを提出させるためだけに顧問官を帝国議会に派遣して

いた 。ゲオルクは こ こで も自身で主導的に政策を行っていた 。

ゲオル クは諸身分 と良好な関係を築いていたがゆえに 、彼 ら を領邦統治の中心から遠ざ

けて干渉を極力排除し 、自身のそばには助言者 と して ラ イプ ツ ィ ヒ大学出身の貴族を配し 、

時には聖職者やアム ト マ ンの力を借 りつつ 、自身が主導権を握って 、内政 、外交を行 う こ

と が出来たのであった 。 そのため 、顧問官はいまだ君主に仕えて領邦統治を担 う 「 官吏 」

と し ての性格を有しておらず 、統治機構の整備も十分に進まなかった もの と考え られ る 。

　 ゲオル クの死後 、弟ハ イン リ ヒ に よ ってアルベル ト家全域に宗教改革が導入された 。 ま

た 、ハ イ ン リ ヒ はゲオル ク時代か らアルベル ト家に仕える顧問官を排除し 、宗教改革導入

に伴 う修道院巡察の際もエルネス ト家の神学者に助力を仰いだため 、 アルベル ト家の君主

と 諸身分の良好な関係は崩壊した 。ハ イ ン リ ヒ はわずか 2 年で死亡し 、息子モー リ ッ ツが

後を継ぐ と 、 モー リ ッ ツはハ イ ン リ ヒ に よ って排除された伯父ゲオル クの顧問官を復帰さ

せ 、領内の政治的混乱を緩和し よ う と 試みた 。 この結果 、モー リ ッ ツの治世当初は 、モー

リ ッ ツが若年だった こ と も あ り 、 ゲオル クの代か らアルベル ト家に仕える諸身分の代表 と

し ての性格を色濃 く残 した顧問官 、特にＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツが大きな役割を果た

すこ と と な った 。 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの具体的な活動については次節で述べる 。

1.   モー リ ッ ツ時代の顧問官の外交活動

i. 　 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カルヴ ィ ッ ツの活動

① 　モー リ ッ ツ当主就任前後

モー リ ッ ツ時代の顧問官の中でも特にゲオル ク ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの活動に注目

する 。第 3 章でも触れたが 、 カル ロヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツの伯父ゲオル クの代か らアルベ

ル ト家に仕え 、モー リ ッ ツの当主就任時にハイン リ ヒ の遺言を巡ってハ イン リ ヒ の顧問官

と 協議を行 う な ど 、ヘ ッセン方伯フ ィ リ ッ プ と連携 しつつ 、モー リ ッ ツに多大な影響を与
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えた 。

1480 年頃に生まれたカル ロ ヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツ よ り 40 歳ほど年長であ り 、 ま た アル

ベル ト家の内実を知悉していた こ と も あ り 、 「 官吏 」 と し ての顧問官 とい う よ り 、 よ り 古

い タ イ プの 「 助言者 」 と し て若 きモー リ ッ ツ に大 きな影響を与えた 。 そのため 、 カル ロ

ヴ ィ ッ ツの活動内容を検討し 、 カル ロヴ ィ ッ ツが領邦統治の枢要な部分から消えてい く過

程を見てい く こ と は 、 アルベル ト家の顧問官の立場が 「助言者 」 か ら 「 官吏 」 と し ての顧

問官へ変化してい く流れを理解する う えで有意義であろ う と考え られ る 。

Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの外交活動が活発化するのはゲオルク治世の晩年 1530 年代

半ば以降である 。 カル ロヴ ィ ッ ツは 1534 年 8、 9 月にヘ ッセンの官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ と ト

ルガウにおいて協議を行っている
(252)

。 当時ゲオルク治世下でカ ト リ ッ ク に留まっていたア

ルベル ト家 とプ ロテ ス タ ン ト の盟主ヘ ッセンにあって 、 こ の 2 人はその後も信仰によ る不

和を取 り除 く ため 、教会改革について話し合いの場を持った
(253)

。 カル ロ ヴ ィ ッ ツは この問

題を解決するため 、宗教改革者Ｍ ・ ブ ツ ァー と も書簡をや り取 り し てい る
(254)

。 そ し て 1539

年 1 月にはアルベル ト 、 エルネ ス ト の両家にヘ ッセンを加えた教会改革に関する議論が ラ

イプツ ィ ヒ で開催された
(255)

。

またカルロヴ ィ ッ ツは 1535 年 5 月には 、 カ ト リ ッ ク であ るアルベル ト家 と皇帝の弟フェ

ルデ ィナン ト の同盟にヘッセンを引き込 も う と し た 、 と し てシ ュマルカルデン同盟のも う

1 人の盟主エルネ ス ト 家のザ ク セ ン選定侯Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ の不興を買った
(256)

。 カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツはゲオル クの治世当初からカ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ ン ト の不和を取 り除 く ため熱

心に活動していた 。 なお 、 カル ロ ヴ ィ ッ ツ自身の信仰であるが 、彼はあ く まで ローマ教皇

を頭に戴 く カ ト リ ッ ク の秩序内に と ど ま りつつ 、教会改革を目指していた
(257)

。

1539 年ハイン リ ヒ の当主就任後、 カル ロヴ ィ ッ ツは一時アルベル ト家を離れたが 、その

間もヘ ッセン 、 ブ ラ ンデンブル ク を歴訪し 、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ブ ラ ウ ンシ ュヴ ァ イ ク＝ヴ ォル

フ ェ ンヴ ュ ッ テル Heinrich von Braunschweig-Wolfenbüttel と ヘ ッセンの和解のために尽力す

る な ど
(258)

、 その外交活動は続いた 。 アルベル ト家を離れたカルロヴ ィ ッ ツはヘ ッセン方伯

フ ィ リ ッ プ との結びつきを強め 、 1540 年の終わ りにはマンスフ ェル ト伯に仕えた
(259)

。 ヘ ッ

セン とマン ス フ ェル ト は と も にシ ュマルカルデン同盟の メ ンバーであったが 、上述した よ

う に カル ロヴ ィ ッ ツはあ く までカ ト リ ッ ク の枠内での教会改革を望んでいた 。 し たがって 、

当該時期のカルロヴ ィ ッ ツはフ ィ リ ッ プやマン ス フ ェル ト伯の要請を受けて行動していた

可能性はあるにせよ 、基本的に自らのカ ト リ ッ ク信仰に根差してカ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ ス タ

ン ト の融和によ る帝国内に平和を もた らすための活動を見せていた と考え られる 。

1541 年 8 月にモー リ ッ ツがアルベル ト家当主に就任し 、 カル ロヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツに

対して正式に忠誠を誓い
(260)

、 アルベル ト家に復帰した 。当主就任後のモー リ ッ ツに最初に

訪れた大きな政治的動きは同年 10 月 26 日にＨ ・ フ ォ ン ・ ブ ラ ウ ン シ ュ ヴ ァ イ ク＝ヴ ォル

フ ェ ン ビ ュ ッ テルに対する軍事行動に関する協定をシ ュマルカルデン同盟 と締結した こ と

であった
(261)

。 し か し 、 これに対してモー リ ッ ツの顧問官たちが異議を申し立てた 。彼 らは

シ ュマルカルデン同盟脱退のため
(262)

、 ヘ ッセン とエルネス ト家の許可を得る よ う モー リ ッ

ツに助言し 、 それに失敗した場合 、同盟によってアルベル ト家の力はすべて奪われてし ま

う と 警告 し た
(263)

。 こ の助言作成のための協議に参加 し た顧問官は Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツ 、 Ｗ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベル ク 、Ｍ ・ フ ォ ン ・ オ ッサ 、 Ｌ ・ フ ァ ク ス 、 Ｇ ・ コ ム
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マーシュ タ ッ ト 、 その他の人物であ り 、 こ の う ち 、 カル ロ ヴ ィ ッ ツ と コ ムマーシ ュ タ ッ ト

はその後もシ ュマルカルデン同盟を巡るエルネス ト家 との交渉に登場し 、 こ こ か ら主にア

ルベル ト家 、エルネス ト家 双方の顧問官の間でこの問題について議論が展開されてい く こ

と と な った 。

こ の件で協議を行ったのはエルネ ス ト 家側では官房長 Ｇ ・ ブ リ ュ ッ ク Gregor Brück、

Ｈ ・ フ ォ ン ・ ポ ニ ッ カ ウ Hans von Ponickau、 アルベル ト家側はカルロヴ ィ ッ ツ と コ ムマー

シ ュ タ ッ ト で あ った 。 ブ リ ュ ッ ク が この協議に関して詳細にザ クセン選定侯に報告してい

るのに対し
(264)

、 アルベル ト家側の この協議についての報告は残されていない 。モー リ ッ ツ

が この件についてザ クセン選定侯 と フ ィ リ ッ プにど う返事を書 くべ きか 、 カル ロヴ ィ ッ ツ

にコムマーシュ タ ッ ト と 協議 して助言をする よ う求めた際
(265)

も 、 カル ロヴ ィ ッ ツはエルネ

ス ト 家 との具体的な交渉内容には触れず 、へ り く だ った態度で返事を書 く よ う に と助言し

ている
(266)

。

対ブラ ウ ンシ ュヴ ァ イ ク＝ヴ ォルフ ェ ン ビ ュ ッ テルに関する協議ではカルロヴ ィ ッ ツ と

コ ムマーシュ タ ッ ト は具体的な交渉内容をモー リ ッ ツに知 らせない こ とで 、 シ ュマルカル

デン同盟 と距離を置 く立場か らエルネス ト家 との交渉を主導した と考え られ る 。顧問官た

ちがブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク＝ヴォルフ ェ ン ビ ュ ッ テルに対する戦争を回避するために諸身

分の利害を代表して この よ う な行動を と った こ とは 、君主 と諸身分の間に立つ存在 と し て

の顧問官の性格をよ く あ らわし ている 。

なお 、シ ュマルカルデン同盟は 1543 年にブラ ウ ンシ ュヴ ァ イ ク＝ヴォルフ ェン ビ ュ ッ テ

ル との戦闘に入るが 、 この時モー リ ッ ツは攻撃に参加しなかった
(267)

。 ヘ ッセン 、エルネス

ト 家 、 アルベル ト家のあいだでいったん結ばれた協定が 、諸身分の利害を代表する顧問官

たちの行動によ り覆 されたのだった 。

② 　ヴルツ ェンを巡るフ ェーデ

Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの活動と モー リ ッ ツへの影響力によって 、 アルベル ト家 、

エルネス ト家の武力衝突が回避された事例 と し てヴルツ ェ ン を巡 る フ ェーデを取 り あげ る 。

アルベル ト家は後にシュマルカルデン戦争においてエルネス ト家に侵攻するが 、何故ヴル

ツ ェ ンにおいては武力衝突が回避され 、 シ ュマルカルデン戦争ではアルベル ト家に よ るエ

ルネス ト家への侵攻に至ったのかを考える こ とは領邦における顧問官の役割 とその変化を

考える う えで意味を持つ と考え られる 。

事件 は 1542 年 3 月 21 日 に エ ル ネ ス ト 家 の 選定侯 Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ が ト ル コ 税

Türkensteuer 徴収のため 、 アルベル ト 、 エルネス ト両家の共同統治下にあったヴルツェンに

軍隊を派遣した こ と に端を発する
(268)

。 Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ の命を受けた Ａ ・ シ ュ ピーゲル

Asmus Spiegel、 Ｊ ・ フ ォ ン ・ ハ イ ン Jobst von Hain は 40 の騎兵 と 100 の歩兵でヴルツ ェ ン

を占領 した
(269)

。 こ れ を受けてモー リ ッ ツか ら Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ に抗議の書簡が送付 され

た
(270)

。 エルネス ト家側で主にアルベル ト家 との交渉を担当していたＨ ・ フ ォ ン ・ ポニ ッ カ

ウは Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツに宛てて 、モー リ ッ ツの怒 りには根拠がない 、 とす る書

簡を送った
(271)

が 、 カル ロヴ ィ ッ ツは 「 この件に関して 、私は助けられない」 と 返答 した
(272)

。
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その後 4 月 1 日にはモー リ ッ ツは Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ にすみやかな街の明け渡しを要求し 、

そ の た め に Ｅ ・ フ ォ ン ・ ミ ル テ ィ ッ ツ と Ｃ ・ フ ォ ン ・ エ ー べ レ ーベ ン Christoph von

Ebeleben にヴルツェンに向か う よ う 指示を出し
(273)

、 アルベル ト家 、エルネス ト家は武力衝

突寸前に至った 。

両家の武力衝突が目前に迫 り 、危機感を募 らせたカル ロヴ ィ ッ ツは 「 若き公は この件に

関しては自身で決定してお り 、誰 も阻止できない 」 と し て 、 フ ィ リ ッ プに事態収拾のため調

停に乗 り出すよ う説得した
(274)

。 フ ィ リ ッ プはルター と メ ラ ン ヒ ト ンの要請も受け
(275)

て調停

に乗 り出 し 、 4 月 26 日ド レ スデンにおいてフ ィ リ ッ プ と その官房長 Ｊ ・ フ ァ イ ゲ 、顧問官

Ｈ ・ フ ォ ン ・ フ ンデルスハ ウゼン Hermann von Hundelshausen、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ デ ア ・ マル ス

ブルク Hermann von der Malsburg を仲立ち とするアルベル ト家 、エルネス ト家の和解交渉が

行われ
(276)

、 両家の武力衝突はすんでの と こ ろで回避された 。

カルロヴ ィ ッ ツは時には諸身分の利害を代表する存在 と して 、 モー リ ッ ツがシ ュマルカ

ルデン同盟に接近しすぎるのを警戒し 、時にはモー リ ッ ツ をシ ュマルカルデン同盟に引き

入れたい と考え る フ ィ リ ッ プの意思を利用してヴルツ ェ ンにおける武力衝突を回避するな

ど 、直接 、間接に当主就任直後のモー リ ッ ツの政策に影響を与えた 。

これ以外にもカル ロヴ ィ ッ ツは帝国内の信仰によ る不和を除去し 、統一を回復するため

にフ ェルデ ィナン ト と も書簡をや り取 り し
(277)

、 カ ト リ ッ ク と プ ロテ ス タ ン ト の間に立って、

和解の可能性を模索していた 。 カル ロヴ ィ ッ ツは外交においてアルベル ト家の枠を超え 、

活動していた 。 そのカル ロヴ ィ ッ ツの立場が変化する き っかけになったのが 、対フ ラ ン ス

戦に際してのアルベル ト家のハプスブル ク家に対する軍務奉仕規定 Dienstvertrag に関する

協議の決裂であった 。

③ 　軍務奉仕規定 Dienstvertrag に関するハプスブルク家 との交渉

モー リ ッ ツは 1543 年 1 月 4 日軍務奉仕規定についてハプスブル ク家 と協議を行 う ため 、

ニ ュルンベル ク帝国議会にＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの甥 Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ

Christoph von Karlowitz と Ｊ ・ シ ュ ト ラ ム ブルガー Johann Stramburger を派遣 した
(278)

。 そ し

て 2 月 14 日には Ｃ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ ヴ ィ ッ ツか らハプ スブル ク家側代表のＮ ・ Ｐ ・ フ ォ

ン ・ グ ラ ン ヴ ェ ラ Nicolas Parrenot von Granvella と の協議の途中経過が報告された
(279)

。 その

報告は皇帝がモー リ ッ ツに好意を寄せている 、 と のグ ラ ンヴ ェ ラの言葉から始ま り 、 エル

ネス ト家がアルベル ト家 を攻撃した際にはハプスブル ク家はモー リ ッ ツ を支援する との約

束 、モー リ ッ ツが皇帝の軍務 Dienst に加わる よ う に との勧め 、そ してモー リ ッ ツの代理 と

し て Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ を帝国議会に派遣する よ う に 、 と の言葉が含まれていた。

Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツは帝国議会に先立って 、帝国内の紛争に関してフ ェルデ ィ

ナン ト と書簡のや り取 り し 、 モー リ ッ ツは統一の回復のために奉仕する と約束してお り 、

それがカル ロ ヴ ィ ッ ツ の派遣要請につなが った と 考 え ら れ る
(280)

。 Ｃ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツはグ ラ ンヴ ェ ラ と の協議の内容をモー リ ッ ツに報告する と同時におじであ る Ｇ ・

フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツに も知 らせている
(281)

。 上述の報告を受けて 、モー リ ッ ツは帝国議

会に派遣した Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ と シ ュ ト ラ ムブルガーに 「 友邦 、特にザ クセン 、
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ヘッセン 、 ブ ラ ンデンブル ク との累代の同盟 Erbeinung を損ねず 、 しか も皇帝に仕え る 」 よ う

新たな指示を出した
(282)

。

帝国議会に派遣され 、軍務奉仕規定についてハプスブル ク家側代表グ ラ ンヴ ェ ラ と協議

を重ねた Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツは君主モー リ ッ ツ よ り もむ し ろお じ Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ

ルロヴ ィ ッ ツ と密な連絡を と ってお り 、 2 月 27 日にはグ ラ ンヴ ェ ラか ら軍務奉仕規定に対

し て速やかに返答する よ う催促 された こ と 、翌 28 日にはグランヴ ェ ラはニ ュルンベルクに

長 く留ま る気はないので 、はや く Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツに来て も らいたい と新たな

提案を された こ と を報告してい る
(283)

。 それに対し 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツは甥にグ

ラ ン ヴ ェ ラ と さ ら に協議を続ける よ う指示した
(284)

。 以上のや り取 りか ら 、帝国議会に派遣

された Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツの指示を受けて交渉を行 うのみであ り 、

決定権はモー リ ッ ツにあった こ とが分かる 。

そ して 3 月 10 日モー リ ッ ツか ら Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ を正式に帝国議会に派遣す

る命令が下された
(285)

。 こ の時モー リ ッ ツは自身の提示した最低条件を皇帝側が受け入れな

い場合 、帝国議会の場から立ち去る よ う命令 した 。結局 、騎兵に対して支払われる給料 、

モー リ ッ ツの指揮権の及ぶ範囲についての条件面で折 り合わず 、両家の交渉は不調に終わ

り 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツは 3 月末に ド レ スデンに帰還した
(286)

。 こ の後 もモー リ ッ

ツか ら フ ェルデ ィナン ト に新たな提案がな され 、 ニ ュルンベル クに残った Ｃ ・ フ ォ ン ・ カ

ルロヴ ィ ッ ツ と グ ラ ンヴ ェ ラの間で交渉は継続されたが
(287)

、 結局軍務奉仕規定の交渉がま

と ま る こ とはな く 、 ニ ュルンベルク帝国議会は閉会した 。

それまでのブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク＝ヴ ォルフ ェ ン ビ ュ ッ テルに対するシ ュマルカルデン

同盟 との軍務協定やヴルツェ ンを巡る フ ェーデにおいては 、モー リ ッ ツは諸身分を代表す

る顧問官たちによ ってその決定を覆されて きたが 、皇帝 との軍務奉仕規定については自身

が顧問官に主導的に指令を出した 。 それはＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツに対 して も同様で

あった 。

皇帝への軍務奉仕規定に関する帝国議会での交渉が決裂した後 、外交における Ｇ ・ フ ォ

ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの活動は減少した 。 そ して 1545 年 2 月には ド レ スデンの宮廷を離れ 、

ク リ ープシ ュ タ イ ン Kriebstein の自身の城に帰 り
(288)

、 彼のアルベル ト家におけ る影響力は

大幅に縮小し 、 これ以降内政 、外交において以前のよ う な活躍を見せる こ とはなかった 。

ヘ ッ セ ン と のパ イ プ役 を担い 、 モー リ ッ ツ に多大な影響を与えた Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツの隠遁後 、アルベル ト家は急速にハプスブル ク家に接近していった 。 その交渉役

と し て活躍したのが甥Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツであった 。

2　 アルベル ト家の皇帝への接近からシ ュマルカルデン戦争勃発へ

Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツがアルベル ト家の外交で多方面にわたる活動を見せていた

時期に 、ゲオル クの甥 Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ もハプスブル ク家 との協議において活

躍した 。 ク リ ス ト フ はすでに言及 した よ う に ニ ュル ンベル ク帝国議会に派遣 され 、 モー

リ ッ ツの皇帝に対する軍務奉仕に関する協議を行った 。 ただ し 、相手方のグ ラ ンヴ ェ ラが

モー リ ッ ツ ない し Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ ヴ ィ ッ ツ の帝国議会への登場を求めた こ と か ら 、
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Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツはあ く まで君主の意向を受けて協議するのみであ り 、 全権を

委任されていたわけではなかった こ とが分かる 。

ニ ュルンベル ク帝国議会での軍務奉仕規定の締結に失敗した後 も 、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ

ヴ ィ ッ ツ と ハプ スブル ク家の交渉は続け られ 、 1543 年 8 月 2 日にモー リ ッ ツは Ｃ ・ フ ォ

ン ・ カ ル ロ ヴ ィ ッ ツ を直接カール 5 世の も と に派遣 した
(289)

。 こ の時 、 モー リ ッ ツは Ｃ ・

フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ を通 じて 、自身がカール 5 世 と交渉する準備がある と伝え させて

いる 。

こ の時期 、モー リ ッ ツ と カール 5 世のあいだでは 、ブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク＝ヴ ォルフ ェ

ン ビ ュ ッ テル と戦闘状態に入ったシ ュマルカルデン同盟に関して も協議が行われた 。皇帝

はシュマルカルデン同盟の力を対 トル コ戦争に利用するため 、すみやかに両者を和解させ

る必要があり 、 その調停役を委任 されたのがモー リ ッ ツであ った
(290)

。 こ の件について 、

モー リ ッ ツ の命令 を受けて アルベル ト 家側で主に活動を し た の も Ｃ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツであった 。彼は 1543 年 12 月にエルネス ト家に派遣され
(291)

、 帝国内の不和が トル

コ を益 してい る と Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ に警告を与えた 。 さ ら に Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ

はこの和解を実現するべ く 、 シ ュマルカルデン同盟議会にも派遣された
(292)

が 、シ ュマルカ

ルデン同盟から和解のための色よい返事は得られなかった
(293)

。

　 シ ュ マルカルデン同盟 とブ ラ ウ ンシ ュ ヴ ァ イ ク＝ヴ ォルフ ェ ン ビ ュ ッ テルの和解を成立

させ る こ と には成功しなかった ものの 、 この よ う な役割を通じてモー リ ッ ツは次第に皇帝

に接近し 、 カール 5 世は 1544 年 4 月 9 日 、来 るべき フ ラ ン ス と の戦争に向けてモー リ ッ ツ

を騎兵 1000 騎を率いる指揮官に任命した
(294)

。 それを受けてモー リ ッ ツ も自身の軍事的な

助言者である顧問官Ｏ ・ フ ォ ン ・ デ ィー スカ ウ を皇帝のも とに派遣し
(295)

、 皇帝 とモー リ ッ

ツの軍事的つなが りは強固な もの となった 。 そ して 、 1546 年 6 月 19 日 、皇帝カール 5 世 、

ローマ王フ ェルデ ィナン ト 、 モー リ ッ ツのあいだに軍事協定が締結され
(296)

、 カ ト リ ッ ク 、

プロテス タ ン ト両陣営はシュマルカルデン戦争へ突入してい く こ と と な った 。

Ｃ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ ヴ ィ ッ ツは以上の よ う な経緯でハプスブル ク家 と の関係を深め 、

シ ュマルカルデン戦争が勃発する と 、皇帝カール 5 世のも とに派遣 され 、戦争中つねに皇

帝に同行した
(297)

。 そし て 、 モー リ ッ ツ も この関係を利用し 、自身の義父であるヘ ッセン方

伯フ ィ リ ッ プがシ ュマルカルデン戦争の敗北によ り捕え られた際 、 カール 5 世にフ ィ リ ッ

プの解放を嘆願する使者 と し てカール 5 世 とな じみの深い Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ を

特に選んで派遣している
(298)

。 なお 、 Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツはモー リ ッ ツの死後 、 ア

ルベル ト家を離れ 、皇帝の顧問官に就任している
(299)

。

Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツはハプスブル ク家 との協議 とい う場面で活躍し 、 モー リ ッ

ツ と皇帝のパイプ役を果た したのに対し 、隠遁した Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツに代わっ

て 、 アルベル ト家をヘ ッセンやエルネス ト家に近づける役割を担ったのが 、学識者で 1538

年に皇帝の弟フ ェルデ ィナン ト に よ って貴族に列せられた G・ コ ム マーシ ュ タ ッ ト で あ っ

た 。 それまで Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの陰に隠れていた感のあった彼が外交において

存在感を最初に示すのはエルネス ト 家官房長Ｇ ・ ブ リ ュ ッ ク と の交渉においてであった 。

2 人はアルベル ト家 、 エルネス ト家 を代表して 1545 年 3 月末から都合 3 回にわたって両家

の関係改善 、皇帝に対する態度など多岐にわた る協議を行った
(300)

。 2 人の協議を通 じ て 、

1542 年のヴルツ ェ ン を巡 る フ ェーデ以降途絶えていた両家の関係が復活し 、 8 月初めには
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モー リ ッ ツ と Ｊ ・ フ リ ー ド リ ヒ が一緒に狩 り を行 う な ど関係が一時的に改善された
(301)

。

　 エルネス ト家 との関係のみな らず 、 アルベル ト家の政策 、モー リ ッ ツへの影響力 とい う

点でも コムマーシュ タ ッ ト の存在感は増していった 。モー リ ッ ツが 1546 年の夏場以降ベー

メ ン王 と し てのフ ェルデ ィナン ト と の軍事同盟について協議を重ねていたお り 、ヘ ッセン

方伯フ ィ リ ッ プは 、モー リ ッ ツがシ ュマルカルデン同盟への援助を決定する よ う コ ムマー

シ ュ タ ッ ト に説得を依頼した
(302)

。 フ ィ リ ッ プがモー リ ッ ツに影響を与えるためにアルベル

ト 家の顧問官を利用する場合 、以前は G・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツに働きかけ るのを常 と

し ていた 。 その相手が コ ムマーシ ュ タ ッ ト に代わったのは 、 かつて Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツが占めていた位置にコムマーシュ タ ッ ト がついた こ と を意味している 。

しか しなが ら 、 シ ュマルカルデン戦争が勃発する と 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト は フ ェルデ ィ

ナン ト の も と に派遣され 、行動を共にしたためにアルベル ト家領内を留守にしてお り 、 か

つてＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツが担っていた よ う な アルベル ト家 とヘ ッセン 、 エルネス

ト 家 をつなぐ役割を果たすこ とが出来なかった 。 彼はアルベル ト家がエルネス ト家に勝利

を収めた後の 48 年 10 月 27 日に E・ フ ォ ン ・ ミ ル テ ィ ッ ツ と と も にアルテンベル ク割譲を

めぐ る協議で も フ ェルデ ィナン ト の も と に派遣されている
(303)

。 モー リ ッ ツがフ ェルデ ィナ

ン ト と の協議にコムマーシュ タ ッ ト を頻繁に起用してい るのは 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト がゲ

オル クの時代か ら仕えていてアルベル ト家の内情を知悉 してい る こ と と 、 38 年にフ ェル

デ ィナン ト に よ って貴族に叙階されている こ とが影響している と思われる 。

コ ムマーシュ タ ッ ト は 47 年 8 月発布の 『旧訓令 』 に よ って大学 、鉱山を管轄する人物 と

し て指名されて以降 、アルベル ト家に よ るエルネス ト家侵攻後は内政面において重要な役

割を担 う よ う にな り 、 外交面での活動はほ とんど見 られな く な るが 、帝国議会等 、各地に

派遣された顧問官はしば しばモー リ ッ ツへの報告 と と も に コ ムマーシ ュ タ ッ ト に も協議内

容を報告してお り 、彼のアルベル ト家における 立場の重要さが う かがわれる 。 し か し 、 コ

ムマーシュ タ ッ ト は 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツの よ う に諸身分の代表 と して君主の意

向に反する活動を行 う こ と はなかった 。 シ ュマルカルデン戦争前後に 、 Ｇ ・ コ ムマーシュ

タ ッ ト は アルベル ト家において 、かつてのＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツの よ う な重要な顧

問官 となったが 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト は諸身分の利害を代表し 、諸身分 と し て君主の政策

に影響を与え る 「 助言者 」 と し て 振舞ったのではな く 、 アルベル ト家に仕える 「 官吏 」 と

し て 、 モー リ ッ ツの意向に沿 う活動を行ったのだった 。

　 上述 した よ う に 、 シ ュマルカルデン戦争中コムマーシュ タ ッ ト は フ ェルデ ィナン ト の も

と に派遣 され 、行動を共にしてお り 、 ザ クセン領内には不在であった 。 そのため 、 アルベ

ル ト家のエルネス ト家に対する侵攻を受けて 、ヘ ッセン方伯フ ィ リ ッ プはモー リ ッ ツの妻

アグネス （ フ ィ リ ッ プの娘 ）やアルベル ト家に嫁していた姉エ リーザベ ト ・ フ ォ ン ・ ロ ホ

リ ッ ツ Elisabeth von Rochlitz、 それにザ クセ ン領内の貴族でシ ュマルカルデン同盟員で も

あ ったア ンハル ト伯 を通 じて 、両家の和解を画策した
(304)

。 し か し 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツの引退 と Ｇ ・ コ ムマーシュ タ ッ ト 不在のため 、 アルベル ト家側か らヘ ッセンに働

きかけ る顧問官はいなかった 。 そのため 、和解に向けた動きはヘ ッセンか らの一方的な も

のに終わ り 、 1547 年エルネス ト家はアルベル ト家によって占領された 。

シ ュマルカルデン戦争中のアルベル ト家には 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの よ う に諸

身分の利害を代表して 、 あ るいは自身の考えに基づいて紛争の中で調停のために活動する
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顧問官は存在しなかった 。 1542 年のヴルツェンでの徴税を巡るフ ェーデにおいては 、モー

リ ッ ツ自身はヴルツ ェン を武力制圧する意思があったに も関わ らず 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ

ヴ ィ ッ ツはフ ィ リ ッ プ を両家の調停役 とする こ と に成功し 、両家の武力衝突は避けられた 。

しか し 、 シ ュマルカルデン戦争では 、 カル ロヴ ィ ッ ツの隠遁によ り 、 モー リ ッ ツの意思に

反して 、他領邦に働きかけてまで戦争を回避し よ う と の動きはアルベル ト家内部に見られ

なかった 。

1542 年のヴ ュルツ ェ ン を巡 る フ ェーデの際に 21 歳であった若 きモー リ ッ ツは Ｇ ・ フ ォ

ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ とヘ ッセン方伯フ ィ リ ッ プの影響で結局武力衝突を回避したが 、 その

5 年後のシ ュマルカルデン戦争においては 、ザ クセ ン選定侯位 、エルネス ト家の領地 、マ

クデブル ク 、ハルバーシュ タ ッ ト 両司教区の保護統治権を求めて 、自 らの意思で積極的に

行動を起こ した
(305)

。 し か も 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの引退 と コ ムマーシュ タ ッ ト の

不在によ り 、 こ の時期モー リ ッ ツの行動を掣肘するほど影響力を持った顧問官はモー リ ッ

ツの側におらず 、 この よ う な顧問官の不在によ り 、 ヴ ュルツ ェ ンでは回避されたエルネス

ト 家 と の武力衝突はシュマルカルデン戦争では現実のもの となった 。

　 Ｇ ・ コ ムマーシ ュ タ ッ ト はその立場においてＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツの後継者 と言

え るが 、外交活動に関してはＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツが時にモー リ ッ ツの意思を離れ

た活動を したのに対し 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト は あ く までモー リ ッ ツ支配の も とに活動を し

ていた 。 こ の 2 人はアルベル ト家の顧問官の中で も特に影響力ある存在 と評価 されてい る

が 、個々の活動内容を検討すれば 、 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツが君主の行動を掣肘する

よ う な諸身分的な性格を色濃 く残 してい るのに比べ 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト は君主に仕える

「 官吏 」 と し ての性質を多 く備えていた こ とが分かる 。

　 なお 、 シ ュマルカルデン戦争以降コムマーシュ タ ッ ト 以外に外交面で存在が際立って く

るのが 、 『 訓令 』 では何らの職務も与え られてはいない市民出身の学識顧問官たちであっ

た 。 こ の時期の学識顧問官の行動についてみてい く 。 まずは Ｊ ・ シ ュ ト ラ ムブルガーであ

るが 、彼は 1547 年 7 月半ばにモー リ ッ ツに よ って酒税支払いに関して司教 との交渉役に任

命されている
(306)

。 さ ら に同年 8 月 14 日にはモー リ ッ ツか らの 「 ブランデンブル ク辺境伯か

らの書簡について協議せよ」 と の命令で 、 Ｌ ・ フ ァ ク ス 、Ｍ ・ フ ォ ン ・ オ ッセ 、 Ｕ ・ モル ト

ア イゼン 、 Ｓ ・ ピ ス ト リ ス の息子Ｍ ・ ピ ス ト リ ス Modestinus Pistoris と と も に協議に参加し

ている
(307)

。 ち なみに この協議に参加している ものたち全員が ド ク ターの学位を有してい る 。

彼はその後 、 ア ウ ク ス ブル ク仮信条協定の受け入れをめ ぐ る マ クデブル ク攻囲に関 して

モー リ ッ ツに助言を行っている
(308)

。

　 次いで U・ モ ル ト ア イ ゼ ンであ るが 、彼は 48 年 1 月 10 日のエルネス ト 家官房長官 J・

フ ォ ン ・ ハ イ ンの書簡によれば トルガ ウにおいてハイン と行動を と もに していた よ う で あ

る
(309)

。 ま た 、 モル ト ア イゼ ンは 49 年 3 月以降アルベル ト家の官房長に任命 され るのであ

るが 、 その職務を こなす と と もにブ ラ ンデンブル ク選定侯 とアルベル ト家 との同盟更新に

ついての協議
(310)

、 マ クデブルク攻囲をめぐっての皇帝カール 5 世の使節との協議
(311)

にも参

加するなど外交面でも活躍を見せている 。

　 C・ ク ル シ ュ ヴ ィ ッ ツ Christoph Kruschwitz は 47 年に死亡しているため 、彼の活動はそ こ

で終わっているのであ るが 、亡 く な る までの間にブランデンブル ク との協議
(312)

、 ヘ ッセン

と の交渉
(313)

、 ハプスブル ク家 との交渉
(314)

に携わるなど外交で多方面にわたる活躍を見せて
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いた 。

　 J・ ク ノ イ ト リ ン ク Joachim Kneutling は 47 年 6 月 28 日にモー リ ッ ツか らの指令でカール

5 世の も とに派遣 されてお り
(315)

、 ま た 8 月 1 日にはカール 5 世の顧問官に対して書簡を発

し てい る
(316)

などお もにハプスブル ク家 との交渉役 と して活動していた 。彼はそのハプスブ

ルク家 とのつなが り か ら 49 年からは帝国 ク ラ イ ス議会に派遣されてい る
(317)

。 ま たすでに

述べたよ う にシ ュ ト ラ ムブルガー と と も に仮信条協定に関する協議にも参加してい る こ と

から 、彼は一貫してハプスブル ク家 との関係において活動をしていた こ とが う かがわれる。

　 最後に F・ ク ラ ム Franz Kram であ るが 、彼は ミ ュールベル クの敗戦によって皇帝の手に

と ら われたヘ ッセン方伯フ ィ リ ッ プのそばにいて 、つねにモー リ ッ ツにフ ィ リ ッ プの動静

を伝えている
(318)

。

　 以上で見てきた よ う に 、 47 年のモー リ ッ ツに よ る改革以降はおもに外交面において 『訓

令 』 には名の挙がっていない市民出身の学識顧問官たちが活躍の場を広げた 。彼 らは内政

の職務を担わず 、主に外交を担当する学識顧問官 と し て登用され 、活躍した と考え られ る 。

モー リ ッ ツは領邦統治において 、 これ まで検討して きた よ う に内政の重要な地位やアム ト

マンには貴族出身者を多 く配 してい るのであ るが 、 それ と同時に外交では学位を有する顧

問官を重用しは じめている 。従来アルベル ト家は貴族勢力が強大で 、例えば姻戚関係にあ

るヘ ッセン と比較してその後進性が指摘されて きた 。 し か し 、以上に述べてきた こ と か ら

内政 と外交において貴族出身者 、学位を有する顧問官をた くみに場面にあわせて使い分け

ていた こ とがわかる 。

G・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツの活動を述べた箇所ですでに触れたがモー リ ッ ツは当主就

任前か ら し ば しば フ ィ リ ッ プ の助言 を仰いでお り 、 当主就任後 も フ ィ リ ッ プ と カ ル ロ

ヴ ィ ッ ツ 、 Ｋ ・ フ ォ ン ・ マ ン ス フ ェル ト の影響下にあった 。 しか し 、 カ ト リ ッ ク 、 プ ロ テ

ス タ ン ト を信仰を通じて和解に導こ う と のカルロヴ ィ ッ ツの企図が失敗し 、 40 年代半ば以

降カルロヴ ィ ッ ツが第一線から退き 、 さ らに 47 年のエルネス ト家への侵攻 と フ ィ リ ッ プの

投獄を経て 、モー リ ッ ツは独自の外交政策を と り は じめた 。 それを担ったのが 、 これ まで

領邦統治においてそれほど存在感を示していなかった 『 訓令 』 に も名前の挙がらない よ う

な市民出身の学識者たちであった 。
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結論

　 こ こ までの議論で明らかになった こ と を も と に領邦統治における顧問官の位置付け とそ

の変遷について総括する 。

第 1 章では各領邦で発布された法令の内容を分析し 、各領邦の君主が顧問官に期待した

役割について考察した 。 アルベル ト家のゲオル ク治世には顧問官がいまだ宮廷に属する官

吏 と し て認識されていなかった 。 アルベル ト家の法令に規定された顧問官の役割が大き く

変化したのは 1547 年 『官房令 』 と エルネス ト家侵攻後の新旧 『訓令 』 に よ ってであった 。

しか し 、旧 『 訓令 』 で任命 された顧問官はまだ 「 官吏 」 と は呼べず 、戦後処理のために任

命された諸身分の利害代表者であった 。戦後処理がひ と段落したのちに発布された新 『訓

令 』 に よ って 、モー リ ッ ツの顧問官は明確に 「官吏 」 と し ての性格を帯びる よ う になった。

　 ヘ ッセンにおいては顧問官が宮廷に属する 「 官吏 」 と し て認識されたのは 1522 年 『宮廷

令 』 における 「 宮廷顧問官 」 の創設が初めてであった 。 しか し 、顧問官を含む宮廷 、 あ る

いは官房は法令においては中央統治機構 と して明確に位置付けられていなかった 。

　 バイエルンでは早 く も 1466 年 『統治令 』 の発布によって 、顧問官が中央統治機構に組み

込まれた 。 その 2 年後には宮廷長を議長 とす る顧問官によ る合議制の仕組みが出来 、 1489

年にはそれが常設化された 。宮廷長が議長役である こ と か ら 、 バ イエルンでは宮廷 とそ こ

に集った顧問官が中央統治を担い 、 アルベル ト家 と異な り 、官房は文書を管理する部局で

あ るに と ど ま り 、意思決定の中枢 と して規定されてはいなかった 。

　 ハプスブル ク家で 1526、 27 年に相次いで発布された 『宮廷官房令 』 、 『 宮廷令 』 は他の

3 領邦 と比較して 、諸手続きについて最 も詳 し く規定 してい る 。顧問官の議長役を務める

のはホーフマルシャルであった 。ハプスブル ク家では 、賓客を もてなす宮廷 、文書を管理

する官房 、統治を行 う ホーフマルシ ャル と顧問官 、 と い う よ う に組織 、制度 と し ては他の

3 領邦よ り も役割分担が進んでいた 。

　 4 領邦の中で統治機構の分化が最も進んでいたのはハプスブル ク家であ り 、 最 も早かっ

たのはバイエルンであった 。同時期のアルベル ト家 とヘ ッセンは 、法令によ る統治機構の

規定がよ り不明確であ り 、役割の分化も生 じていなかった 。 ただ 、 それだけに帝国内の動

乱の中で 、両家の統治機構はよ り柔軟に変化を し 、文書を発給する官房 と領邦統治の意思

決定を行 う顧問官を一体化し 、 よ り迅速な領邦統治が可能になったのではないか 。 　

第 2 章では顧問官の人的構成について考察した 。 その結果 、 どの領邦において も 16 世紀

を通 じて従来の研究で言われていた よ う な学識者の台頭 と 、 それに よ る貴族の排除 といっ

た現象が観察されない こ と を明 らかに した 。 ま た 、顧問官 と地方統治の関係を考察し 、 ア

ルベル ト家のモー リ ッ ツはアム ト マ ンで も あ る領内の有力貴族の力を領邦統治のために必

要 と し て 、彼 ら を中央統治の顧問官にも任命した こ と を述べた 。その結果 、モー リ ッ ツの

顧問官は中央統治を担 う有力貴族 と外交を担 う顧問官 とに分化した 。

も と も と諸身分の勢力が弱体であったヘ ッセンでは中央統治を担 う顧問官 と地方統治を

担 う者たちのあいだに役割分担が生じていた 。バ イエルンでは城伯 と顧問官のあいだに密

接な関係があ り 、お もに中央での顧問官経験者を地方に城伯 と して送 り込む形で領邦統治

が行われていた こ と を明 らかに した 。

第 3 章では領邦統治における官房の位置付けの変化 と 、 その周囲での姻戚関係の形成に
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ついて考察した 。 その結果 、官房が領邦統治の中枢に近かったアルベル ト家 とヘ ッセンに

おいて 、特定人物あるいは特定家系を中心 と した関係が築かれ 、官房長の職が彼らの間で

世襲化され 、彼 ら市民出身の学識者が 「貴族化 」 し ていた こ と を指摘した 。 こ の事実を踏

まえれば 、市民出身の学識者の台頭が直接的に領邦の近代化につながる と言えないのは明

ら かであろ う 。 ま た 、 アルベル ト家ザ クセンでは法令に規定されたの と同 じ く 、 それまで

諸身分の利害代表者 と してモー リ ッ ツに影響を与えていた顧問官たちが 、エルネス ト家へ

の侵攻 とその戦後処理を経て 、 「 官吏 」 と し ての性格を よ り強 く持つよ う になった こ と を

述べた 。

ヘッセンでは 、官房周辺に形成された姻戚関係に基づいて 、 フ ィ リ ッ プ投獄中に死亡し

た官房長に代わって 、す ぐに次の官房長が任命され 、領邦統治は滞 りな く行われた こ と を

述べた 。当該時期のヘッセンの領邦統治においては 、専門的で高度な法学知識を有する市

民がその知識を使って統治を行 う と い う よ り 、 姻戚関係を通じて半ば貴族化した市民が官

房長やその他の官房周辺の地位を世襲化した こ と で 、君主の身に不測の事態が起きた際に

も 、 領邦統治を円滑に行 う こ と が出来た 。官房長の地位が半ば世襲化されていたか ら こそ 、

フ ィ リ ッ プ投獄中の官房長の死 とい う状況にも対応しえたのだった 。

法令において 、 アルベル ト家 、ヘ ッセン よ り も早い段階で完成した統治機構を有してい

たバイエルン 、ハプスブル ク家においてはアルベル ト家やヘ ッセンの よ う に外部の影響を

受けて 、統治機構が再編される こ とはなかった 。

第 4 章では帝国国内の政治的状況の変化の中で 、特にヘ ッセン と アルベル ト家ザ クセン

において顧問官の役割や活動がどのよ う に変化したのかを検討した 。特に注目すべきは 、

フ ィ リ ッ プが この時期に 「官吏 」 と し て徐々に各領邦において存在感を増しつつあった顧

問官を誰よ り も積極的に利用した事実であろ う 。 フ ィ リ ッ プはモー リ ッ ツのアルベル ト家

当主就任直後にモー リ ッ ツに顧問官を推薦してい る 。 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツのアル

ベル ト家への復帰や 、 Ｅ ・ フ ォ ン ・ ミ ル テ ィ ッ ツの登用の陰にはフ ィ リ ッ プの存在があっ

た 。 ま た 、 ヴ ュルテンベル ク公ウル リ ヒ復位のために 、宗派を異にするバ イエルンへの接

触を図った 。 その際にフ ィ リ ッ プが利用したのはバイエルンの官房長 Ｌ ・ フ ォ ン ・ エ ッ ク

であった 。 ヴ ュルテンベル ク との関係で も 、亡命中のウル リ ヒ の利害を代弁する者 と し て

自身の顧問官Ｎ ・ マ イ アーを ウル リ ヒ の側においた 。 ウル リ ヒ の復位後にＮ ・ マ イ アーは

ヴ ュルテンベル クに仕え 、マ イ アーはヴュルテンベルクに仕えなが ら も 、ヘ ッセン との関

係を保ち続けた 。

また 、 フ ィ リ ッ プはアルベル ト家のＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ を通 じてモー リ ッ ツに

影響を与え続けた 。 Ｇ ・ フ ォ ン ・ カル ロヴ ィ ッ ツ引退後は 、 カル ロヴ ィ ッ ツに代わって影

響力を拡大した Ｇ ・ コ ム マーシ ュ タ ッ ト に一時働きかけたが 、 コ ムマーシ ュ タ ッ ト はモー

リ ッ ツに よ ってお もにフ ェルデ ィナン ト と の交渉に駆 り出 され 、 アルベル ト家 とヘ ッセン

をつなぐ顧問官のパイプは消滅した 。 フ ィ リ ッ プはモー リ ッ ツ をシ ュマルカルデン同盟に

引き込むために 、自 らの娘でモー リ ッ ツの妻アグネスや姉でアルベル ト家に嫁したエ リー

ザベ ト 、 さ ら にシ ュマルカルデン同盟員でもあったアンハル ト伯を通 じてモー リ ッ ツに働

きかけたが 、モー リ ッ ツのエルネス ト家への侵攻を食い止める こ とは出来なかった 。

フ ィ リ ッ プは何故 、 この よ う に顧問官を積極的に利用したのだろ う か 。 それは帝国内に

おけるヘ ッセン と フ ィ リ ッ プの立場に関係がある と思われる 。ヘ ッセンは一領邦であ り な
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がら 、 その財政規模からいえば 、大商人やニュルンベルク といった大都市にも劣る
(319)

。 そ

れに も関わ らず 、皇帝を中心 とす るカ ト リ ッ ク陣営に対抗するため 、プ ロテ ス タ ン ト を糾

合し 、 シ ュマルカルデン同盟を結成した 。 フ ィ リ ッ プは弱者であるがゆえに 、他領邦の動

向に敏感であ り 、 フ ェルデ ィナン ト と 険悪な関係に陥っていたバイエルンに信仰を越えて

接触した 。 その際 、 フ ィ リ ッ プが領邦君主に影響を与えるために利用したのが領邦統治に

おいて 「官吏 」 と し て新たな役割を獲得しつつあった官房長や顧問官だったのではないか。

ヘッセンがシ ュマルカルデン同盟の結成 とその展開の中で 、統治機構を整備し 、顧問官

を通 じて他領邦に働きかけ る よ う になった一方 、アルベル ト家 もシ ュマルカルデン戦争に

おけるエルネス ト家への侵攻を経て 、 それまで諸身分の利害を代表する側面の強かった顧

問官を 「官吏 」 と し て領邦統治に組み込んでいったのだった 。

今回 、研究対象を一領邦に絞らず 、帝国全体の流れの中で 、顧問官の役割の変遷を見て

き た 。 その結果 、 アルベル ト家 、ヘ ッセンにおいては同盟の結成や戦争への参加 といった

外的要因が領内の統治機構や顧問官の位置付けの変化にも大き く影響 してい る こ と が明 ら

かになった 。

また 、ひ と く ちに領邦統治 と言って も 、官房が顧問官の合議体 と結びつき 、中央統治を

担ったアルベル ト家やヘッセンの よ う な タ イプ 、宮廷長が顧問官の会議を司会し 、宮廷が

政策の意思決定の中心 となったバ イエルン 、宮廷 、 ホーフマルシ ャルを議長 とす る顧問官

の合議制 、文書を管理する官房 と役割が明確に分化したハプスブル ク家のよ う な タ イプ と 、

い くつかに分類し う る 。 これ らの統治形態の違いが 、それぞれの領邦の意思決定にいった

いどのよ う な影響を与えるのかを考察する こ とは今後の課題である 。
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(158)この時招集 されたのはＧ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツ 、 Ｋ ・ フ ォ ン ・ シ ェーンベル ク Kasper von
Schönberg、 Ｈ ・ フ ォ ン ・ ビ ュ ナ ウ Hans von Bünau、 Ｍ ・ フ ォ ン ・ オ ッ セ 、 Ｗ ・ フ ォ ム ・ エ ンデ

Wolf vom Ende の 5 名だった 。 PKMS, Bd. 3, Nr. 850.
(159)PKMS, Bd. 3, Nr. 1018.
(160)PKMS, Bd. 4, Nr. 33.
(161)PKMS, Bd. 4, Nr. 127.
(162)PKMS, Bd. 4, Nr. 226.



(163)PKMS, Bd. 3, Nr. 674, 679.
(164)Gundlach, op. cit., S. 52.

(165)Ibid., S. 73.

(166)Carsten, op. cit., P. 160.
(167)Holleburg, op. cit., Nr. 7.

(168)Ibid., Nr. 22-30.　 こ の う ち ヴ ィルヘルム 4 世の名で招集されたのは 1551 年に開催された 2 回の

みであった 。 なお 、 47 年に開催された領邦議会 （ Nr. 23） については主催者の名は伝わっていない 。

(169)フ ィ リ ッ プは この年ヴ ュルテンベルク滞在中のヘッセンの統治を任せるために顧問官 と代理に訓

令を出している 。 Gundlach, op. cit., S. 73.
(170)ADB, Bd. 18, S. 434.
(171)Kohler, op. cit., S. 59ff.
(172)Lanzinner, op. cit., S. 289-421. Verzeichnis der Räte und Sekretäre (1511-1598).

(173)Ibid., S. 382, NDB, Bd. 19, S. 127-128.

(174)Ibid., S. 327, NDB, Bd. 4, S. 277-279.

(175)Castrillo-Benito, op. cit., S. 440.
(176)NDB, Bd. 10, S. 142-143.
(177)ADB, Bd. 14, S. 491-492.
(178)NDB, Bd. 24, S. 213.
(179)NDB, Bd, 5, S. 423.
(180)ADB, Bd. 44, S. 706-708.
(181)Noflatscher, op. cit., S. 282.

(182)Ibid., S. 282.

(183)Ibid., S. 281ff.

(184)Ｌ ・ フ ォ ン ・ ラ ン ケ 、瀬原義生訳 「一五三〇年のアウ ク スブル ク帝国議会― ド イ ツ宗教改革の一

転機― 」 、 『 立命館文学 』 、 633 号 、 2013 年 、 336 頁 。

(185)PA, Bd. 3, Nr. 2541.
(186)PA, Bd. 3, Nr. 2541.
(187)ランケ 、 342 頁 。

(188)ランケ 、 335 頁 。

(189)PA, Bd. 1, Nr. 251. ツ ヴ ィ ン グ リ 派の諸都市 と シ ュ マルカルデン同盟の関係を扱った論文には
Schmidt, H. R., Der schmalkaldische Bund und die oberdeutschen Städte bis 1536. Ein Beitrag zur
politischen Konfessionalisierung im Reich, in : Zwingliana, 18, 1989 があ る 。 ま た 、ル ター と ツ ヴ ィ

ング リの教えを統合し よ う とす るブツ ァーの努力については PA, Bd. 3, Nr. 2546 を参照 。

(190)ランケ 、 304 頁 。訳者によ る解題を参照 。

(191)Schmidt, op. cit., S. 36.
(192)PA, Bd. 1, Nr. 240.
(193)この時 、 フ ィ リ ッ プへの報告はボ イネブル クの手でな されてい る 。 Steglich, W. (ed.), Deutsche
Reichstagsakten, Jüngere Reihe, Bd. 8, Göttingen 1970, S. 317.
(194)PA, Bd. 3, Nr. 2543.
(195)PA, Bd. 3, Nr. 2545.
(196)PA, Bd. 1, Nr. 237. シ ュネ ップフの経歴については ADB, Bd. 32, S. 168, NDB, Bd. 23, S. 320.
(197)ランケ 、 333 頁以下 。

(198)PA, Bd. 1, Nr. 255.
(199)PA, Bd. 3, Nr. 2720.
(200)PA, Bd. 3, Nr. 2720.
(201)PA, Bd. 3, Nr. 2723. 代理はカ ッセル とマールブルクに置かれた役職であるが 、政治の中心であ り



宮廷の存在したカ ッセルの代理が対外的にフ ィ リ ッ プの代理人を務めるのに対し 、 マールブル クの代

理はその職務がはっ き り し ない 。 し か しマールブル クには大学 と宮廷裁判所があるため 、ヘ ッセ ンの

学問 、法律の中心であ り 、 その こ と か ら コルマチュ も修道院財産か らの収入 とい う問題に特に起用さ

れた と思われる 。 なお 、 カ ッ セルの代理は 『宮廷令 』や 『 給料表 』 において顧問官 と し て扱われてい

るが 、マールブルクの代理は顧問官には含まれていない 。

(202) ADB,  Bd.  39,  S.  237.  Wille,  J.,  Philipp der  Großmütige  von Hessen und die  Restitution
Ulrichs von Wirtemberg 1526-1535, Tübingen 1882, S. 3.
(203)実際に 2 人が結婚するのは 1511 年のこ とであ る 。 ADB, Bd. 39, S. 237, Wille, op. cit., S. 5. ザ

ビーネはフ ェルデ ィナン ト の姪であ る と同時にバ イエルン公アルプレ ヒ ト 4 世の娘で もあ る 。 ザ ビー

ネ に つ い て は Marth,  N.  M.,  Die dynastische Politik  des  Hauses Bayern an der  Wende vom
Spätmittelalter  zur  Neuzeit,  “Dem  löblichen  Hawss  Beirn  zupesserung,  aufnemung  vnd
erweiterung … “ , München 2009, S. 172-207 が詳しい 。

(204)ADB, Bd. 39, S. 237.
(205)ADB, Bd. 39, S. 238ff, Wille, op. cit., S. 5ff.
(206)ADB, Bd. 39, S. 239.
(207)PA, Bd. 3, Nr. 3054.
(208)PA, Bd. 3, Nr. 3054.
(209)Kohler, op. cit., S. 31, 88.
(210)PA, Bd. 3, Nr. 2547.
(211)PA, Bd. 2, Nr. 1448.
(212)PA, Bd. 2, Nr. 1448. バイエルン公ヴ ィルヘルム 4 世の姉 と と結婚しなが ら 、自身の宮廷に仕える

騎士の妻に愛を告白するな ど 、 夫婦仲が険悪であった こ と も バ イ エルンが ウル リ ヒ 復位に消極的で

あった理由の 1 つと考え られる 。

(213)PA, Bd. 2, Nr. 1448.
(214)例えば 1530 年 11 月にはＧ ・ ヌ ス ピ ッ カー 、 1531 年 8 月には Ｊ ・ フ ォ ン ・ ヴ ァ イ タースが派遣さ

れている 。 PA, Bd. 2, Nr. 1449.
(215)PA, Bd. 3, Nr. 3055.
(216)PA, Bd. 2, Nr. 1453.
(217)PA, Bd. 2, Nr. 3055.
(218)PA, Bd. 2, Nr. 1450.
(219)PA, Bd. 2, Nr. 1450.
(220)PA, Bd. 2, Nr. 1452.
(221)PA, Bd. 3, Nr. 3055.
(222)PA, Bd. 2, Nr. 1452.
(223)PA, Bd. 2, Nr. 1453, PA, Bd. 3, Nr. 3056.
(224)戦闘の詳しい推移については Wille, op. cit., Zweites Buch を参照 。

(225)和約の中の信仰に関する条項について論じた ものに Wille, J., Zum Religionsartikel des Frieden
von Kaaden 1534, in : Zeitschrift für Kirchengeschichte, 7, 1885 がある 。  

(226)PA, Bd. 3, Nr. 3059.
(227)PA, Bd. 3, Nr. 3057.
(228)PA, Bd. 3, Nr. 3054. Ｎ ・ マ イ アーの経歴については Bernhardt, W., Die Zentralbehörden des
Herzogtums Württemberg und ihre Beamten 1520-1629, Bde. 2, 1973, Bd. 1, S. 512.
(229)PA, Bd. 3, Nr. 3056.
(230)Bernhardt, op. cit., S. 512.
(231)PA, Bd. 3, Nr. 3068.
(232)PA, Bd. 3, Nr. 2546.
(233)PA, Bd. 3, Nr. 3068.
(234)Schmidt, op. cit., S. 51.
(235)PA, Bd. 1, Nr. 283.



(236)PA, Bd. 1, Nr. 2546.
(237)Lanzinner, op. cit., S. 416.
(238)PA, Bd. 1, Nr. 432.
(239)PA, Bd. 1, Nr. 439.
(240)PA, Bd. 1, Nr. 486.
(241)PA, Bd. 1, Nr. 439.
(242)PA, Bd. 1, Nr. 512.
(243)PA, Bd. 1, Nr. 542.
(244)PA, Bd. 1, Nr. 439.
(245)PA, Bd. 1, Nr. 508, 520.
(246)PKMS, Bd. 2, Nr. 779.
(247)Gundlach, op. cit., S. 77.
(248)同盟議会 、 PA, Bd. 1, Nr. 673, 681, 842. 帝国議会 PA, Bd. 1, Nr. 627, 690, 856.
(249)Geß, Bd. 1, Nr. 326.
(250)Geß, Bd. 1, Nr. 363, Bd. 2, Nr. 1193, 1254.
(251)Geß, Bd. 2, Nr. 1193.
(252)PA, Bd. 3, Nr. 2724.
(253)PA, Bd. 3, Nr. 2730, 2732.
(254)PA, Bd. 3, Nr. 2732.
(255)PA, Bd. 3, Nr. 2731.
(256)Kohler, op. cit., S. 31, PA, Bd. 3, Nr. 2725. 1526 年フ ェルデ ィナン ト はベー メ ン王 と な り 、 その

結果ベー メ ン と同盟関係にあったアルベル ト家 と接近 した 。 ザ クセ ン公ゲオル クの母方の祖父はベー

メ ン王であった 。 NDB, Bd. 5, S. 81ff.
(257)PA, Bd. 3, Nr. 2732.
(258)しかし 、 ブ ラ ウ ンシ ュヴ ァ イ クは これを拒否した 。 PA, Bd. 3, Nr. 2734.
(259)PKMS, Bd. 1, S. 214, Anm. 3.
(260)PKMS, Bd. 1, Nr. 205.
(261)PKMS, Bd. 1, Nr. 228.
(262)1537 年に自らの領地フ ラ イベル クに宗教改革を導入したハイン リ ヒ は同年シュマルカルデン同盟

に参加した 。 PKMS, Bd. 1, Nr. 7.
(263)PKMS, Bd. 1, Nr. 232.
(264)PKMS, Bd. 1, Nr. 268, 271.
(265)PKMS, Bd. 1, Nr. 265.
(266)PKMS, Bd. 1, Nr. 267. モー リ ッ ツはその助言に従ってフ ィ リ ッ プに返答してい る 。 PKMS, Bd.
1, Nr. 272. Anm. 3.
(267)PA, Bd. 1, Nr. 673.
(268)Dr. Burkhard, Die Wurzener Fehde, in : Archiv für sächsische Geschichte, 4, 1886, S. 63.
(269)Hecker, op. cit., S. 12.
(270)PKMS, Bd. 1, Nr. 304.
(271)PKMS, Bd. 1, Nr. 307.
(272)PKMS, Bd. 1, Nr. 308.
(273)PKMS, Bd. 1, Nr. 318, 319.
(274)PKMS, Bd. 1, Nr. 325.
(275)Burkhard, op. cit., S. 83.
(276)Hecker, op. cit., S. 12.
(277)PKMS, Bd. 1, Nr. 405, 408.
(278)ハプスブル ク家側代表グ ラ ン ヴ ェ ラ と の交渉は Ｃ ・ フ ォ ン ・ カル ロ ヴ ィ ッ ツが行った 。 PKMS,
Bd. 1, Nr. 418.
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(288)PKMS, Bd. 2, S. 135.
(289)モー リ ッ ツはグ ラ ンヴ ェ ラ と皇帝の意思疎通に問題があ り 、 そのため軍事奉仕規定に関する交渉

に失敗した と考えていた よ う であ る 。 PKMS, Bd. 1, Nr. 495.
(290)PKMS, Bd. 1, Nr. 536.
(291)PKMS, Bd. 1, Nr. 550.
(292)PKMS, Bd. 2, Nr. 848.
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歴代官房長 出

自 （

１）

生没年 出身地 備考 人数

Siegmund Pflug

Niklas v. Heinitz

Kilian König

Johann Kochel

Simon Pistoris

A

A

B

B

B

c. 1470 - 1526

1489 - 1562

ザクセン

ザクセン

ザクセン

官房長 1495-1500, Dr 

官房長 1500 - 06, Dr.　

官房長 1506 - 13, Dr.　

官房長 1513 - 23, Dr. 

L大学法学教授（２）

官房長 1523 - 39, Dr.

L大学法学教授 5名

学位を有する顧問官

Georg v. Breitenbach

Otto v. Pack

Dietrich v. Werthern

Melchior v. Osse

Dietrich v. Witzleben

Georg Kommerstadt   

A

A

A

A

A

B

? - 1541

c. 1480 – 1536

1468 – 1536

1506 – 57

1498 – 1559

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

Dr. L大学法学教授

Dr. L大学法学部所属

Dr.

Dr.  L大学出身

35年から巡察使。

Dr.

Dr. 6名

学位を持たない顧問官

Hans v. Haubitz

Cäsar Pflug

Wilhelm Truchseß

Hans v. Werthern

Georg v. Karlowitz

Siegmund v. Maltitz

Heinrich v. Schönberg

A

A

A

A

A

A

A

1458-1524

c. 1480-1550

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

ザクセン

Dietrich  v.  Werthern の

父

22年アルベルト家に

1502 – 03顧問官 ７名

表１　ゲオルクの官房長と顧問官

（１）出自A＝貴族　B＝市民　（２）L大学＝ライプツィヒ大学。

（表の作成にあたり、Geßの索引、PA及び Schirmer, Kursächsische Staatsfinanzenを参照。）

（

（
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氏名 
出

自 
42.5.26 
『訓令』 
ドレスデン 

47.8.7 『旧訓令』

トルガウ 
48.1.21『新訓令』

ヴァイセンフェル

ス 

備考 

Wolf v. Ende A ○軍事 ○ 陪 席 裁 判 官

（Beisitzer） 
軍事委員 Am 

Heinrich  
v. Schleinitz 

A ○    

Wolf v. Schönberg A ○    
Georg v. Karlowitz A ○国庫、軍事 ○ 軍事委員 カトリック Am 
Casper  
v. Schönberg 

A ○ ○   

Simon Pistoris B ○官房長官 ○官房長官 ○官房長官 Dr、 
Hans v. Kitzscher A ○信仰    
Georg Komerstadt A/B ○信仰 大学、鉱山  Dr、38 年貴族叙階。 

ルター派 
Wentzlaus 
Naumann  

B ○信仰   Dr、42 年官房長官解任

Georg v. Schleinitz A ○信仰   Am 
Johann 
Georg v. Mansfeld 

A ○軍事 
ドレスデン常

駐 

  シュマルカルデン戦争

指揮官 

Ludwig Fachs B 
 

ライプツィヒ 
常駐  

宮廷裁判所役人  Dr、48、9 年 
官房長官 

Christof 
  v. Ebeleben 

A 
 

ヴァイセンフ 
ェルス常駐 

  Am 

Melchior v. Osse A  ○ライプツィヒ宮

廷裁判官 
 Dr、～45 年 E 家官房長

官。51 年皇帝の顧問官、

ルター派  
Dietrich    
v. Starschedel 

A  ○ 軍事委員 元 E 家 

Heinrich  
v. Einsiedel  

A  ○  元 E 家 

Bernhard 
v. Hirschfeld 

A  ○ ○ 元 E 家 Am 

Ernst v. Miltitz A  国庫、マイセン・ク

ライス長官、鉱山 
軍事委員 ヘッセンから推薦 

Georg v. Vitztum A 
 

 チューリンゲン・ク

ライス長官 
軍事委員 Am 

Sebastian  
v. Wallwitz 

A  クア・クライス長官 軍事委員  

Heinrich  
v. Gersdorf 

A  ゲビルゲ・クライス

長官、鉱山 
  

Asmus   
v. Könneritz 

A  ライプツィヒ・クラ

イス長官 
  

Wolf v. Koller A 
 

 宮廷裁判所役人、 
鉱山 

○ Am 

Asmus Spiegel B  宮廷裁判所役人 軍事委員 元 E 家 
Hans v. Germar A   ○ Am 
Anderas Pflug A   ○ Am 
Wolf v. Schaderitz A   ○ Am 
Hans v. Ebeleben A   ○ Am 
Hieronymus 

Kiesewetter 
B   ○ Dr  

Otto v. Dieskau A   軍事委員 Am 
Heinrich v. Bünau A   軍事委員 Am 
 

表 2 モーリッツ時代の訓令に見える顧問官とその職務の一覧（PKMS, 1, Nr. 361, PKMS, 3, Nr. 
737, 972 および Register より作成。出自については Osse, Biographische Nachträge も参照） 

 A＝貴族出身 B＝市民層出身  ○モーリッツによって留守を任された顧問官  
 Am＝アムトマン 



氏 　名 生没年 出自 学位 顧問官任期 出身地

1 Christoph v. Haubitz ?-1545 　 A ザ クセン

2 Christoph v. Karlowitz 1507-78 　 A ザ クセン

3 Christoph v. Kruschwitz 　 A  Dr 1546-

4 Damian v. Sebottendorf 1519-85 　 A      ザ クセン

5 Franz Kram 1516-68 B　 Dr 1546-68      ザ クセン

6 Hans v. Schleinitz  　 A      ザ クセン

7 Haubold Pflug  1527-58 　 A      ザ クセン

8 Hans v. Weißbach  ?- 1550 　 A      ザ クセン

9 Joachim Kneutling 　 B  Dr

10 Johann Stramburger c. 1503-51 　 B  Dr

11 Michael v. Schleinitz 1507-53 　 A      ザ クセン

12 Nickel v. Ende  1500-67 　 A      ザ クセン

13 Sebastian v. Kötteritsch 　 A      ザ クセン

14 Sebastian Pflug  1527-58 A　      ザ クセン

15 Ulrich Mordeisen  1519-72 　 B Dr 1546-64

16 Wolfgang v. Lüttichau 　 A Dr

表 3　 法令にあらわれないモー リ ッ ツの顧問官



アムト名 名　　前 出自 出身地 顧問官

Zwickau, Werdau Wolf vom Ende A  ○

Weida Haubold Pflug A ザクセン

Colditz, Leisnig Hans von Schönberg A ザクセン

Grimma Anton von Ebeleben A

Eilenburg Ernst von Schönfeld A ザクセン

Düben, Bitterfeld

Gräfenhainichen

Merten von Sendewitz A ザクセン

Altenburg Heinrich von Bünau A ザクセン 　 ○

Jena Hans von Germar A ザクセン ○

Eisenberg Der andere Bünau A ザクセン

Weimar Georg Vitztum A 　 ○

Gotha N. N

Eisenach Amtmann zu Herbsleben

Kreuzburg Georg Wachtmeister A ザクセン

Torgau Hans von Schleinitz A ザクセン 　 ○

Wittenberg Otto von Dieskau A ザクセン ○

Liebenwerda Fabian von Schönaich A ヴュルテンベルク

Schlieben, Herzberg N. N

Saalfeld N. N

　表 4　旧エルネスト家領に任命されたアムトマン



氏　名 生没年 出自 学位 1522年

『宮廷令』

1536年

『給料表』

1548年

フィリップ不在

出身地

1 Berndt Keudel A ○ ヘッセン

2 Christian v. Hainstein A ○

3 Christian v. 

Weitershausen

A ○ ○

4 Hermann v. d. 

Malsburg

?-1557 A ○ ○ ヘッセン

5 Jakob v. d.  

Taubenheim

?-1538 A ○ ○

6 Johann Feige 1482-1543 B ○ ○ ヘッセン

7 Johann Meckbach 1495-1555 B Dr. ○ ○

8 Jost v. Drachsdorf ?-1529 A ○ ザクセン

9 Melchior Soiter B Dr. ○

10 Melchior v. d. Than 1451-1524 A ○ ヘッセン

11 Philipp Riedesel A ○ ○ ヘッセン

12 Tiele Wolf ○

13 Dietrich v Ples A ○ ベーメン

14 Siegmund v. Boineburg A ○ ヘッセン

15 Jost v. Weiters A ○ ○

16 Werner v. Waldenstein A ○ ヘッセン

17 Georg v. Boineburg A Dr. ○ ヘッセン

18 Johann Fischer B Dr. ○ ○

19 Niklaus Antonius B Lic.. ○

20 Richart Rinck B Lic. ○

21 Johann Meisenbuch A ○

22 Johann v. Rinsingen A ○

23 Georg Nußpicker B ○

24 Rudolf Schenk ?-1551 A ○ ヘッセン

25 Wilhelm v. Schachten A ○ ヘッセン

26 Konrad Diede ○

27 Tielemann Günterode 1512-50 B Dr. ○ ザクセン

28 Ludwig v. Baumbach A ○ ヘッセン

29 v. Beichringen A ○

30 Eberhart v. Bruch A ○

31 Simon Bing B ○



32 Adorian Zerzen ○

33 Jakob Lersner B Lic. ○

34 Engelbrecht ○

表 5　フィリップの法令にあらわれる顧問官(Gundlach, Zentraibehörden, Hollenberg,Landtagsakten, ADB, NDB参照)



氏 　名 　 生没年 出 　自 学 　位 顧問官任期 　 　 出身地

1 Ludwig v. Boineburg A 1529-33 　 　 ヘ ッセ ン

2 Jost Didamar Dr 1552-80

3 Kurt von Elben ?- 1547 A

4 Johann Helfmann ?-1556 B Lic. 1522

5 Otto Hund 1508-42

6 Hermann Hundelshausen A 1540-62 　 　 ヘ ッセ ン

7 Heiderich Kalenburg 1557-77

8 Johann Keudell A Lic. 1540-47 　 　 ヘ ッセ ン

9 Georg von Kolmatsch A 1524-31

10 Burkhard von Cramm 1506-50 A 　 ブ ラ ウ ンシ ュヴ ァ イ ク

11 Heinrich Lersner 1506-1576 B Dr 官房長 1551-59 　 　 ヘ ッセ ン

12 Johann Lersner 1512-1550 B Dr 　 　 ヘ ッセ ン

13 Georg Malsburg ?-1575 A 1559-75 　 　 ヘ ッセ ン

14 Nikolaus Meyer 1490-1549 B Lic. 　 　 ヘ ッセ ン

15 Johann Mosbach A 　 ヴ ュルテンベルク

16 Friedrich Nordeck A 1550-55 　 　 ヘ ッセ ン

17 Johann Nordeck   ? -1580 A 1543 　 　 ヘ ッセ ン

18 Georg Pappenheim 1533-38 　 バ イエルン

19 Adolf Rau A 代理 1530-36 　 　 ヘ ッセ ン

20 Jost Rau A 代理 1552-57 　 　 ヘ ッセ ン

21 Kraft Rau A 　 　 ヘ ッセ ン

22 Johann Riedesel A 1531-50 　 　 ヘ ッセ ン

23 Volprecht Riedesel A 1543-47 　 　 ヘ ッセ ン

24 Reinhard Scheffer   ? -1587 B Dr 官房 1559-82 　 　 ヘ ッセ ン

25 Johann Schilt 1544-48

26 Hermann von Schleier ?-1542

27 Casper von Schuttzbar A 　 　 ヘ ッセ ン

28 Wilhelm Staffel

29 Friedrich von der Than A 1551-58 　 　 ヘ ッセ ン

30 Casper Trott A 　 　 ヘ ッセ ン

31 Frierich Trott A 1519-38 　 　 ヘ ッセ ン

32 Hermann Ulner 1559-66

表 6 　 フ ィ リ ッ プの法令にあ らわれない顧問官(Gundlach, Zentraibehörden, Hollenberg,Landtagsakten, ADB, NDB)



 図 ヘッセンの官房周辺における姻戚関係（Gundlach, F., Die hessische Zentralbehörden von 1247 bis 1604, Marburg 1932, S. 80 をもとに作成） 

 

 

Ludwig Lersenmacher 

財務書記 

1522 年死亡 

Dr. Johannes Lersner 

マールブルク大学教授 

1550 年死亡 

Heinrich Lersner 

 ヘッセン官房長 

1576 年死亡 

Catharina 

Lersner 

1563 年死亡 

Johann Heinzenberger 

 ヘッセン官房長 

1581 年死亡 

Georg Nußpicker d. Ä. 

財務長 

1525 年死亡  

Elisabeth Nußpicker
Georg Nußpicker d. J. 

 ヘッセン副官房長 

1540 年死亡 

Catharina Nußpicker 

Dr. Hermann Lersner 

 マールブルク大学教授 

1613 年死亡 

Catharina Heinzenberger Margaretha  

Heinzenberger 



図（続き） ヘッセンの官房周辺における姻戚関係（Gundlach, F., Die hessische Zentralbehörden von 1247 bis 1604, Marburg 1932, S. 80 をもとに作成） 

 

 

 
Georg Nußpicker d. Ä. 

職 Kammermeister 

1525 年死亡 

Catharina Nußpicker 

Heincze Fyghe 

Johann Feige 

官房長 

1543 年死亡 

Tochter Hans Bruel 

Valentin Bruel 

副官房長 

1547 年死亡 

Christine Feige 

1608 年死亡 

Reinhard Scheffer d. Ä.

官房長 

1587 年死亡 
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